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様式３－１－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価の概要 
１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 
評価対象事業年度 年度評価 令和4年度 

主務省令期間 令和2年度～令和6年度 
 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 農林水産大臣 

 法人所管部局 消費・安全局 担当課、責任者 総務課長 平中 隆司 

評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 広報評価課長 神田 宜宏 

 

３．評価の実施に関する事項 
独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」という。)から提出のあった自己評価書を基礎として、所管部局である消費・安全局が中心となって評価を行い、評価点検部局である大臣官房広報評価課で評価の点検を行

った。評価の実施に当たっては、理事長・監事・担当部門のヒアリング及び有識者からの意見聴取を実施した。 

 

４．その他評価に関する重要事項 
－ 
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様式３－１－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 総合評定 

１．全体の評定 
評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）主務省令期間における過年度の総合評定の状況 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ Ａ Ｂ   

評定に至った理由 項目別評定21項目のうち、業務部門（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項）：Ａが2項目、Ｂが5項目、管理部門（業務運営の効率化に関する事項、財務

内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）：Ａが1項目、Ｂが12項目、評価の対象外が1項目となっており、また法人全体の信用を失墜させる事象もなかったため、農

林水産省の評価基準に基づきＢとした。具体的な評価基準は別添１のとおり。 

 

２．法人全体に対する評定 
法人全体の評価 行政執行法人として、肥料及び土壌改良資材関係業務、農薬関係業務、飼料及び飼料添加物関係業務、食品表示の監視に関する業務、日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に

関する業務、食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務、その他の業務の実施に当たり、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算執行の把握に努め、創

意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り的確に業務を遂行することができている。 

全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項  

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した課題、改善事項 個人情報の漏えいが 2 件発生したことは重大な問題である。既に法人において再発防止策を講じているが、再発防止策のフォローアップ等を適切に行い、今後は同様の事例が起こらない

ように対策を徹底すること。 

その他改善事項 － 

主務大臣による監督命令を検討すべき事項 － 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 － 

その他特記事項  
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様式３－１－３ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定総括表 

年度目標（事業計画） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 

 

年度目標（事業計画） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 令和 

２ 

年度 

令和 

３  

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 

令和 

２ 

年度 

令和 

３ 

年度 

令和 

４ 

年度 

令和 

５ 

年度 

令和 

６ 

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 肥料及び土壌改良資材関係業務 Ａ Ａ Ｂ   第1-1-(1)   業務運営コストの縮減 Ｂ Ｂ Ａ   第2-1  
人件費の削減等 Ｂ Ｂ Ｂ   第2-2  

農薬関係業務 Ａ Ａ Ａ   第1-1-(2)  調達等合理化の取組 Ｂ Ｂ Ｂ   第2-3  
情報システムの整備及び管理 － － Ｂ   第2-4  

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

飼料及び飼料添加物関係業務 Ａ Ｂ Ｂ   第1-1-(3)   保有資産の見直し等 Ｂ Ｂ Ｂ   第3-1  
自己収入の確保 Ｂ Ｂ  Ｂ   第3-2  

食品表示の監視に関する業務 Ａ Ａ Ｂ   第1-2-(1)  予算（人件費の見積りを含む。）収支

計画及び資金計画 
Ｂ Ｂ Ｂ   第3-3  

短期借入金の限度額 － － －   第3-4  
日本農林規格、農林水産物及び 

食品の輸出促進等に関する業務 
Ａ Ａ Ａ   第1-2-(2)  Ⅳ．その他の事項 

 職員の人事に関する計画（人員及び

人件費の効率化に関する目標を含

む。） 

Ｂ Ｂ Ｂ   第4-1  

食品の安全性に関するリスク管理

に資するための有害物質の分析業

務 

Ｂ Ｂ Ｂ   第1-3  

内部統制の充実・強化 Ｂ Ｂ Ｂ   第4-2  
その他の業務 Ｂ Ｂ Ｂ   第1-4  業務運営の改善 Ｂ Ｂ Ｂ   第4-3  

情報セキュリティ対策の推進 Ｂ Ｂ Ｂ   第4-4  

 施設及び設備に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ   第4-5  
積立金の処分に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ   第4-6  
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(１) 肥料及び土壌改良資材関係業務 

業務に関連する政策・施策 食料の安定供給の確保 

１ 食の安全と消費者の信頼の確保 

当該事業実施に係る根拠 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法（平成 11 年法律第 183 号。以下「センター法」とい

う。）第10条第1項第7号並びに第2項第3号及び第7号 

肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25 年法律第 127 号。旧「肥料取締法」。以下「肥料法」とい

う。） 

地力増進法（昭和59年法律第34号） 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

⑤ 肥料の安全性及び品質の確保に関する支援業務 

⑥ 調査研究業務 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急

要請業務 
実施率 100％(報告件数/要請件

数) 
100% 

(2/2) 
100% 

(1/1) 
100% 

(1/1) 
  予算額(千円) 644,648 615,373 613,056   

決算額(千円) 608,796 610,379 570,694   

②ア 登録関係業務(登録調

査) 
20業務日以内 100％(標準処理期間内報

告件数/調査指示件数) 
100％ 
(709/709) 

100％ 
(569/569) 

100％ 
(693/693)  

  経常費用(千円) 580,377 596,797 587,853   

経常利益(千円) 39,494 21,842 46,501   

②イ 登録関係業務(生産

工程変更相談) 
処理率 100％(処理件数/生産工程

変更相談件数) 
100％ 
(1,626/1,626)  

100％ 
(1,396/1,396) 

100％ 
(1,317/1,317)  

  行政コスト(千円) 587,888 604,541 594,725   

行政サービス実施

コスト(千円) - - -   ③ア 肥料の立入検査等業

務 
36業務日以内 100％(標準処理期間内報

告件数/立入検査件数) 
 

100％ 
(160/160)  

100％ 
(198/198)  

100％ 

(223/223) 
   

③イ 土壌改良資材の立入

検査業務 
VA菌根菌以外：30業務日以

内VA菌根菌：65業務日以

内 

100％ 
(26/26) 

100％ 
(21/21)  

100％ 
(26/26) 

従事人員数 56 58 57   

 

④ 牛海綿状脳症の発生防

止関係業務(大臣確認指

示及び理事長確認申請

受付) 

処理率 
 

100％(報告件数及び処理

件数/大臣確認指示件数

及び理事長確認申請受付

件数) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(7+53/7+53) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(9+37/9+37) 

大臣確認指示

及び理事長確

認申請100％ 

(5+38/5+38) 

  

⑤ア 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業

務（登録更新業務及び検

査業務に係る技術的支

援） 

肥料の安全性及び品質の確

保に関する支援業務の実施

状況 

 

－ － － 農林水産省か

らの要請に応

じ、支援等を

実施 

  

⑤イ 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業

務（産業副産物等の肥料

利用） 

－ － － 農林水産省か

らの要請に応

じ、調査等を

実施 

  

⑤ウ 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業

務(事業者からの申出に

対する調査等) 

－ 
 

実績なし 
 

実績なし 
 

実績なし 
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⑤ウ 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業

務(農林水産省が行う公

定規格改正調査) 

 実績なし 実績なし 実績なし   

⑤エ 肥料の安全性及び品

質の確保に関する支援業

務(汚泥肥料中の放射性

セシウム測定) 

－ 21件 26件 26件   

⑤オ(ｱ) 肥料の安全性及び

品質の確保に関する支援

業務(クロピラリド測定) 

－ 11件 12件 19件   

⑤オ(ｲ) 肥料の安全性及び

品質の確保に関する支援

業務(取組周知) 

－ 19件 14件 22件   

⑤カ その他肥料の安全確

保等に関する業務(外部

精度管理に関する技術

的助言) 

－ 農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

農林水産省か

らの要請に応

じ、技術的助

言等を実施 

  

⑥ 調査研究業務 調査研究業務の実施状況 － 11課題 10課題 9課題   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
１ 農業生産資材における安全の確

保等に関する業務 
(1)  肥料及び土壌改良資材関係業務 

肥料関係業務について、肥料法に基

づき、肥料の品質等を確保するととも

に、その公正な取引と安全な施用を確

保し、農業生産力の維持増進に寄与す

るとともに、国民の健康の保護に資す

るため、以下のとおり肥料の検査等業

務を行う。 

また、土壌改良資材関係業務につい

て、地力増進法（昭和59年法律第34

号）に基づき、農業生産力の増進と農

業経営の安定を図るため、以下のとお

り土壌改良資材の検査等業務を行う。 

(1) 肥料及び土壌改良資材関係業

務 

肥料及び土壌改良資材関係業務

の実施に当たっては、農林水産省

等関係機関との連携を密に行いつ

つ、不適正な肥料等の流通を防ぐ

ための検査実施、農林水産省が行

う肥料の公定規格の改正に資する

データ提供や試験法の開発・改良

等について、創意工夫により効果

的かつ的確に取り組むものとす

る。 

 

＜定量的指標＞ 

○肥料関係業務

の実施 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ｂ 

根拠：◇小項目2（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目6（項目）×2点（Ｂ）＝ 18点 

Ｂ：基準点（16）×9/10≦ 各小項目の合計点（18）＜基準点(16)×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

8 の小項目のうち、

Ａが2項目、Ｂが6項

目であり、小項目を積

み上げた項目別評定は

Ｂであったため。 

※小項目の点数の計算

結果は法人の自己評

価と同じ。 

 具体的には、次のと

おり。 
 

① 農林水産省からの緊急要請業務 

農林水産省から緊急に要請した業

務については、最優先で組織的に取

り組み、必要な調査、分析又は検査

を実施し、その結果を速やかに報告

する。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

農林水産省から緊急に対応すべ

き業務の要請があった場合には、

他の業務に優先して、要請のあっ

た調査、分析又は検査等業務を実

施し、その結果を速やかに農林水

産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇ 実 施 率 ：

100％（報告

件数/要請件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

① 農林水産省からの緊急要請を受けて次の業務を実施した。 

【実施率100％（1/1）】 

「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた検討について」（令和4

年11月16日付け4消安第4327号 農林水産省消費・安全局農産安

全管理課長通知）に基づき汚泥肥料の品質管理に関する調査を緊急

的に実施し、過去の肥料立入検査時に収去した汚泥肥料の有害重金

属の分析値、重金属管理手引書に基づく管理実施事業場リスト、汚

泥肥料の登録申請時の溶出試験データ集計結果等を農林水産省に報

告した。さらに、新規格肥料に関する管理手法の検討に資するよ

う、品質及び安全性を確保するための汚泥肥料の分析頻度、分析時

期等に関し、FAMICが有する技術的知見から農林水産省に提言を行っ

た。  

これらを基に農林水産省で迅速に検討が進み、「菌体りん酸肥料」

の規格案が設定された。これにより、品質が確保された肥料とし

て、他の肥料との配合・混合が可能となることで利用範囲が大幅に

拡大し、肥料の安定供給及び肥料の国産化の推進に貢献すると考え

られる。  

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ａ 
根拠：農林水産省からの要

請に対する実施率は 100％

である。 

さらに、急務である肥

料の国産化・安定供給対

策として、下水汚泥等の

利用拡大に向け、汚泥肥

料の品質管理状況を把握

するため、過去の分析成

績等を早急に取りまと

め、農林水産省に報告し

た。 

加えて、品質及び安全

性を確保するための汚泥

肥料の分析頻度、分析時

期等に関し、FAMIC が有す

る技術的知見から農林水

産省に提言を行ったこと

により、新規格肥料の迅

速な規格設定に貢献し

た。 

このことにより、下水

汚泥資源の肥料を活用し

た肥料の品質が確保さ

れ、他の肥料との配合・

混合が可能となること

で、利用範囲が大幅に拡

① 農林水産省からの

緊急要請について、

1 件実施し、農林水

産省からの要請に対

する報告の実施率は

100 ％である。 

さらに、肥料の国

産化、安定供給のた

めの新たな規格設定

に当たり、下水汚泥

肥料の品質管理状況

の把握、過去の分析

成績等を速やかにと

りまとめている。 

加えて、汚泥肥料

の分析頻度、分析時

期等に関する技術的

知見の提供があった

ことにより、品質及

び安全性が確保され

た「菌体りん酸肥

料」規格（案）の作

成に貢献した。 

このことにより、

下水汚泥資源を原料

とする肥料の利用範

囲が大幅に拡大する

ことが見込まれ、肥

料の安定供給及び肥
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大し、肥料の安定供給及

び肥料の国産化の推進に

貢献が期待されることか

ら、事業計画における所

期の目標を上回る成果が得

られていると認められる。 

料の国産化の推進が

期待されるため、事

業計画における所期

の目標を上回る成果

が得られていると認

められる（評定：

Ａ） 

② 登録関係業務 
ア 肥料法第 7条第 1項の規定に基

づく肥料の登録申請に係る調査

は、農林水産大臣の指示に従い実

施し、申請受付から20業務日以内

に調査結果を農林水産大臣に報告

する。 

② 登録関係業務 
ア 肥料法第 7条第 1項の規定に基

づく肥料の登録等申請に係る調

査は、農林水産大臣の指示に従

い実施し、申請受付から 20 業務

日以内に調査結果を農林水産大

臣に報告するため「肥料登録シ

ステム」を活用し、速やかに調

査を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（20業務日

以内）の処理

率 ： 100 ％

（標準処理期

間内報告件数

/調査指示件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

②ア 登録等申請に係る調査については、農林水産大臣の指示に従い

693件実施した。 

調査の実施においては、「肥料登録システム」上の業者の氏名及

び住所、生産事業場の名称及び住所等の基本データを活用し、全て

20業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

また、登録申請時の調査試験として実施する「植物に対する害に

関する栽培試験の方法」（昭和 59年 4月 18日付け 59農蚕第 1943号

農林水産省農蚕園芸局長通達）について、農林水産省が当該栽培試

験に関する通知改正を行ったため、FAMICのホームページに掲載して

いる当該通知に関する解説を改正後の通知に対応したものに改訂し

た。 

【処理率100％（693/693）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

②ア 登録関係業務に

ついて、登録申請に

係る調査を693 件実

施し、標準処理期間

内の処理率は100 ％

であることから、事

業計画における所期

の目標を達成してい

ると認められる。

（評定：Ｂ） 

イ 登録を受けた肥料について、当

該肥料を生産する事業者より、

原料や生産工程の変更に係る相

談があった場合は、当該変更に

伴い登録が維持されるか否かに

ついての技術的助言を行う。 

イ 登録を受けた肥料について、

当該肥料を生産する事業者よ

り、原料や生産工程の変更に係

る相談があった場合は、当該変

更に伴い登録が維持されるか否

かについての技術的助言を行

う。 

＜定量的指標＞ 

◇ 処 理 率 ：

100％（処理

件数/生産工

程変更相談件

数） 

イ 原料や生産工程の変更に係る相談については、1,317件実施した。 
変更内容に対する相談においては、過去の登録状況、原料の使用実

績データを活用して技術的な助言を行った。 

【処理率100％（1,317/1,317）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：生産工程等の変更

に係る相談の処理率は

100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成して

いる。 

②イ 登録関係業務に

ついて、原料や生産

工程等の変更に係る

相談を1,317 件実施

し、処理率は100 %

であることから、事

業計画における所期

の目標を達成してい

ると認められる。

（評定：Ｂ） 

③ 立入検査等業務 
ア 肥料の立入検査等業務 

肥料法第30条の2第1項の規定に

基づく立入検査等（生産工程の検証

及び違反の発生リスクに重点を置い

た立入検査等を含む。）は、農林水

産大臣の指示に従い実施し、その結

果（収去品の分析・鑑定結果を含

む。）を立入検査終了後 36業務日以

内に農林水産大臣に報告する。 

③ 立入検査等業務 
ア 肥料の立入検査等業務 

肥料法第30条の2第1項の規定に基

づく立入検査等（製造指示書による生

産工程の検証及び違反の発生リスクに

重点を置いた立入検査等を含む。）は、

農林水産大臣の指示に従い、生産工程

の検証をするとともに農林水産省が肥

料法第29条に基づき報告聴取を行った

事業者に対しては再発防止策履行状況

の確認を含め適正に実施する。また、

立入検査等の結果（収去品の分析・鑑

定結果を含む。）を立入検査終了後36

業務日以内に農林水産大臣に報告する

ため、収去品の分析・鑑定に当たって

は、業務の進行管理を適切に行う。 

立入検査結果を速やかに被検査

者に通知するとともに、改善を要

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（36業務日

以内）の処理

率 ： 100 ％

（標準処理期

間内報告件数

/立入検査件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ア 肥料法第30条の2第1項の規定に基づく立入検査については、農

林水産大臣の指示に従い、223件を適正に実施した。 

その際、肥料立入検査規程に従い、製造指示書による生産工程の検

証及び違反の発生リスクに重点を置いた立入検査を実施した。肥料法

違反の疑義情報を受けて実施した立入検査では、他の業務に優先して

検査職員を確保し、迅速かつ効率的に立入検査を実施した。 

立入検査に係る収去品の分析・鑑定に当たっては、基準違反となっ

た場合の影響を考慮し、（ア）人畜に有害な成分（ひ素、カドミウ

ム、水銀及び鉛）、（イ）その他の有害成分（ニッケル、クロム等）、

（ウ）その他の成分（窒素、りん酸等）の優先順位で試験を行うなど

により業務の進行管理を適切に行い、全ての結果を36業務日以内に農

林水産大臣に報告した。特に、疑義情報を受けて実施した立入検査で

収去した肥料及び原料については、分析・鑑定を迅速に実施した。 

また、検査結果を速やかに被検査者に通知するとともに、原料の記

載不適正等の改善を要する事項が認められた事業場に対して、技術的

助言を行った。 

（表1-1-(1)-1参照） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

③ア 肥料の立入検査

業務について、農林

水産大臣の指示に従

い223 件実施し、標

準処理期間内の処理

率は100 %であること

から、事業計画にお

ける所期の目標を達

成していると認めら

れる。（評定：Ｂ）。 
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する事項が認められた場合は技術

的助言を行う。 

また、立入検査手法の妥当性を

検証し、必要に応じて改善を図

る。 

【処理率100％（223/223）】 

 

 

イ 土壌改良資材の立入検査業務 
地力増進法第17条第1項の規定に

基づく立入検査は、農林水産大臣の

指示に従い実施し、その結果を立入

検査終了後 30 業務日以内（試験の

実施に長期間を要する VA 菌根菌資

材の場合は 65 業務日以内）に農林

水産大臣に報告する。検査等業務の

適正な執行に必要不可欠であり、か

つ、被検査者が検査の対象である土

壌改良資材の譲渡に同意した場合、

当該資材を試験のために必要な最小

量に限り入手し、試験する。 

イ 土壌改良資材の立入検査業務 

地力増進法（昭和 59年法律第 34

号）第 17条第 1項の規定に基づく

立入検査は、農林水産大臣の指示

に従い、製造現場の状況や記録を

実地に確認するなどにより適正に

実施するとともに、集中的な集取

品の試験等により迅速化を図り、

立入検査の結果を立入検査終了後

30 業務日以内（試験の実施に長期

間を要する VA 菌根菌資材の場合は

65 業務日以内）に農林水産大臣に

報告するため、業務の進行管理を

適切に行う。検査等業務の適正な

執行に必要不可欠であり、かつ、

被検査者が検査の対象である土壌

改良資材の譲渡に同意した場合、

当該資材を試験のために必要な最

小限に限り入手し、試験する。 

また、立入検査の結果を速やか

に被検査者に通知するとともに、

表示に関する改善事項が認められ

た場合には技術的助言を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（VA菌根菌

以外は30業務

日以内、VA菌

根菌は65業務

日以内）の処

理率：100％

（標準処理期

間内報告件数

/立入検査件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
イ 地力増進法第17条第1項の規定に基づく立入検査（26件）は、農林

水産大臣の指示に従い、法令遵守状況の確認等を製造現場の状況や記

録を実地に確認する等により適正に実施した。集取品の試験（16 件）

については、検査項目に応じてまとめて分析する等により効率化・迅

速化を図った。立入検査を行った26件について業務の進行管理を適切

に実施し、検査結果を 30 業務日以内に農林水産大臣に報告した。ま

た、被検査者に対しても立入検査の結果を速やかに通知するととも

に、表示に関する改善事項が認められた被検査者（5 件）に対して技

術的助言を行った。 
なお、農林水産大臣からVA菌根菌資材の試験に係る指示はなかった。 

【処理率100％（26/26）】 

 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
根拠：標準処理期間内の

処理率は 100％であり、計

画における所期の目標を

達成している。 

③イ 土壌改良資材の

立入検査業務につい

て、農林水産大臣の

指示に従い 26 件実

施し、標準処理期間

内の処理率は100 %で

あることから、事業

計画における所期の

目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

 

④ 牛海綿状脳症の発生防止関係業

務 
牛海綿状脳症の発生を防止するた

め、「肥料取締法に基づき普通肥料

の公定規格を定める等の件の一部を

改正する告示等の施行について」

（平成16年2月26日付け15消安第

6398号農林水産省消費・安全局長通

知）及び「ペットフード用及び肥料

用の肉骨粉等の当面の取扱いについ

て」（平成 13年 11月 1日付け 13生

畜第4104号農林水産省生産局長、水

産庁長官通知）に基づき、肥料用肉

骨粉等が家畜用飼料へ誤用・流用さ

れることを防止する等の観点から、

肥料原料用の肉骨粉等について製造

基準適合確認検査を行い、製造基準

に適合するものであると認めた製造

事業場を公表する。 

④ 牛海綿状脳症の発生防止関係

業務 
牛海綿状脳症の発生を防止する

ため、次の取組を行う。 
ア 「肥料取締法に基づき普通肥

料の公定規格を定める等の件の

一部を改正する告示等の施行に

ついて」（平成 16年 2月 26日付

け 15消安第 6398号農林水産省消

費・安全局長通知）に基づき、

牛、めん羊及び山羊の部位を原料

とする肥料について、脊柱等が

混合しないこと等に関し、農林

水産大臣から確認検査の指示が

あったものについては、適切に

検査及び報告を実施する。その

報告をもとに農林水産大臣が製

造基準に適合すると認め確認書

を交付した場合にあっては、そ

の製造事業場を公表する。 

＜定量的指標＞ 
◇ 処 理 率 ：

100％（報告件

数及び処理件

数／大臣確認

指示件数及び

理事長確認申

請受付件数） 

＜主要な業務実績＞ 
④ 牛海綿状脳症の発生を防止するため、次の取組を実施した。 

 

 

ア 牛の部位を原料とする肥料に脊柱等が混合しないことに関し、農林

水産大臣から指示があった製造事業場（5 事業場）について製造基準

適合確認検査を実施し、適否を付して検査結果を農林水産大臣に報告

するとともに、農林水産大臣からの確認書の交付状況をホームページ

で公表した。 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：大臣確認指示及び

理事長確認申請に対する

報告等の処理率は 100％で

あり、計画における所期

の目標を達成している。 

④ 牛海綿状脳症の発

生防止関係業務につ

いて、農林水産大臣

が指示した製造事業

場（5 件）及び確認

申請を受けた製造事

業場（38件）に対す

る製造基準適合確認

検査を実施し、処理

率は100 %であるこ

とから、事業計画に

おける所期の目標を

達成していると認め

られる。（評定：

Ｂ） 



 

11 

イ 「ペットフード用及び肥料用

の肉骨粉等の当面の取扱いにつ

いて」（平成 13年 11月 1日付け

13 生畜第 4104 号農林水産省生産

局長、水産庁長官通知）に基づ

き、肥料用の肉骨粉等の家畜飼

料への誤用・流用防止等の観点

から、肥料原料用の肉骨粉等の

製造基準適合確認検査を申請に

基づき行い、製造基準に適合す

るものであると認めた製造事業

場を公表する。 

 イ 肥料用の肉骨粉等の家畜用飼料への誤用・流用防止等の観点から、

確認申請を受け付けた肥料原料用の肉骨粉等の製造事業場（38 事業

場）に対して製造基準適合確認検査を実施し、製造基準に適合するも

のであると認めた製造事業場をホームページに公表した。 

 

【処理率100％（（5＋38）/(5＋38)）】 

 
 

⑤ 肥料の安全性及び品質の確保に関

する支援業務 

肥料の安全性及び品質を確保し、

肥料業者、農家等の労力・コスト低

減などの利益に資するために、農林

水産省と連携して以下の業務に取り

組む。 

ア 肥料法改正に伴う肥料制度見直

しを踏まえ、地方農政局等に対し

て、問い合わせ対応、研修会等に

よる登録更新業務及び検査業務に

係る技術的支援を行う。また、事

業者等に対しては、原料管理制度

の周知を行うとともに、問合せ等

についても対応を行う。 

⑤ 肥料の安全性及び品質の確保に関

する支援業務 

肥料の安全性及び品質を確保し、

肥料業者、農家等の労力・コスト

低減などの利益に資するために、

農林水産省と連携して以下の業務

に取り組む。 

ア 肥料法改正に伴う肥料制度見

直しを踏まえ、地方農政局等に

対して問い合わせ対応、研修会

等による登録更新業務及び検査

業務に係る技術的支援を行う。

また、事業者等に対しては、原

料管理制度の周知を行うととも

に、問合せ等についても対応を

行う。 

＜定性的指標＞ 
◇肥料の安全性

及び品質の確

保に関する支

援業務の実施

状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 農林水産省と連携しつつ、次の取組を行った。 
 

 

 

 

 

ア 肥料制度見直しにより増加した地方農政局等からの問合せに対して

対応を行うとともに登録更新業務及び立入検査業務に関し、都道府県

職員対象のブロック会議での説明及び農政局職員対象のOJTを行うこと

で技術的支援を行った。また、令和 3年 12月に施行された原料管理制

度について、立入検査を実施した223事業場に対して制度の周知を行う

とともに、電話、メールによる事業者からの問合せ等に対してきめ細

かい対応を行った。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ａ 
根拠：肥料の安全性及び品

質を確保に関し、農林水

産省と連携し支援業務を

行ったことに加え、農林

水産省の委託事業であ

る、「生ゴミ用収集袋に生

分解性プラスチック利用

の有用性」の検証に協力

することにより、生ゴミ

の肥料化促進に貢献し

た。また、都道府県肥料

分析担当者の技術力向上

のため、オンラインによ

る外部精度管理試験を活

用した実務者研修を実施

し、分析担当者の技術向

上に寄与することによ

り、目標の水準を上回る成

果が得られていると認め

られる。 

⑤ 肥料の安全性及び

品質の確保につい

て、農林水産省と連

携し支援業務を行っ

ている。 

さらに、農林水産

省の委託事業であ

る、「生ゴミ用収集

袋に生分解性プラス

チック利用の有用

性」の検証に関して

FAMICの技術力により

今後農林水産省で作

成を予定している ガ
イダンスの策定に資

する助言を行った。

生ゴミの肥料化を促

進することにより、

肥料の安定供給及び

肥料の国産化の推進

が期待される。 

加えて、都道府県

肥料分析担当者を対

象に外部技能試験結

果を基にきめ細やか

な研修を実施したこ

とにより技術力向上

が見込まれ肥料の安

全性向上が期待され

る。 

これらのことか

ら、目標の水準を上

回る成果が得られて

いると認められる

（評定：Ａ） 

イ 産業副産物等の肥料利用につい

て、安全性及び品質に係る情報の

収集・整理を行うとともに、原料

規格を含む公定規格への適合性等

に関して調査し、登録時に確認す

べきポイントの明確化等を行う。

また、当該内容をもとに、必要に

応じて評価法の検討などを行い今

後の肥料利用に資するための提案

を農林水産省に対して行う。 

イ 産業副産物等の肥料利用につい

て、安全性及び品質に係る情報の

収集・整理を行うとともに、原料

規格を含む公定規格への適合性等

に関して調査し、登録時に確認す

べきポイントの明確化等を行う。

また、当該内容をもとに、必要に

応じて評価法の検討などを行い今

後の肥料利用に資するための提案

を農林水産省に対して行う。 

 

 イ 産業副産物等由来の肥料に含まれる有害物質として、汚泥肥料の公

定規格に定めのあるカドミウムとクロム及び暫定基準として定めのあ

る肥料中のメラミンについて情報収集を行い既存のプロファイルシー

トの更新を行った。また、牛骨を利用した磁器由来の副産肥料の安全

性について情報収集を行い新たなプロファイルシートの作成を行うこ

とにより登録時に確認すべきポイントの明確化を行った。 

また、「バイオプラスチック導入ロードマップ」に盛り込まれた

「生ゴミ用収集袋に生分解性プラスチック利用の有用性」の検証のた

め、農林水産省の生産資材安全確保対策委託事業として行われた生分

解性プラスチック（生分解プラ）生ゴミ用収集袋の分解性にかかる実

証試験へ協力し、意見交換会への参加、試験設計への助言、試料の鑑

定並びに策定ガイダンスへの助言を行った。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

 農林水産省が行う事業として、生ゴミ堆肥普及のため、生分解プラ製

収集袋を堆肥化し分解度合いを確認する実証試験を実施することとなっ

た。 

実証試験の実施にあたり、農林水産省の要請により委託事業者主催の

検討会に参加し、試験設計について助言した。 
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さらに、顕微FT-IRを使用し、事業者から提供された101点の試料を

鑑定することにより、今回の実施期間では確認が困難であった目視での

生分解性プラの消失について、ポリマー崩壊（細片化）が進む過程を確

認することができた。このことにより、有識者から提言されている生分

解性の細片化による将来的な消失が示唆された。その結果を当該事業者

へ提供することにより実証試験データの充実に寄与するとともに今後農

林水産省で予定しているガイダンスの策定に資する助言を行い、生ゴミ

等資源の肥料化促進に貢献した。 

ウ  農林水産省と連携し、事業者から

の仮登録や公定規格改正の申出に対

しては、「肥料の品質の確保等に関

する法律に基づく公定規格等の設

定・見直しに係る標準手順書」（平

成26年3月 農林水産省消費・安全

局農産安全管理課及び独立行政法人

農林水産消費安全技術センター肥飼

料安全検査部公表。以下「標準手順

書」という。）に基づき対応する。

また、肥料中の有害物質等に由来す

る事故を未然に防止するために、有

害物質等に関する科学技術情報、国

内の実態、諸外国の規制状況等につ

いて恒常的に情報収集・整理すると

ともに、必要に応じて実態調査等を

行える体制を構築する。 

ウ 農林水産省と連携し、事業者か

らの仮登録や公定規格改正の申出

に対しては、「肥料の品質の確保等

に関する法律に基づく公定規格等

の設定・見直しに係る標準手順

書」（平成26年3月 農林水産省消

費・安全局農産安全管理課及び独

立行政法人農林水産消費安全技術

センター肥飼料安全検査部公表。

以下この項において「標準手順

書」という。）に基づき、次の取

組を行う。 

 

(ｱ) 事業者からの仮登録の申請に

ついては、農林水産大臣の指示に

従い、仮登録の妥当性に係る調査

を実施し農林水産省に報告する。 
  仮登録肥料の肥効試験について

は、農林水産大臣の指示に従い試

験を実施するとともに、外部の有

識者から意見を聴いた上で結果の

取りまとめを行い農林水産省へ報

告する。 

また、仮登録申請の相談事業者

に対する手順の説明、周辺技術

情報の整理等を行う。 

 

(ｲ) 事業者からの公定規格改正の

申出に対しては、標準手順書

に基づき、外部有識者から意

見を聞いた上で評価を行い農

林水産省へ報告する。また、

申出の相談事業者に対する手

順の説明、周辺技術情報の整

理等を行う。 

 

(ｳ) 肥料中の有害物質等に由来する事

故を未然に防止するために、有害物

質等に関する科学的技術情報、国内

の実態、諸外国の規制状況等につい

て恒常的に情報収集・整理するとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 次の取組を実施した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 仮登録申請に係る調査（書類等）について、農林水産大臣の指示は

なかった。 
 なお、仮登録申請について相談のあった事業者に対して、手順等の

説明を行うとともに、申請又は申出予定情報及び周辺技術情報を整理

し、農林水産省へ報告した。 

  仮登録肥料に係る肥効試験について、農林水産大臣の指示はなかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  事業者からの公定規格改正の申出はなかった。 

なお、公定規格改正について相談のあった事業者に対して、手順等

の説明を行うとともに、申請又は申出予定情報及び周辺技術情報を整

理し、農林水産省へ報告した。 

 

 

 

 

 

(ｳ) 事業者から仮登録及び公定規格の改正がなかったため調査は実施し

なかった。 
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もに、必要に応じて実態調査等を行

える体制を構築する。 

エ 東京電力福島第一原子力発電所

の事故の対応として、農林水産省

と連携しつつ、周辺地域の汚泥肥

料生産事業場への立入検査で、肥

料として出荷され採取できる汚泥

肥料の在庫がある場合は、当該汚

泥肥料の放射性セシウムの測定を

実施する。 

エ 東京電力福島第一原子力発電所

の事故の対応として、周辺地域の

汚泥肥料生産事業場への立入検査

において、汚泥肥料の放射性セシ

ウム濃度の測定の有無を確認する

とともに、肥料として出荷され採

取できる汚泥肥料をモニタリング

品として採取し、放射性セシウム

を測定する。また、原料汚泥につ

いて、「汚泥肥料中に含まれる放

射性セシウムの取扱いについて」

（平成23年6月24日付け23消安

第1893号農林水産省消費・安全局

長通知）に基づき管理されている

かを確認する。 

  加えて、農林水産省から要請があ

った場合には、肥料等の放射性セシ

ウムの測定を実施する。 

 
エ 立入検査において確認した汚泥肥料の放射性セシウム濃度の測定の有無

や、通知に基づく原料汚泥の管理状況について、取りまとめて農林水産省

に報告した。また、汚泥肥料の放射性セシウム測定を 26件実施し、農林水

産省に報告した。 
  なお、農林水産省から肥料等の放射性セシウム測定の要請はなかっ

た。 

  

オ 家畜ふん堆肥中のクロピラリド

が原因と疑われる園芸作物等の生

育障害発生への対応として、農林

水産省と連携しつつ以下の取組を

行う。 
(ｱ) 家畜ふんを原料として使用して

いる汚泥肥料等生産事業場への

立入検査で、肥料として出荷さ

れた汚泥肥料等の在庫がある場

合には、当該汚泥肥料等から試

料を採取し、クロピラリドの含

有量を測定する。また、堆肥等に

含まれるクロピラリドが原因と疑

われる園芸作物等の生育障害の発

生が確認された場合、農林水産省

の要請により、当該堆肥等のクロ

ピラリドの含有量を測定する。 

オ 家畜ふん堆肥中のクロピラリド

が原因と疑われる園芸作物等の生

育障害発生への対応として、農林

水産省と連携しつつ以下の取組を

行う。 
(ｱ) 家畜ふんを原料として使用し

ている汚泥肥料等生産事業場へ

の立入検査で、肥料として出荷

された汚泥肥料等の在庫がある

場合には、当該汚泥肥料等から

試料を採取し、クロピラリドの

含有量を測定する。また、堆肥等

に含まれるクロピラリドが原因と

疑われる園芸作物等の生育障害の

発生が確認された場合、農林水産

省の要請により、当該堆肥等のク

ロピラリドの含有量を測定する。 

 
オ 次の取組を実施した。 
 

 

 

 

(ｱ) 家畜ふんを原料として使用している汚泥肥料等生産事業場への立入検

査で試料19件を採取後、クロピラリドの含有量を測定し、結果を農林水

産省に報告した。また、家畜ふん堆肥中のクロピラリドが原因と疑われ

る園芸作物等の生育障害発生に対し、該当県で早急な原因究明が困難で

あったため、農林水産省からの依頼を受け速やかに該当県と連絡調整の

上、クロピラリドの測定を行い、結果を報告した。 

 農作物の生育障害発生防止に努めるため、家畜ふんを原料として汚

泥肥料等を生産する事業場に集中的かつ優先的に立入検査を実施し、

クロピラリドが検出された肥料の生産事業場に対し、園芸農家へ出荷

の際は「使用に当たって作物の種類や施用量に留意するよう」に伝達

するよう注意喚起を行った。 

 

 

 

(ｲ) 家畜ふんを原料として使用して

いる汚泥肥料等生産事業場への立

入検査時等において、「牛等の排

せつ物に由来する堆肥中のクロピ

ラリドが原因と疑われる園芸作物

等の生育障害の発生への対応につ

いて」（平成28年12月27日付け

消費・安全局農産安全管理課長等

連名通知）に記載された取組につ

いて周知する。 

(ｲ) 家畜ふんを原料として使用し

ている汚泥肥料等の生産事業場

への立入検査の際に、「牛等の

排せつ物に由来する堆肥中のク

ロピラリドが原因と疑われる園

芸作物等の生育障害の発生への

対応について」（平成28年12月

27 日付け消費・安全局農産安全

管理課長等連名通知）に記載さ

れた取組について周知する。 

 
(ｲ) 家畜ふんを原料として使用している汚泥肥料等生産事業場 22 件に

立入検査を実施し、全ての事業場に対し取組について周知した。 
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カ 農林水産省の要請により、肥料

分析の信頼性確保又は技術向上の

ため、肥料の外部精度管理試験を

実施する肥料生産業者に対し、技

術的助言及び協力を行う。また、

肥料分析を行う参加する肥料生産

業者、都道府県肥料検査指導機関

及び分析機関に対する技術的助言

を行い、肥料分析者の技術向上を

図る。 

【重要度：高】 

肥料の安全性及び品質の確保の

ためには、有害成分を含有する可能

性の高い肥料の品質管理が必要であ

り、肥料法改正後の適切な制度運用

のためにも、事業者等への関連情報

の提供や問合せへのきめ細かい対応

も必要となる。 

併せて、未利用資源肥料の規格

化に向けた安全性の確認を行うとと

もに環境への影響を配慮した技術的

な助言・支援することも必要とな

る。 

⑤の業務は、上記に貢献するもので

あることから、重要度が高い。 

カ 農林水産省の要請により、肥

料分析の信頼性確保又は技術向

上のため、肥料の外部精度管理

試験を実施する肥料生産業者に

対し、技術的助言及び協力を行

う。また、肥料分析を行う肥料

生産業者、都道府県肥料検査指

導機関及び分析機関に対する技

術的助言を行い、肥料分析者の

技術向上を図る。 

 
カ 農林水産省からの要請に応じ、外部精度管理試験として、肥料事業

者からなる協議会が主催した「共通試料による手合せ分析」に参画

し、試料調製や成績の取りまとめ、検討会講評等の技術的助言を行っ

た。その際に肥料等試験法の2021版から2022版への改正等について解

説し、分析担当者の技術的知見の向上を図った。また、参加した肥料

生産業者及び分析機関に対して、対面またはオンラインにより外部精

度管理試験結果について解説した。 

さらに、都道府県の分析担当者に対しては、例年資料配付のみであ

ったが、対面で質疑応答ができるよう、Web 会議システムを活用して

試験結果を解説し、分析業務の改善方法について助言した。  

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

外部精度管理試験に例年参加している都道府県検査指導機関におい

て、近年、Zスコアで｢不満足｣と判定される試験室が散見されていた。

これは、結果の送付のみでは試験結果の活用が図られていないことが原

因と推察された。 

また、年度計画において、都道府県職員を対象とする肥料分析実務者研

修を実施することとなっているが、令和2年度以降、コロナ禍のため参集

しての開催が困難であった。しかし、都道府県職員からは参集しての開催

要望が多くあり、併せて、都道府県が実施する立入検査におけるサンプリ

ング方法の研修実施について多くの要望があった。 

都道府県職員の分析技術力向上を支援するため、外部精度管理試験に

参加した都道府県職員のうち受講希望者(18人)を対象者とし、試験結果

を基に肥料分析実務者研修を開催した。 

また、研修生、講師の活発な質疑応答のため、参加者を2グループに

分けて実施し、試験結果の重点的な解説と分析業務の改善方法について

助言するとともに、要望のあったサンプリング方法について作業上の注

意点を盛り込んだ動画により研修を行った。 

 

この取組により、都道府県職員に分析精度に対する意識が浸透し、分

析技術力向上に貢献した。また、当該研修のアンケート結果では、今後

も令和4年度と同様に外部精度管理試験結果の解説を希望する意見が多

かった。 

  

⑥ 調査研究業務 

肥料の検査等に関する調査研究に

ついては、肥料等の分析技術の進歩

等に伴う分析法の改良などの、肥料の

有効性、安全性を確保する上で必要な

課題から 9 課題以上実施し、その取

組状況、結果等について、外部有識

者の評価を受ける。 

【重要度：高】 

 ⑥の業務は、国内で唯一の肥料分析

の調査研究を行う部門として分析法の

改良などを行うものであり、これらの

成果は、「肥料等試験法」として毎年

更新、公表され分析機関等にて利用さ

れるなど、肥料の品質等の確保に必要

⑥ 調査研究業務 

 肥料の検査等に関する調査研究につ

いては、肥料等の分析技術の進歩等に

伴う分析法の改良などの、肥料の有効

性、安全性及び品質確保上必要な課題

から9課題以上実施する。 

また、外部有識者から成る委員会

を年 1 回開催し、調査研究の取組状

況、結果等について評価を受ける。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑥ 肥料の検査等に関する調査研究について9課題を実施した。その成果

について、外部有識者を含めた委員会（「肥料等技術検討会」とい

う。以下同じ。令和 5年 2月 28日開催）において調査研究課題ごとに

評価を受けた。 

（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 

また、前年度の調査研究の成果により改良した分析法を追加し取り

まとめた「肥料等試験法（2022）」について、肥料等技術検討会の試

験法部会での審議（令和 4年 6月 22日開催）結果に基づき策定し、ホ

ームページに掲載した（令和4年8月10日）。 

ヘリウムガスの供給不足に即応するため、追加で同部会に諮り、肥

料等試験法の改正を行った（令和 4年 12月 9日ホームページ掲載）。

調査研究業務で得られた成果を公表するために、「肥料研究報告」を

電子ジャーナルとして取りまとめ、ホームページに掲載（令和 4 年 10

月14日）し、また、日本土壌肥料学会（令和4年9月13日～15日）及

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
根拠：肥料の検査等に関す

る調査研究では、目標課題

数を満たしたことから、目

標の水準を満たしている。 

⑧ 調査研究業務につ

いて、肥料の品質及

び安全確保の上で必

要な課題を9 課題実

施（年度目標値:9 

課題以上）し、外部

有識者を含めた委員

会から次年度継続の

課題を除き、Ｓ評価

1課題、Ａ評価2課

題、Ｂ評価5課題と

の評価を得ているこ

とから、目標の水準

を満たしていると認

められる。（評定：

Ｂ） 
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不可欠であることから、重要度が高

い。 

び公開調査研究発表会（令和4年11月18日）で成果の普及に努めた。 

   

 ４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(２) 農薬関係業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第7号及び第2項第4号 

農薬取締法（昭和23年法律第82号） 

当該項目の重要度、困難度 【困難度：高】 

② 農薬の登録及び再評価に係る審査業務 

【重要度：高】 

② 農薬の登録及び再評価に係る審査業務 

③ 特定試験成績の信頼性の確保に関する業務 

⑤のアの(ｱ) 農薬安全性情報収集 

⑤のイの(ｳ) 事前相談対応 

関連する政策評価・行政事業 

レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの

緊急要請業務 
実施率 100％(報告件

数/要請件数) 
実績なし 実績なし 実績なし   予算額（千円） 1,135,685 1,072,523  1,080,093   

決算額（千円） 1,035,615 1,079,487 1,068,803   
②ア(ｱ) 農薬の登録及

び再評価に係る審査業

務(基準値設定必要農

薬) 

10.5 か月以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/報告件

数) 
 

100％ 

(1,046/1,046) 

 

100％ 

(1,043/1,043) 

 

 

100％ 

(829/829) 
 

  経常費用（千円） 1,037,016 1,061,683 1,040,918   

経常利益（千円） 67,530 40,401 79,163   

②ア(ｲ) 農薬の登録及

び再評価に係る審査業

務(基準値設定不要農

薬) 

10.5 か月以

内 
行政コスト(千円) 1,086,832 1,111,964 1,095,153   

②イ 農薬の登録及び

再評価に係る審査業務

(再評価に係る審査結

果) 

10.5 か月以

内 

100％(標準処

理期間内報告

件数/報告件

数) 

- －   
行政サービス実施 
コスト（千円） - - -   

③ 特定試験成績の信

頼性の確保に関する業

務(GLP調査報告) 

30 業務日以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/指示件

数) 

100％ 
(22/22) 

100％ 
(17/17)  

100％ 
(24/24)  

  従事人員数 99 103 101   

 

④ア 農薬の立入検査

等業務(立入検査) 
25 業務日以

内 
100％(標準処

理期間内報告

件数/指示件数

及び集取件数) 

100％ 

(48/48) 

 

100％ 

(56/56)  

 

 

100％ 

(54/54) 

 

  

④イ 農薬の立入検査

等業務(集取分析) 
60 業務日以

内 

⑤ア(ｱ)(ｲ) 農薬の登録

審査に附帯する業務

(国際調和) 

技術的知見

の提供 
－ OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP 作業

部会等への出

席 

OECD GLP 作業

部会等への出

席 

  

⑤イ(ｱ) 農薬の登録審

査に附帯する業務(蜜

蜂に含まれる農薬の定

量) 

結果報告 － 分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

分析法及び分

析結果を農林

水産省へ報告 

  

⑤イ(ｲ)(ｳ) 農薬の登録

審査に附帯する業務(生

物農薬の審査、試験成

技術的知見

の提供 

－ 技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 

技術的知見を

農林水産省へ

提供 
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績等整備の事前相談対

応) 

⑥ 農作物に係る農薬

の使用状況及び残留状

況調査業務 

40 業務日以

内 

100％(標準処

理期間内報告

件数/指示件

数) 

100％ 
(393/393) 

100％ 
(478/478) 

100％ 
(469/469) 

  

⑦ 調査研究業務 調査研究業

務の実施状

況 

－ 6課題 7課題  7課題   

 注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
(2) 農薬関係業務 
農薬関係業務について、農薬取締法

に基づき、農薬の安全性その他の

品質及びその安全かつ適正な使用

の確保を図り、もって農業生産の

安定と国民の健康の保護に資する

とともに、国民の生活環境の保全

に寄与するため、以下のとおり農

薬の検査等業務を行う。 

(2) 農薬関係業務 
 農薬関係業務の実施に当たって

は、諸外国における農薬登録制度

の運用に関する情報の収集・分析

等により検査手法を検討する等の

創意工夫により改善を図り、効果

的かつ効率的に取り組むものとす

る。 
また、新たな実施体制のもと、

農林水産省と連携し、再評価の導

入による安全性に関する審査の充

実に対応する。 

＜定量的指標＞ 
○農薬関係業務 
中項目の評定

は 、 小 項目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：◇小項目1（項目）×4点（Ｓ）＋小項目2（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目5（項目）×2点

（Ｂ）＝20点 

Ａ：基準点（16）×12/10 ≦ 各小項目の合計点（20） 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

所期の目標を全て達成したことに加え、カンボジアにおける残留農薬分析の技術向上に寄与

し、同国の農薬行政の国際調和に貢献した。さらに、OECD による農水省 3GLP（農林水産省所管

の、動物用医薬品等 GLP(動物医薬品検査所)、飼料添加物 GLP(FAMIC 肥飼料安全検査部)及び農薬

GLP（FAMIC 農薬検査部)の総称。)調査当局に対する効率的な現地評価対応により継続した相互承

認が認められたことから、農水省 3GLPそれぞれの適合試験施設で作成される試験成績の国際的な

信頼性を確保した。  

 

評

定 
Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 10の小項目のうち実

績のない2項目を除

き、Ｓが1項目、Ａが2

項目、Ｂが5項目であ

り、小項目を積み上げ

た項目別評定はＡであ

ったため。 

※小項目の点数の計算

結果は法人の自己評

価と同じ。 

具体的には、次のと

おり。  

① 農林水産省からの緊急要請業務 

 農林水産省から緊急に要請した

業務については、最優先で組織

的に取り組み、必要な調査、分

析又は検査を実施し、その結果

を速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

農林水産省から緊急に対応す

べき業務の要請があった場合に

は、他の業務に優先して、要請

のあった調査、分析又は検査等

業務を実施し、その結果を速や

かに農林水産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：実績がないため評価せ

ず 

① 農林水産省からの

緊急要請業務につい

て、実績がないため

評価せず。（評定：

－） 

② 農薬の登録及び再評価に係る審査

業務 

 農薬の登録及び再評価に係る審査

業務については、農薬の蜜蜂への

影響、農薬の使用者への影響及び

農薬原体の組成に係る審査も含

め、最新の科学的知見に基づき、

農林水産大臣の指示に従い審査を

行い、その結果を農林水産省と共

同で審査報告書等の形に取りまと

めるとともに、以下に掲げる期間

内に審査結果を農林水産大臣に報

告する。 

 

 

ア 農薬取締法第3条第5項及び第

7条 3項（これらの規定を同法第

34条第6項において準用する場合

② 農薬の登録及び再評価に係る審

査業務 

 農薬の登録及び再評価に係る審査

については、農薬の蜜蜂への影響、

農薬の使用者への影響及び農薬原体

の組成に係る審査も含め、最新の科

学的知見に基づき、農林水産大臣の

指示に従い、その結果を農林水産省

と共同で審査報告書等の形に取りま

とめるとともに、以下に掲げる期間

内に審査結果を農林水産大臣に報告

するため、業務の進行管理を適切に

行う。 

 

ア 農薬取締法（昭和 23 年法律第

82号）第3条第5項及び第7条第3

項（これらの規定を同法第34条第

6 項において準用する場合を含

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内

（10.5 か月以内

（農業資材審議

会農薬分科会の

審議を要しない

農薬の審査は 1

年 4 か 月 以

内））の処理

率：100％（標

準処理期間内報

告件数/報告件

数） 
  ただし、審査

の過程で追加試

験成績等の提出

が必要となった

場合における当

該追加試験成績

＜主要な業務実績＞ 

② 農薬の登録審査業務について、次の取組を行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 農薬の登録申請に係る審査業務の進行管理については、毎月

2回審査進行管理表を更新し、各審査担当課が審査の進捗状況を

把握できるようにするとともに、3か月ごとに審査進行状況の定

期点検を行った。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してお

り、かつ、年度目標において

困難度が「高」とされている

業務であるため。 

②ア 農薬登録審査業

務について、829 件実

施し、標準処理期間

内の処理率は100 ％で

ある。 

さらに、本業務は、

新たな項目の審査、新

規有効成分以外の審査

報告書の作成などが必

要となったことによ

り、新たな対応が必要

となっていることか

ら、期限内に対応する

ためには、適正かつ効

率的に審査を行うため

の高度かつ専門的な技

術的知見が必要であ

り、困難度が高い。 

これらのことか
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を含む。）の規定に基づく登録に

係る審査 

 

 

 

(ｱ) 農薬取締法第4条第1項第5号か

ら第 9 号までのいずれかに掲げる

場合に該当するかどうかの基準の

設定等が必要な農薬の審査のう

ち、農業資材審議会農薬分科会

の審議が必要な農薬の審査は、

農林水産大臣の指示後 10.5 か月

以内（ただし、農業資材審議会

農薬分科会の審議を要しない農

薬の審査は、農林水産大臣の指示

後1年4か月以内） 

む。）の規定に基づく登録に係る

審査 

 

(ｱ) 農薬取締法第4条第1項第5号

から第 9 号までのいずれかに掲

げる場合に該当するかどうかの

基準の設定が必要な農薬の審査

のうち、農業資材審議会農薬分

科会の審議が必要な審査は、農

林水産大臣の指示後10.5か月以

内（ただし、農業資材審議会農

薬分科会の審議を要しない農薬

の審査は、農林水産大臣の指示

後1年4か月以内） 

等が提出される

までの期間及び

食品安全委員

会、農業資材審

議会等による評

価が必要である

申請において、

評価結果が明ら

かとなるまでの

期間（審査がで

きない期間）

は、審査期間に

含まないものと

する。 

 

 

 

(ｱ)  令和 4 年度は、前年度からの継続分を含め、農林水産大臣

から1,542件の審査指示があった。このうち、基準の設定が必

要な農薬の審査指示は415件であった。令和4年度内に農林水

産大臣に報告した72件の審査期間は全て期限内（1年4か月）

であった。 
なお、現在審査中の案件についても、進捗管理を適切に行

っている。 
（表1-1-(2)-1参照）  

ら、事業計画におけ

る所期の目標を上回

る成果が得られてい

ると認められる。

（評定：Ａ） 

(ｲ) 上記以外の農薬の審査は、農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

(ｲ) 上記以外の農薬の審査は、農

林水産大臣の指示後 10.5 か月以

内 

 
 (ｲ)  基準の設定が不要な農薬の審査指示は1,127件であった。令

和4年度内に報告した757件の審査期間は全て10.5か月以内で

あった。 
  なお、現在審査中の案件についても、進捗管理を適切に行

っている。 
（表1-1-(2)-1参照） 

 

【処理率100％（829/829(72（ア(ｱ))＋757（ア(ｲ)）））】 

 

イ  農薬取締法第8条第5項（同法

第34条第6項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく再評

価に係る審査結果については農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

【重要度：高】 

②の業務は、農薬による人の健康

や環境への影響に関する科学的な評

価を行う業務であるが、農薬の登

録、変更、取消の判断の根拠として

必要不可欠であり、農薬取締制度の

根幹をなすものであることから、重

要度が高い。 

【困難度：高】 

②のアの業務は、農薬取締法改正

に伴って、農薬の蜜蜂への影響、

農薬の使用者への影響及び農薬原

体の組成に係る審査などが必要と

なったことに加え、新規有効成分以

外についても審査報告書の作成や、

再評価の結果の審査が必要とな

り、新たな対応が必要となっている

ことから、期限内に対応するために

は、適正かつ効率的に審査を行うた

イ 農薬取締法第8条第5項（同法

第34条第6項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく再評

価に係る審査結果については農林

水産大臣の指示後10.5か月以内 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内

（10.5か月以内）

の処理率：100％

（標準処理期間内

報告件数/報告件

数） 

ただし、審査の過

程で追加試験成績

等の提出が必要と

なった場合におけ

る当該追加試験成

績等が提出される

までの期間及び食

品安全委員会、農

業資材審議会等に

よる評価が必要で

ある申請におい

て、評価結果が明

らかとなるまでの

期間（審査ができ

ない期間）は、審

査期間に含まない

ものとする。 

イ 令和 4 年度は、前年度からの継続分を含め、農林水産大臣か

ら 784 件の審査指示があった。なお、現在審査中であり、進捗

管理を適切に行っている。 

 
 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：実績がないため評価せ

ず  

②イ 農薬再評価業務

について、実績がな

いため評価せず。（評

定：－） 
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めの高度かつ専門的な技術的知見が

必要であり、困難度が高い。 

②のイの業務は、農薬の登録審

査と同様の項目の審査と審査報告

書の作成が必要であることに加

え、アの基準値設定必要農薬の登

録審査の報告件数を超える件数を

農林水産省に報告するなどの対応

が必要となっていることから、期

限内に対応するためには、適正か

つ効率的に審査を行うための高度

かつ専門的な技術的知見が必要で

あり、困難度が高い。 

③ 特定試験成績の信頼性の確保

に関する業務 
農薬GLP制度における試験施設

の調査は、消費・安全局長の指

示に従い実施し、その結果を調

査終了後 30業務日以内に消費・

安全局長に報告する。また、令

和 4年度に予定されている OECD

による GLP 調査当局に対する現

地評価に対応する。 

【重要度：高】 

現地評価対応業務について、OECD

はMAD※対象国のGLP制度及び調査実

施能力が国際水準を満たしているか

の現地評価を行っており、本業務は

このOECDによる日本での現地評価

への対応である。OECDによる評価

で国際水準と認められなければ、農

薬GLP制度に従い作成された試験成

績がMAD対象国間で受理されなくな

ることから、農薬に関する国際調和

を進める上で重要度が高い。 

※：Mutual Acceptance of Data:デ

ータ相互受入れ 

③ 特定試験成績の信頼性の確保

に関する業務 
 農薬GLP制度における試験施設

の調査は、消費・安全局長の指

示に従い実施し、その結果を調

査終了後 30業務日以内に消費・

安全局長に報告する。また、令

和 4年度に予定されている OECD

による GLP 調査当局に対する現

地評価に対応する。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（30業務日以

内 ） の 処 理

率：100％（標

準処理期間内

報告件数/指示

件数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 特定試験成績の信頼性の確保に関する業務 
  令和 4年度に消費・安全局長に報告した 24件は全て調査終了

後30業務日以内に結果を報告した。 
【処理率100％（24/24）】 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

 GLP制度は、OECDによる現地評価を経て、GLP調査機関の調査実施

能力が国際水準を満たしていると認められることで、作成された試

験成績がMAD対象国間で受理されることとなる。 

農水省 3GLPに対する現地評価は、南アフリカとスペインの評価チ

ームにより令和4年11月7日～11日の5日間で実施された。 

5日間で3つのGLP調査機関が的確かつ効率的に評価を受けられる

よう工夫する必要があったため、以下の取組を行った。 

 

① 農薬GLP（FAMIC農薬検査部）は、OECD GLP作業部会に参加してい

るほか、海外の現地評価にも評価チームとして参加している経験

から、本現地評価への対応について農水省 3GLP内で中心的な役割

を果たした。具体的には、農水省 3GLPを代表し、評価チーム及び

OECD 事務局の窓口として、要望等に関する確認と調整を行うとと

もに、作業スケジュールの作成、役割分担、作業の進捗管理、送

付期限を踏まえた関係資料の準備、実行予算案の作成、GLP調査対

象試験施設の選定、当日の対応方針案の作成と準備、これらに係

る3GLP間での定期的な打合せを開催。 

② 現地評価ガイダンスに定められている期限（評価の 3 か月前）

よりも前倒しとなる評価の 4 か月前までに評価チームに関係資料

（現地評価書案及び法令通知文書の英訳版）を提供。また、評価

チームの考えと齟齬がないよう、現地評価スケジュールについて

メールやWeb会議を通じて、評価チームの要望等を確認。 

③ 現地評価当日に使用する各 GLP制度の概要を説明したプレゼン

テーション資料及び試験施設のGLP調査に係る資料（試験施設の

組織、施設、実施した試験等の概要を示した資料、調査職員の

経歴、チェックリスト等）についても、前もって評価チームが

内容を把握できるよう事前に評価チームに送付し、効率的に評

価が行えるよう手配。 

④ 農水省 3GLP それぞれの評価については、効率的に実施するた

め、 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｓ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は100％であることに加

え、現地評価への適切な対応

及び評価チームにより国際的

な基準を満たしていると判断

された。 

さらに、農薬GLP（FAMIC農

薬検査部）は、動物医薬品検

査所及びFAMIC肥飼料安全検

査部との連携をはじめ、本現

地評価の中心的役割を果たし

ており、現地評価の円滑な実

施のために果たした役割は大

きい。OECD GLP作業部会にお

いて評価チームから我が国の

体系的な対応についての感謝

の表明があったことも大いに

評価できる。 

また、第１回目の現地評価

（2012年）において評価チー

ムから受けた3GLPにおける更

なる協力関係の構築に係る勧

告への対応状況について、今

回の外部評価において適切に

評価を受けており、我が国の

GLP調査機関としての国際的

な評価の向上に大きく貢献し

た。 

これらのことから、目標の

水準を相当上回る成果が得ら

れたと判断する。 

③ 特定試験成績の信

頼性確保に関する業

務について、試験施

設の調査を24 件実施

し、標準処理期間内

の処理率は100 %であ

る。 

また、OECD による

現地評価に当たって

は、調査対象国にお

ける GLP 調査の実施

能力を一体的に評価

するところ、農薬GLP 

を含む農水省 3GLP

は、根拠となる法

令・通知や実施主体

など調査の枠組みが

それぞれ異なってお

り、OECD の GLP 制度

の中で一体的かつ適

切に運営されている

ものとして理解を得

ることは、そもそも

困難を伴うものであ

る。OECD による第 1

回目の現地評価にお

ける３GLP間の連携を

求める勧告について

も、これに端を発し

ており、計画的に能

力の維持向上を図る

等の連携に係る協定

書の取組が今回の現

地調査において妥当

と判断されたことは

評価できる。 

 さらに、今回の現
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・農薬 GLPと動物用医薬品等 GLPによる合同 GLP調査とし、その

際、GLP調査実績の少ない飼料添加物GLPの調査職員を農薬GLP調

査職員として参加させることで、飼料添加物 GLP調査職員の調査

能力を評価してもらうこと 

・評価チームへの説明・意見交換については、Web 会議システム

を活用し、FAMIC農薬検査部でまとめて実施すること 

を評価チームに提案し了承。 

⑤ 現地評価チームの発言を迅速かつ的確に把握し、回答できるよ

う、科学技術の通訳に実績が豊富な業者に通訳を依頼。 

 これらの取組の結果、現地評価は滞りなく完了し、評価チームよ

り、農水省 3GLPの GLP調査機関の設置状況及び GLP調査方法は、

OECDで要求されている基準に適合しているとの評価を受けた。 

⑥ なお、第1回目の現地評価（2012年）において、評価チームから

農水省 3GLP における更なる協力関係の構築について勧告があり、

「3GLP間でのGLPの連携に係る協定書」を策定したところ。今回、

評価チームより、当該協定書の内容に基づき、農水省 3GLP 間で協

力し、研修等によりGLP調査能力の維持・向上が図られていること

が確認され、第 1 回目の現地評価での勧告に対しても、適切に対

応している旨評価を受けた。 

 

 この評価結果は、令和 5年 3月 12日～14日に開催された第 37

回OECD GLP作業部会において評価チームにより報告され、全会一

致で承認された。また、本報告の際、評価チームより、当初、

3GLP を評価することは困難と思われたが、日本が体系的に対応し

たことにより、円滑に現地評価を進めることができた旨感謝の意

が表された。これにより、農水3GLPのそれぞれの調査において適

合とされた試験施設で作成された試験成績は国際的な信頼性が確

保され、引き続きMADの対象となった。 

地調査に当たり、農

薬検査部は、事前準

備を含め主体的に取

組むとともに、OECD 

の評価チームに対し

て効率的な審査方法

を提案するなど農水

省3GLP内で中心的な役

割を果たすことによ

り、OECD GLP作業部会

において評価チーム

から円滑な現地調査

が実施できたことに

対し、感謝の意が表

明されたことは評価

できる。 

加えて、これらの

取組により、MADの継

続が認められる見込

みであり、農水省3GLP

の制度に基づく試験

施設で作成された試

験成績が国際的な信

頼性の確保に貢献し

ていることから、目

標の水準を質的に上

回る顕著な成果が得

られていると認めら

れる。（評定：Ｓ） 

④ 農薬の立入検査等業務 

農薬取締法第 30条第 1項の規

定に基づく立入検査等は、農林

水産大臣の指示に従い実施し、

その結果を以下の期間内に農林

水産大臣に報告する。 

 

 

 

 

 

ア 農薬取締法の立入検査の結果

は、立入検査終了後25業務日以内 

④ 農薬の立入検査等業務 
農薬取締法第30条第1項の規

定に基づく立入検査等について

は、農林水産大臣の指示に従

い、適切に集取する農薬等を選

定し、製造指示書等による製造

工程の確認も含め適正に実施す

るとともに、その結果を、以下

の期間内に農林水産大臣に報告

するため、業務の進行管理を適

切に行う。 

ア 農薬取締法の立入検査の結果

は、立入検査終了後 25業務日以

内 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（立入検査

結果の報告は25

業務日以内、集

取品の分析結果

は 60 業務日以

内）の処理率：

100％（標準処

理期間内報告件

数/指示及び集

取件数） 

ただし、標準

品の入手や供試

生物の育成等に

要した期間を処

理期間から除外

することが妥当

と判断される場

合には、処理期

＜主要な業務実績＞ 

④ 農薬取締法第 30条第 1項に基づく製造場への立入検査につい

ては、農林水産大臣の指示に従い 48 製造場に対して製造指示書

等による製造工程の確認も含め適正に実施するとともに期限内

に農林水産大臣に報告するため、業務の進行管理を適切に行っ

た。 

 

 

 

 

 

ア 48 製造場に対する立入検査の結果については、全ての検査で

立入検査終了後25業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

④ 農薬の立入検査等業

務について、製造場

への立入検査48 件及

び採取した農薬の分

析を6 点実施し、標

準処理期間の処理率

は100%であることか

ら、事業計画におけ

る所期の目標を達成

していると認められ

る。（評定：Ｂ） 

イ 集取品の分析結果は、集取後 60

業務日以内 

イ 集取品の分析結果は、集取後

60業務日以内 

イ 農薬取締法に基づく立入検査において集取した農薬6点の分析

結果については、全て集取後60業務日以内に報告した。 

【処理率100％（54/54）】 
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間に含まないも

のとする。 

⑤ 農薬の登録審査に附帯する業

務 

農薬行政の国際調和や農薬の登

録審査の質の向上に資するため、

農薬の登録審査に付帯する以下の

業務に取り組む。このほか、必要

に応じ農林水産省からの要請等を

踏まえ、農林水産省と連携して積

極的に対応する。 

 

ア 農薬行政の国際調和に貢献す

るため、次の取組を行う。 

 

(ｱ) 農薬の安全性その他の品質に関

する科学的知見の収集及び解析 

⑤ 農薬の登録審査に附帯する業

務 

ア 農薬行政の国際調和に貢献す

るため、FAMICの技術的知見に基

づき、次の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 農薬の安全性その他の品質に関

する科学的知見の収集及び解析 

＜定性的指標＞ 
◇技術的知見の

提供 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 農薬の登録審査に附帯する業務 
ア 農薬行政の国際調和の推進に貢献するため、次の取組を行っ

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 農林水産省との連携のもと、農薬の人への影響、農薬の品質

等の確保等に関する科学的知見を収集し、農林水産省に提供し

た。また、国際的に関心が高まっている農薬の安全性評価の分

野については、農林水産省と共同で重点的に海外の状況等の情

報収集、分析を行った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：計画のとおり、農薬の

安全性その他の品質の確保等

に関する科学的知見や OECD等

の国際会議への参加等を通じ

た農薬行政の国際調和に貢献

するための技術的知見を提供

した。また、JICA を通じてカ

ンボジア国における職員に対

する残留農薬分析に関する技

術指導者の派遣依頼があり、

FAMIC の技術及び経験を活用

した技術指導により同国の農

薬行政の進展に貢献するとと

もに、将来的には国際会議の

場において我が国が展開する

主張に対する支持につながる

ことも期待できることから、

目標の水準を上回る成果が得

られていると認められる。 

⑤ ア(ｱ)(ｲ) 農薬行政

の国際調和を推進す

るため、国際的な議

論に関して技術的知

見の提供を行うとと

もに、OECD等の国際会

議に職員を派遣してい

る。 

さらに、農薬分析

の知見が乏しいカン

ボジア農林水産省の

傘下である国立農業

研究所に対して、

FAMICが有する農薬分

析の知見、技術等を

提供した他、帰国後

も技術協力を継続す

ることにより、同国

における農薬分析の

技術力の向上に貢献

している。 

このことは、我が

国と同様に病害虫が

多発するアジアモン

スーン気候である同

国において、リスク

に基づく農薬行政を

根付かせることに貢

献しており、コーデ

ックス委員会による

残留農薬に関する国

際規格の設定等の議

論において、我が国

が展開するリスクベ

ースの主張への支持

も期待できることか

ら、事業計画におけ

る目標の水準を上回

る成果が得られてい

ると認められると認

められる。（評定：

Ａ） 

(ｲ) OECD による新たなテストガイ

ドラインの策定・改訂やGLP制度

の見直し、コーデックス委員会

による残留農薬に関する国際規

格の設定等の議論に関しての、

FAMIC の技術的知見に基づいた支

援 

【重要度：高】 

 ⑤のアの(ｱ)の業務は、農薬取締法

の改正に伴い新たに追加する業務

（法に明記された業務）であり、情

報の収集解析により、国際的な標準

との調和及び最新の科学的知見に基

づく農薬の安全性評価のさらなる充

実を図っていくことで、農薬取締制

度の円滑な運用に資することから、

重要度が高い。 

(ｲ) OECD によるガイダンス文書や

テストガイドラインの策定・改

訂、コーデックス委員会による

残留農薬に関する国際規格の設

定、国際農薬分析法協議会におけ

る農薬の分析法の検討等の議論に

関し、会議出席等を通じた技術的

知見の提供 

 
(ｲ) OECDで検討されているガイダンス文書の草案等に関し、技術

的な観点からの検討を行い、結果を農林水産省に提出した。 

OECD GLP作業部会会合については、第36回及び第37回会合に

それぞれ職員 2名を出席させ、GLPの国際調和に関する議論に参

加した。 

また、OECD 生物農薬専門家会合（EGBP）の第 6 回会合に職員

2名、特別会合に職員6名、第7回会合に職員2名を出席させ、

生物農薬の試験要求に関する国際調和に関する課題の議論に参

加した。 

さらに、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）2022年会合

に職員 1名を出席させ、国際残留農薬基準の評価に関し、担当

の農薬評価書を作成し議論に参加した。 

 

  【特筆事項等について（創意工夫等）】 

 独立行政法人国際協力機構（JICA）を通じてカンボジア農林水

産省の傘下である国立農業研究所（NAL）から職員に対する残留

農薬分析に関する技術指導者の派遣依頼があった。 

 現地への派遣期間は 1 か月と短期間であること、NAL 職員に残

留農薬分析の経験が全くないこと、NAL で使用できる分析機器や

資材が限られていること等、多くの制約があった。さらに、NAL

がカンボジア国内において、信頼できる水準で残留農薬分析を

実施できる機関になるには、既存の分析方法を実施できるだけ

でなく、分析の基本原理を理解し、適切な手順を自ら設定でき

る能力を強化する必要があった。 

 以上の課題を踏まえ、現地指導において次の取組を実施し

た。 

・NAL 職員から実習の要望を聞くとともにスケジュール等につい

て念入りなミーティングを実施 
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・残留農薬分析の基礎理論を中心とした講義の実施 

・使用できる分析機器が1台のみであり、また、故障しても迅速

に修理できない環境であるため、使用する溶媒は必ずフィル

ターに通して清浄する、使用者を熟練度が高い者に限定する

など工夫 

・薬品等資材を無駄なく効率よく使用するため、残量を管理 

・技術実習、解析実習では、NAL 職員とディスカッションをして

理解度を確認しながら実施 

・標準作業手順書(SOP)の元となる試験手順書や分析記録票の作

成について指導 

・分析操作を録画して動画教材を作成 

・帰国後は、現地での活動報告の他、今後の NALにおける課題を

とりまとめ、JICA に提案。FAMIC が有する知見、技術及び経験

を提供し、カンボジアにおける残留農薬分析の技術発展によ

る、同国の農薬行政の進展に貢献。 

イ 農林水産省と連携しつつ、農薬

の登録審査の質の向上等に資す

るため、次の取組を行う。 

イ 農林水産省と連携しつつ、農

薬の登録審査の質の向上等に資

するため、次の取組を行う。 

 
＜主要な業務実績＞ 
イ 農林水産省と連携しつつ、農薬の登録審査の質の向上等に資

するため、次の取組を行った。 

 

 

 

(ｱ) 農薬の使用による蜜蜂への影響

の実態把握及び影響評価の更なる

充実に向けた検討 

 

 

(ｱ) 農薬の使用による蜜蜂への影響

の実態把握 

 

 

＜定性的指標＞ 
◇結果報告 

 (ｱ)農薬の使用に伴いへい死した可能性のある蜜蜂に含まれる農

薬の定量については、都道府県から送付された蜜蜂試料 14 点

について農薬の定量分析を行い、分析結果を農林水産省に報告

した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり、農薬の

使用に伴いへい死した可能性

のある蜜蜂に含まれる農薬の

定量結果を報告している。 

⑤ イ(ｱ) 農薬の使用

に伴いへい死した可

能性のある蜜蜂に含

まれる農薬の実態把

握について、都道府

県から送付された 14 

件を実施し、結果を

報告していることか

ら、目標の水準を満

たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

 (ｲ) 生物農薬の審査の更なる充実

に向けた検討 

 

(ｲ) 生物農薬の審査の更なる充実

に向けた検討 

 

＜定性的指標＞ 
◇技術的知見の提

供 

＜主要な業務実績＞ 

 (ｲ) 次の取組を実施した。 

① 天敵農薬に関しては、天敵農薬の登録申請において提出

すべき資料案及び天敵農薬の評価ガイダンス案を精査し、

農薬対策室に技術的知見を提供した。 

② 微生物農薬に関しては、微生物農薬の登録申請に係る安

全性評価に関する試験成績の取扱いについて及び微生物農

薬の登録申請に係る安全性評価に関する試験成績の取扱い

についての改正案を精査し、農薬対策室に技術的知見を提

供した。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり、生物農

薬の評価ガイダンス案等を精査

し、審査の更なる充実に向け

た検討のための技術的知見を

提供していることに加え、再評

価の開始において策定作業が継

続中の審査ガイダンスをはじ

め、申請者が提出すべき試験成

績やその評価方法の検討に技術

的知見を提供することができた

と考えられ、目標の水準を満

たしている。 

⑤ イ(ｲ)(ｳ) 生物農薬

の審査の更なる充実

に向けた検討につい

て、生物農薬の評価ガ

イダンス案等を精査

し、審査の更なる充実

に向けた検討のための

技術的知見を提供して

いることに加え、再評

価の開始において策定

作業が継続中の審査ガ

イダンスをはじめ、申

請者が提出すべき試験

成績やその評価方法の

検討に技術的知見を提

供していることか

ら、目標の水準を満

たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

(ｳ) 再評価の開始において、各種

評価ガイダンスに基づき、評価に

当たって提出が必要な試験成績等

(ｳ) 再評価の開始に向けて、各種

評価ガイダンスに基づき、評価に

当たって提出が必要な試験成績等

の整備に関する申請者からの事前

 
＜主要な業務実績＞ 

 (ｳ) 次の取組を実施した。 

① 申請者からの事前相談への対応 
農林水産省から検討依頼があった事前相談について情報を
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の整備に関する申請者からの事前

相談への対応 

【重要度：高】 

 ⑤のイの(ｳ)の業務は、申請者が持

つ科学データの解析及び追加で必要

となる試験の指導等、事前相談に技

術的な観点から適切な助言を行うも

のであり、制度開始当初からの円滑

な再評価制度の運用に資することか

ら、重要度が高い。 

相談への対応 

 

管理するとともに内容について検討し、農林水産省と連携し

て事業者に対応した。 

② 我が国の試験要求の見直し等のための検討 
令和 3 年度から始まった再評価を円滑に進めるため、以下

の審査ガイダンスについて、関係者の意見を聴きつつ農林水

産省と連携して作成及び改訂を行い、令和 4 年度に公表し

た。 

○製剤の品質（新規） 

○薬効・薬害（改訂） 

○代謝及び残留（新規） 

○環境中の動態及び土壌への残留（新規） 

 

⑥ 農産物に係る農薬の使用状況

及び残留状況調査業務 
農林水産省が推進する農薬の適

正使用に係る施策に資するため、

「農産物安全対策業務の実施につ

いて」（平成15年8月4日付け15

消安第 424 号農林水産省消費・安

全局長通知）に基づき、野菜、果

実、米穀等の農産物に係る農薬の

使用状況及び残留状況についての

調査分析等を実施し、農薬の使用

状況の調査点検日から40業務日以

内に結果を地方農政局等に報告す

る。 

 

⑥ 農産物に係る農薬の使用状況

及び残留状況調査業務 
 農林水産省が推進する農薬の

適正使用に係る施策に資するた

め、「農産物安全対策業務の実施

について」（平成15年8月4日付

け 15 消安第 424 号農林水産省消

費・安全局長通知）に基づき、農

産物に係る農薬の使用状況の調査

点検等を適切に実施するととも

に、農産物中の農薬の残留状況の

調査分析を適切な精度管理の下で

的確かつ速やかに実施し、農薬の

使用状況調査点検実施日から 40

業務日以内に結果を地方農政局等

に報告するため、業務の進行管理

を適切に行う。その際、標準処理

期間内に処理を完了させるため必

要に応じて分析を行う FAMIC 各地

域センター等間で試料の集約化等

を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間

内（40 業務日

以内）の処理

率：100％（標

準処理期間内報

告件数/指示件

数） 
  ただし、分析値

が残留農薬基

準の 50％を超

えた場合等に

行う再分析に

要した期間は、

処理期間に含

まないものと

する。 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ 農林水産省が推進する農薬の適正使用に係る施策に資するた

め、農林水産省の実施計画に基づき、農産物に係る農薬の使用

状況の調査点検を実施するとともに、当該農産物に係る農薬の

残留状況の調査分析をFAMIC各地域センター等間で試料の集約化

等をしつつ適切な精度管理の下で行い、調査点検・分析につい

ては、農林水産省から指示のあった469件全ての農産物について

調査点検実施日から40業務日以内に農林水産省へ報告した。 
（表1-1-(2)-2参照） 

【処理率100％（469/469）】 

 

 また、令和 4 年度調査対象作物の一つである茶の残留分析にあ

っては、令和 3 年度に開発した LC-MS/MS による残留農薬一斉試験

法により、実際に使用されていた 11種類の農薬を同時かつ連続し

て定量することができ、それらの結果等を日本農薬学会シンポジ

ウム及び農薬調査研究報告書を通じて分析機関等に広く周知し

た。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理

率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

⑥ 農産物に係る農薬

の使用状況及び残留

状況調査について、

農薬の残留状況の分

析を469 件実施し、標

準処理期間内の処理

率は100 %であること

から、目標の水準を

満たしていると認め

られる。（評定：

Ｂ） 

⑦ 調査研究業務 
  農薬の検査等に関する調査研究

については、登録審査業務遂行に

必要な技術力の向上及び残留農薬

の調査に必要な分析技術の効率化

を目的として、農薬の人畜・環境

への影響に関する課題、農薬等の

品質・薬効等に関する課題、残留

農薬の分析に関する課題を 6 課題

以上実施し、その取組状況、結果

等について、外部有識者の評価を

受ける。 

 

 

 

⑦ 調査研究業務 
  農薬の検査等に関する調査研

究については、登録審査業務遂行

に必要な技術力の向上及び残留農

薬の調査に必要な分析技術の効率

化を目的として、次の課題のいず

れかに関わる課題を 6 課題以上選

定し、実施する。 
(ｱ) 農薬の人畜・環境への影響に

関する課題 
(ｲ) 農薬等の品質・薬効等に関す

る課題 
(ｳ) 残留農薬の分析に関する課題 

 また、調査研究の結果につい

て、外部有識者から成る委員会を

年 1 回開催し、調査研究の取組状

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑦ 農薬の検査等に関する調査研究について 7 課題を実施した。

その成果について外部有識者からなる委員会（令和 5年 2月 27

日開催）において、調査研究課題ごとに評価を受けた。 
（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 調査研究の推進に当たっては、農林水産省との綿密な調整と

外部有識者の助言を踏まえて課題を設定した。また、部内関係

者から成る推進委員会を複数回開催し、的確な進捗管理を行い

効率的に実施した。 
 また、調査研究業務で得られた成果を冊子「調査研究報告」

に取りまとめ、希望のあった関係諸機関に送付するとともに、

公開調査研究発表会（令和4年11月8日）で、成果の普及に努

めた。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：農薬の検査等に関する

調査研究については目標課題

数を満たすとともに、外部有

識者を含めた委員から適切に

実施されたとの評価を受けて

おり、目標の水準を満たして

いる。 

⑦ 農薬の検査等に関

する調査研究につい

て、7 課題実施（年

度目標値:6課題以

上）し、外部有識者

を含めた委員会にお

いてすべてＢ評価で

あることから、目標

の水準を満たしてい

ると認められる。

（評定：Ｂ） 
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況、結果等について評価を受け

る。 

                                                                                                                 

  

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－１－(３) 飼料及び飼料添加物関係業務 

業務に関連する政

策・施策 

 当該事業実施に係

る根拠 

センター法第10条第1項第7号から第10号まで並びに第2項第5号及び第6号 

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。） 

愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律（平成20年法律第83号。以下「ペットフード安全法」という。） 

当該項目の重要度、

困難度 

【重要度：高】 

③のイ 安全性確保に関する検査等業務 

⑤のア 工程管理及び品質管理等に関する検査等業務 

関連する政策評

価・行政事業レビ

ュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度   ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊

急要請業務 

実施率 100％(報告件数/

要請件数) 

100％ 

(3/3) 

実績なし 

 

100％ 

(1/1) 

  予算額(千円) 943,693 925,976 909,117   

決算額(千円) 882,791 894,574 841,546   

② 立入検査等業務(立

入検査に係る結果報告) 

立入検査報告：25

業務日以内 

試験結果報告：15

業務日以内 

100％(標準処理期

間内報告件数/立

入検査等件数) 

飼料等 

100％(543/543) 

立入検査：100％ 

(244/244) 

試験結果報告：

100％ 

(299/299(うち地

方農政局等への

報告37/37)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(165/165) 

立入検査：100％ 

(60/60) 

試験結果報告：

100％(105/105) 

飼料等 

98％(557/569) 

立入検査：98％ 

(275/280) 

試験結果報告：

98％ 

(282/289(うち地

方農政局等への

報告47/47)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(171/171) 

立入検査：100％ 

(61/61) 

試験結果報告：

100％(110/110) 

飼料等 

100％(596/596) 

立入検査：100％ 

(304/304) 

試験結果報告：

100％ 

(292/292(うち地

方農政局等への

報告52/52)) 

 

愛玩動物用飼料 

100％(172/172) 

立入検査：100％ 

(65/65) 

試験結果報告：

100％(107/107) 

  経常費用(千円) 861,834 854,329 835,992   

経常利益(千円) 60,109 35,576 62,337   

行政コスト(千円) 871,334 863,892 844,599   

行政サービス実施コ

スト(千円) - - -   

従事人員数 79 79 76   

② 立入検査業務(大臣

確認検査) 

実施率 100％(処理件数/

申請受付件数) 

100％ 

(79/79) 

100％ 

(63/63) 

100％ 

(97/97) 

  

 

③ア 安全性確保に関す

る検査等業務(基準・規

格等の妥当性調査及び薬

剤耐性菌のモニタリング

調査) 

検査等実施率 100％(達成件数/要

請件数) 

 

妥当性調査： 

100％ 

(2/2) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(2/2) 

妥当性調査：

100％ 

(3/3) 

薬剤耐性菌：

100％ 

(3/3) 

妥当性調査：

100％ 

(5/5) 

薬剤耐性菌： 

100％ 

(2/2) 

飼料等の検査 

100％ 

(1/1) 

  

③イ 安全性確保に関す

る検査等業務 

 

－ 100％ 

(1/1) 

③ウ 安全性確保に関す

る検査等業務(適合性の

維持) 

ISO/IEC 17025 への適

合性の維持 

－ ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

ISO/IEC 17025への適

合性の維持 

  

④ 検定等関係業務(飼料

添加物の検定申請) 

20業務日以内 100％(標準処理期

間内処理件数/申

請件数) 

100％ 

(133/133) 

100％ 

(68/68) 

100％ 

(101/101) 
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⑤ア(ｱ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(抗菌剤GMPガイドラ

イン及び GMPガイドライ

ン適合確認申請検査) 

50業務日以内 100％(実施件数/申

請等件数) 

 

100％ 

(143/143) 

100％ 

(151/151) 

 

100％ 

(166/166) 

  

⑤ア(ｲ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(センター確認) 

実施率 

⑤ア(ｳ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(特定飼料等製造業

者及び規格設定飼料製造

業者) 

特定飼料等製造業

者:50業務日以内 

規格設定飼料製造業

者:40業務日以内 

⑤ア(ｴ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(輸出証明検査) 

実施率 100％ 

(28/28) 

⑤ア(ｵ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(エコフィード及び

UCオイル検査) 

実施率 

⑤イ(ｱ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査等

業務(飼料製造管理者認

定講習会、GMP ガイドラ

イン研修) 

講習会及び研修の

顧客満足度並びに

技術的助言等の実

施状況 

－ 

 

2回開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

2回開催 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関： 

203件 

登録検定機関： 

0件 

地方農政局：5件 

顧客満足度(飼料

製造管理者認定講

習会)：4.3 

顧客満足度(GMP

ガイドライン研

修)：4.3 

2回開催 

 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関： 

194件 

登録検定機関：  
2件 

地方農政局：2件 

  

⑤イ(ｲ) 工程管理及び品

質管理等に関する検査

等業務(技術的助言) 

飼料等製造者等

及び都道府県飼

料検査指導機

関： 

32件 

登録検定機関： 

2件 

地方農政局：1件 

⑥ 国際関係業務 飼料安全性に関す

る情報の収集・発

信、技術協力等の

実施及び 

報告書の提出 

並びに国際標準化

活動の実施 

－ 

 

 

 

4回＋1回 

 

4回＋17件 

 

 

4回＋8件 

 

 

 

 

  

－ 

⑦ 調査研究業務 調査研究業務の実

施状況 

－ 9課題 10課題 8課題   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
(3) 飼料及び飼料添加物関係業   

務 
  飼料関係業務について、飼料

安全法に基づき、飼料の安全性

を確保するとともに品質の改善

を図り、公共の安全の確保と畜

産物等の生産の安定に寄与する

ため、以下のとおり検査等業務

を行う。 

また、ペットフード安全法に基

づき、愛玩動物用飼料の安全性

の確保を図り、愛玩動物の健康

を保護し、動物の愛護に寄与す

るため、以下のとおり検査等業

務を行う。 

(3) 飼料及び飼料添加物関係業務 
飼料及び飼料添加物関係業務の

実施に当たっては、分析技術の進

歩等に伴う試験法の点検・改良、

GMP適合確認業務の信頼性確保等に

ついて、的確な情報収集及び効率

的な作業分担等の創意工夫や体系

的な教育訓練を通じた職員の能力

向上等を図り、合理的かつ効果的

に取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○飼料及び飼料添

加物関係業務 
中項目の評定

は 、 小 項 目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠： ◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目9（項目）×2点（Ｂ）＝ 21点 

Ｂ：基準点（20）×9/10 ≦ 各小項目の合計点（21）＜ 基準点（20）×12/10 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 10 の小項目のうちＡが 1

項目、Ｂが 9 項目であり、

小項目を積み上げた項目別

評定はＢであったため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

具体的には、次のとお

り。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

 農林水産省から緊急に要請をし

た業務については、最優先で組織

的に取り組み、必要な調査、分析

又は検査を実施し、その結果を速

やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急要請業

務 

農林水産省から緊急に対応すべ

き業務の要請があった場合には、

他の業務に優先して、要請のあっ

た調査、分析又は検査等業務を実

施し、その結果を速やかに農林水

産省に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要請

件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 対EU向けモニタリング検査においてと畜処理された肉用牛の尿

サンプルから、かび毒であるゼアラレノン代謝物のタレラノール

が検出された事案について、当該農場の保管飼料に係るゼアラレ

ノン分析を緊急要請され、その結果を農林水産省に報告した。 

【実施率100％（1/1）】 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：農林水産省からの要請に

対する報告実施率は 100％であ

り、計画における所期の目標を

達成している。 

① 農林水産省からの緊急

要請について、1 件実施

し、農林水産省からの要

請に対する報告の実施率

は100 ％であることか

ら、事業計画における所

期の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 

② 立入検査等業務 

ア 飼料等の立入検査等業務 
 飼料安全法第57条の規定に基づ

く立入検査等として行う次に掲げ

る検査等は、農林水産大臣の指示

に従い実施し、その結果を立入検

査終了後25業務日以内に農林水産

大臣に報告する。また、同条の規

定に基づく収去品（飼料安全法第56

条の規定によるものを含む。）の基

準・規格に係る試験を実施し、その

結果を試験が終了した日から15業務

日以内に農林水産大臣又は地方農政

局等の長に報告する。 

(ｱ) 飼料の安全性の確保を図る

ため、飼料及び飼料添加物の製

造設備、製造方法等の検査を実

施する。 
 

② 立入検査等業務 

ア 飼料等の立入検査等業務 
飼料安全法第57条の規定に基づく

立入検査等は、農林水産大臣の指示

に従い製造設備及び製造方法等の検

査、牛海綿状脳症の発生防止に係る

動物由来たん白質及び動物性油脂の

製造事業場及び同輸入業者の検査等

について、製造現場の状況や記録を

実地に確認するなどにより適正に実

施するとともに、立入検査等の業務

進行管理を適切に行い、立入検査の

結果を立入検査終了後25業務日以内

に農林水産大臣に報告する。また、

同条の規定に基づく収去品（飼料安

全法第 56 条の規定によるものを含

む。）の基準・規格に係る試験を実

施し、その結果を試験が終了した日

＜定量的指標＞ 
◇立入検査に係る結

果報告 標準処理期

間内（立入検査

終了後 25業務日

以内、収去品の

試験結果は試験

が終了した日か

ら 15 業務日以

内）の処理率：

100％（標準処理

期間内報告件数/

立入 検査等 件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

② 立入検査等業務 

ア 飼料安全法第57条の規定に基づく立入検査については、農林水産

大臣の指示に従い適正に実施するとともに、業務の進行管理に努

め、立入検査304件中304件について、立入検査終了後25業務日以

内に農林水産大臣に、同条の規定に基づく収去品292件中292件（飼

料安全法第56条の規定によるものを含む。）の試験結果について、

試験が終了した日から15業務日以内に農林水産大臣又は地方農政局

等の長に報告した。 

（表1-1-(3)-1参照）  

【処理率100％（立入検査304/304、試験結果(大臣あて240/240、地方

農政局等の長あて52/52)）】 

 

(ｱ) 有害物質又は病原微生物による飼料の汚染、反すう動物用飼

料への肉骨粉等の混入並びに抗菌性物質に関する基準・規格等を

逸脱した飼料及び飼料添加物による有害な飼料の流通を未然に防

止する観点から、飼料及び飼料添加物の製造設備、製造・品質管

理の方法等に関する検査を 294 件実施した。検査においては飼料

等の適正製造規範（GMP）ガイドライン等への対応状況等につい

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理率

は 100％であり、計画における

所期の目標を達成している。 

 

 

②ア(ｱ) 飼料等の立入検

査等業務について、304 

件実施し、標準処理期間

の処理率は 100 %である

ことから、事業計画にお

ける所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 
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から15業務日以内に農林水産大臣又

は地方農政局等の長に報告する。 

なお、収去品の試験の結果、基

準・規格等に抵触する事例等が認め

られた場合には、製造・品質管理の

方法等の改善について、専門的知見

から技術的指導及び情報の提供を行

う。 

ても確認を行い、必要に応じて製造・品質管理の高度化に係る技

術的指導を行った。 

 また、食品循環資源を利用した飼料等の加熱等の製造基準や成分

規格が令和3年4月から義務化されたことを踏まえ、食品循環資源

を利用した飼料等の製造事業場のうち、非加熱の肉を含む原料を

取扱う等のリスクの高い事業場への立入検査を実施し、その結果

を農林水産省に報告した。製造基準への不適合が認められた1事業

場に対し技術的指導を行い、原因究明及び改善対策の検討結果を

農林水産省に報告した。 

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止

に万全を期する観点から「飼料

及び飼料添加物の成分規格等に

関する省令の規定に基づく動物

由来たん白質及び動物性油脂の

農林水産大臣の確認手続につい

て」（平成 17年 3月 11日付け

16 消安第 9574 号農林水産省消

費・安全局長通知）に基づき、

動物由来たん白質及び動物性油

脂の製造事業場及び輸入業者の

検査等を実施する。 

＜定量的指標＞ 
◇大臣確認検査実

施率：100％（処

理件数/申請受付

件数） 

＜主要な業務実績＞ 
(ｲ) 農林水産大臣の確認を要する動物由来たん白質及び動物性油脂

を製造する事業場及び輸入業者の検査を実施し、製造基準等への

適否を確認し、農林水産大臣に報告した。 
【実施率100％（97/97(うち立入検査を伴うもの10)）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：動物由来たん白質及び動

物性油脂を製造する事業場及び

輸入業者への検査等に対する実

施率は 100％であり、計画にお

ける所期の目標を達成してい

る。 

(ｲ) 動物由来たん白質及

び動物性油脂を製造す

る事業場並びに輸入業

者への検査について、97 

件実施し、実施率は

100 %であることから、

事業計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 

 

イ 愛玩動物用飼料の立入検査等

業務 

ペットフード安全法第13条の規

定に基づく立入検査等は、農林水

産大臣の指示に従い実施し、その

結果を立入検査終了後25業務日以

内に農林水産大臣に、同条の規定

に基づく集取品（ペットフード安全

法第 12 条の規定によるものを含

む。）の基準・規格に係る試験を実

施し、その結果を試験が終了した日

から15業務日以内に農林水産大臣に

報告する。 

イ 愛玩動物用飼料の立入検査等

業務 

  ペットフード安全法第13条の規

定に基づく立入検査等は、農林水

産大臣の指示に従い製造現場の状

況や記録を実地に確認するなどに

より適正に実施するとともに、立

入検査等の業務の進行管理を適切

に行い、立入検査の結果を立入検

査終了後25業務日以内に農林水産

大臣に、同条の規定に基づく集取

品（ペットフード安全法第12条の

規定によるものを含む。）の基

準・規格に係る試験を実施し、そ

の結果を試験が終了した日から 15

業務日以内に農林水産大臣に報告

する。 

  なお、集取品の試験の結果、基

準・規格等に抵触する事例等が認

められた場合には、製造・品質管

理の方法等の改善について、専門

的知見から技術的指導及び情報の

提供を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇立入検査に係る結

果報告 標準処理期

間内（立入検査

終了後 25業務日

以内、収去品の

試験結果は試験

が終了した日か

ら 15 業務日以

内）の処理率：

100％（標準処理

期間内報告件数/

立入 検査等 件

数） 

（※②ア(ｱ)と指標

統合） 

 

＜主要な業務実績＞ 

イ ペットフード安全法第 13 条の規定に基づく立入検査について

は、農林水産大臣の指示に従い適正に実施するとともに、業務の

進行管理を適切に行い、立入検査65件について立入検査終了後25

業務日以内に、同条の規定に基づく集取品 107 件（ペットフード

安全法第12条の規定によるものを含む。）の試験結果について試

験が終了した日から15業務日以内に、農林水産大臣に報告した。 

  なお、基準・規格等に抵触する事例等はなかった。 
【処理率100％（172/172）】 

②のアの記載に同じ 

 

 

 

 

②イ 愛玩動物用飼料の

立入検査等業務につい

て、立入検査を65 件及

び立入検査における集

取品の検査を107 件実施

し、標準処理期間内の

処理率は100 %であるこ

とから、事業計画にお

ける所期の目標を達成

していると認められ

る。（評定：Ｂ） 

（※②ア(ｱ)と指標統

合） 

 

③ 安全性確保に関する検査等業

務 
  飼料安全法第 3 条及びペット

フード安全法第 5 条の基準及び

規格の設定に資するため、飼料

③ 安全性確保に関する検査等業

務 

  飼料安全法第 3 条及びペット

フード安全法第 5 条の基準及び

規格の設定に資するため、飼料

＜定量的指標＞ 

◇検査等実施率： 

100％（達成件数/要

請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 飼料安全法第 3条及びペットフード安全法第 5条の基準及び規格

の設定に資するため、以下を実施した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：基準・規格等の妥当性調

査並びに農林水産省の要請に応

じて薬剤耐性菌発現モニタリン

③アイ 安全性確保に関す

る検査等業務について、8 

件実施し、検査等の実施

率は 100 %であることか

ら、事業計画における
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及び愛玩動物用飼料の安全確保

に関する必要性を勘案して、以

下に掲げる検査等を実施する。 

ア 農林水産省が行う飼料及び飼

料添加物の基準・規格の検討に

当たり、それらの基準・規格及

び検討資料の妥当性の調査を農

林水産省の要請に応じて実施す

る。 

 

及び愛玩動物用飼料の安全確保

に関する必要性を勘案して、以

下に掲げる検査等を実施する。 

ア 飼料及び飼料添加物の基準・

規格の検討に当たり、農林水産

省の要請に応じてそれらの基

準・規格及び検討資料の妥当性

調査を実施し、その結果を農林

水産省に報告する。 

 

 

 

 

ア 農林水産省から要請のあった飼料等の基準・規格及びその検討

資料の妥当性の調査について次のとおり実施した。 
・フィターゼ 2 品目、アミラーゼ及びナラシン・ナイカルバジン

合剤の成分規格設定案について、内容を検証し、修正案を農林

水産省に報告した。 

・ビタミン D 定量法の有害な試薬を用いない代替試験法設定案に

ついて、内容を検証し、修正案を農林水産省に報告した。 

以上の結果は、農林水産省が開催する農業資材審議会の飼料添

加物の基準・規格の設定等の審議又は説明資料とされ、基準・規

格の設定に資する目的を達成した。 

グ調査で分離した菌株の保管及

び妥当性確認の実施率は 100％

であり、また、飼料のモニタリ

ング検査の実施率は 100％であ

ることに加え、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策への対応

が求められる中で、事業者が採

取したサンプルをサーベイラン

ス用に提供してもらうシステム

について提供業者を拡大するな

ど計画における所期の目標を達

成している。 

所期の目標を達成して

いると認められる。

（評定：Ｂ） 
 

また、家畜用抗菌性物質等の家畜

衛生及び公衆衛生上のリスク評価及

びリスク管理に資するため、と畜場

及び食肉処理場において実施する薬

剤耐性菌のモニタリング調査等を、

農林水産省の要請に応じて実施す

る。 

また、家畜用抗菌性物質等の家畜

衛生及び公衆衛生上のリスク評価及

びリスク管理に資するため、と畜場

及び食肉処理場において実施する薬

剤耐性菌のモニタリング調査等につ

いて、農林水産省からの要請に応じ

て適切に実施し、その結果を報告す

る。 

   また、薬剤耐性菌発現モニタリング調査については、農林水産

省からの次の要請に応じ、適切に実施した。 

 

 （腸球菌（菌株）の引継ぎ） 

・令和 3 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で分離し

た腸球菌の引継ぎを要請され、適切に実施した。 

・令和 4 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で分離し

た腸球菌の引継ぎを要請され、適切に実施した。 

 

（妥当性確認） 

・令和 4 年度に農林水産省が外部機関に委託した事業で委託事

業者が薬剤感受性試験を実施するに当たり、現地確認を実施

する代わりとして、当該試験の妥当性確認を要請され、試験

を実施し、結果を農林水産省に報告した。 

 
 

イ  農林水産省が策定する「令和4

年度食品の安全性に関する有害化

学物質のサーベイランス・モニタ

リング年次計画」に基づく検査等

を実施する。 

また、農林水産省からの要請によ

り調査対象とされた項目について、

検査等を実施する。 

なお、これらの検査等の結果は、

前年度分を取りまとめ、ホームペー

ジに公表する。 

【重要度：高】 

 ③のイの業務は、農林水産省が行

う食品安全に関するリスク管理にお

いて、サーベイランス・モニタリン

グ年次計画に基づく検査を含み、食

品安全行政にリスクアナリシスを取

り入れた科学に基づく行政の推進に

寄与する基礎データとなることか

ら、重要度が高い。 

イ  農林水産省が策定する「令和4年

度食品の安全性に関する有害化学物

質のサーベイランス・モニタリング

年次計画」に基づく検査等を実施す

る。 

  また、農林水産省からの要請に

より調査対象とされた項目につい

て、検査等を実施する。 

なお、これらの検査等の結果は、

前年度分を取りまとめ、ホームペー

ジに公表する。 

 
イ 飼料中の飼料添加物、農薬、かび毒、有害金属等の有害物質、

病原微生物、肉骨粉等、遺伝子組換え体に係る基準・規格適合検

査及びサーベイランス・モニタリング計画等に基づく検査等につ

いては、過去の検査実績、汚染実態等を踏まえた項目を選定し、

延べ794点のサンプルについて実施した。 

（表1-1-(3)-2参照） 
 

【実施率100％（8/8(7(ア)+1(イ))）】 
 

モニタリング検査結果は、事業年度ごとに取りまとめ、ホーム

ページに公表した。このうち特に広域的に流通する主要な輸入飼

料穀物や乾牧草等の有害物質等による汚染状況は、四半期ごとに

取りまとめ、ホームページに公表した。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策への対応のため立入検査

が制限されたことを受け、事業者に対しサンプリング方法を指導

した上で、事業者が採取したサンプルをサーベイランス用に提供

してもらうシステム（令和 2 年度に導入）について、提供業者を

拡大し、延べ192点のサンプルを確保した。 
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ウ 農林水産省が行う飼料等の安

全確保を推進する上で必要とす

る検査分析の品質を保証するた

めに取得したISO/IEC 17025認定

（とうもろこし中のかび毒の試

験及び飼料中の動物由来 DNA 検

出法）について、一般要求事項

に適合し認定試験所としての体

制を維持する。 

ウ 安全性確保に関する分析業務

を実施するに当たり取得した

ISO/IEC 17025 認定（とうもろこ

し中のかび毒の試験及び飼料中

の動物由来 DNA 検出法）につい

て、ISO/IEC 17025 に関する各種

研修を充実させ、一般要求事項

に適合し認定試験所としての体

制を維持する。 

＜定性的指標＞ 
◇ISO/IEC 17025 へ

の適合性の維持 

＜主要な業務実績＞ 
ウ 本部の飼料部門において取得したISO/IEC 17025:2017認定（とう

もろこし中のかび毒定量試験及び飼料中の動物由来DNA検出試験）

について一般要求事項への対応を適切に行い試験の信頼性を確保

するために、担当職員を対象に審査・監査に関する研修を受講（6

名）させるとともに、手順書に基づく内部の教育訓練を行って担

当職員の力量管理を行った。 

また、更新審査（令和4年9月 27日～28日）までに不確かさ評

価の更新等を完了させ、内部監査を実施して全ての要求事項への

適合を確認するとともに、継続的改善を行うためのマネジメント

レビューを着実に実施し、認定機関による更新審査を受け、認定

試験所としての体制を維持した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：本部の飼料部門において

取得したISO/IEC 17025:2017認定

について、一般要求事項に適合

し認定試験所としての体制を維

持しており、計画における所期

の目標を達成している。 

③ウ 農林水産省が行う飼

料等の安全確保を推進す

る上で必要とする検査分

析の品質を保証するため

に 取 得 し た ISO/IEC 

17025:2017認定につい

て、引き続き適合性を維

持していることから、目

標の水準を満たしてい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

④ 検定等関係業務 
  飼料安全法第 5条及び第 6条

の規定に基づき特定飼料等の安

全確保を図るため、特定飼料等

のうち飼料添加物の検定及び表

示の業務については、申請を受

理した日から20業務日以内に終

了する。 

④ 検定等関係業務 
   飼料安全法第 5 条及び第 6 条

の規定に基づき特定飼料等の安

全確保を図るため、特定飼料等

のうち飼料添加物の検定及び表

示の業務については、進行管理

を適切に行い、申請を受理した

日から 20 業務日以内に処理す

る。 

 

 

＜定量的指標＞ 
◇標準処理期間内

（20業務日以内）

の処理率：100％

（標準処理期間

内処理件数/申請

件数） 

 

＜主要な業務実績＞ 
④ 飼料添加物の検定及び表示の業務については、飼料安全法施行

規則等に基づき適正に実施するとともに、業務の進行管理を適切

に行い、申請101件について受理した日から20業務日以内に全て

処理を行った。 

なお、飼料に係る申請はなかった。 
【処理率100％（101/101）】 
 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

特定添加物の検定試験において、申請品が不合格となる事案が７

年ぶりに発生した。不合格に対し申請者が納得せず、原因究明より

再検定請求や追加ロットの申請を優先し矢継ぎ早に申請したため、

①試験の更なる確実性担保、②不合格確定後の申請者からの再検定

請求への対応及び③別ロット品による検定申請・再検定請求への対

応が必要となったため、次の取組を行った。 

・試験結果の更なる確実性担保として、複数の試験者や試験室による確認

分析。過去の検定合格品を同時分析した場合に同じ結果が得られるかを

実施し、いずれも結果にも齟齬がないことを確認した。 

・申請者からの短期間での不合格品の再検定請求、追加ロットでの新た

な検定申請などの増大する検定業務を確実かつ迅速に対応するため、

事前のスケジュール調整を行って時間的ロスを抑えた。 

・年末年始、コロナ陽性者の発生などによる業務対応上の困難に対し、

他の業務を部内で調整し、実施体制を確保し、すべて標準処理期間内

に処理した。 

また、上記取り組みを行いつつ、原因究明として申請者への的確な助

言・指導を行った結果、製造時の製剤への安定剤の添加ミスを確認した。

これらの取組の結果、品質不良製品を確実に検出して市場への流通

を防止するとともに、原因を踏まえた新たなロット品の申請にも迅

速かつ確実に対応し、当該製剤の欠品の回避と安定供給に貢献し

た。また、原因究明により、申請者の業務改善及び再発防止に寄与

し、当該特定添加物の品質向上に貢献した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：標準処理期間内の処理率

は 100％であり、計画における

所期の目標を達成しており、ま

た、検定不合格品の発生時に

は、試験結果を確実に担保しつ

つ、追加ロットによる短期間で

の検定申請に迅速に対応して欠

品を回避し、すべて標準処理期

間内の処理を実施するなど、計

画における所期の目標を上回る

成果が得られていると認められ

る。 

④ 飼料添加物の検定業

務について、申請のあ

った101 件を実施し、標

準処理期間内の処理率

100 %である。 

さらに、検定不合格品

の発生に当たり、試験結

果の信頼性確保、供給不

足を起こさないための追

加ロットの検定に迅速に

対応しつつ、申請者への

的確な助言を行うことに

より再発防止につながっ

ており、飼料の安全の確

保及び安定供給に貢献し

ていることから、事業計

画における所期の目標を

上回る成果が得られてい

ると認められる。（評

定：Ａ） 

 

⑤ 工程管理及び品質管理等に関

する検査等業務 

  飼料及び飼料添加物の製造設

備、製造管理の方法等に関する

検査等については、飼料の安全

⑤ 工程管理及び品質管理等に関す

る検査等業務 
  飼料及び飼料添加物の製造設

備、製造管理の方法等に関する

検査等については、飼料の安全

＜定量的指標＞ 
◇実施率:100％（実

施件数/申請等件

数） 

 

＜主要な業務実績＞ 
⑤  飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する検

査等について、飼料の安全確保に関する必要性を勘案して、次の

取組を実施した。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処理率

及び輸出飼料・エコフィードに

関する製造状況の確認の業者か

⑤ア 飼料及び飼料添加

物の製造設備、製造管

理の方法等に関する検

査等について、166 件実

施し、実施率100 ％であ
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確保に関する必要性を勘案し

て、以下に掲げる製造・品質管

理に関する検査、指導等を実施

する。 

ア 次の申請等に対する検査等を

適切に実施する。 

(ｱ) 「抗菌性飼料添加物を含有す

る配合飼料及び飼料添加物複合

製剤の製造管理及び品質管理に

関するガイドラインの制定につ

いて」（平成19年4月10日付け

18 消安第 13845 号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「抗菌

剤GMPガイドライン」という。）

及び「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドラインの制定につ

いて」（平成27年6月17日付け

27 消安第 1853 号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「GMP

ガイドライン」という。）に基

づく申請に応じて、飼料及び飼

料添加物の製造事業場における

製造基準等への適否の確認検査

等を実施し、申請を受理した日

からそれぞれ50業務日以内に検

査を終了するとともに、その結

果を公表する。 

確保に関する必要性を勘案し

て、以下に掲げる製造・品質管

理の高度化に関する検査、指導

等を実施する。 

ア 次の申請等に対する検査等を適

切に実施する。 

(ｱ) 「抗菌性飼料添加物を含有す

る配合飼料及び飼料添加物複合

製剤の製造管理及び品質管理に

関するガイドラインの制定につ

いて」（平成 19年4月10日付け

18 消安第 13845 号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「抗菌

剤 GMPガイドライン」という。）

及び「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドラインの制定につ

いて」（平成 27年 6月 17日付け

27 消安第 1853 号農林水産省消

費・安全局長通知。以下「GMPガ

イドライン」という。）に基づ

く申請に応じて、飼料等の製造

事業場の検査等を実施し、製造

基準等への適否の確認の申請に

係る検査については、業務の進

行管理を適切に行い、申請を受

理した日からそれぞれ50業務日

以内に検査を終了し、製造基準

等への適否を確認し、その結果

を公表する。 

 

 

 

 

ア  次の申請等に対する検査等を実施した。 

 

(ｱ)「抗菌性飼料添加物を含有する配合飼料及び飼料添加物複合製

剤の製造管理及び品質管理に関するガイドライン」(以下「抗菌

剤 GMP ガイドライン」という。)及び「飼料等の適正製造規範

（GMP）ガイドライン」（以下「GMPガイドライン」という。）に

基づく製造基準等への適否の確認の申請に係る検査については、

適切な進行管理を行うことにより、申請 107件（抗菌剤 GMPガイ

ドライン 4件、GMPガイドライン 103件）について受理した日か

ら 50 業務日以内に全て処理を行うとともに、確認済み製造事業

場をホームページに公表した。 

らの依頼に対する実施率は

100％であり、計画における所

期の目標を達成している。 

 

 

 
 

り、事業計画における

所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

 

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止

に万全を期する観点から「ペッ

トフード用及び肥料用肉骨粉等

の当面の取扱いについて」（平成

13年11月1日付け13生畜第4104

号農林水産省生産局長、水産庁

長官通知）に基づき、業者から

の申請等により、動物由来たん

白質及びペットフードの製造事

業場の検査等を実施し、製造基

準等への適否を確認し、その結

果を公表する。 

(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止に

万全を期する観点から「ペット

フード用及び肥料用肉骨粉等の

当面の取扱いについて」（平成

13年11月1日付け13生畜第4104

号農林水産省生産局長、水産庁

長官通知）に基づき、業者から

の申請等により、動物由来たん

白質及びペットフードの製造事

業場の検査等を実施し、製造基

準等への適否を確認し、その結

果を公表する。 

 
(ｲ) 牛海綿状脳症の発生の防止に万全を期する観点から、動物由来

たん白質及びペットフードの製造事業場 33 箇所からの申請に応

じ製造基準等への適否の確認のための検査等を実施し、製造基

準に適合すると認められた事業場 33 箇所をホームページに公表

した。 

 

(ｳ) 飼料安全法第7条の規定に基

づく特定飼料等製造業者（外国

特定飼料等製造業者を除く。）及

び第 29条第 1項の規定に基づく

規格設定飼料製造業者（外国規

格設定飼料製造業者を除く。）の

登録等に関する調査について

(ｳ) 飼料安全法第 7条の規定に基

づく特定飼料等製造業者（外国

特定飼料等製造業者を除く。）

及び第 29条第１項の規定に基づ

く規格設定飼料製造業者（外国

規格設定飼料製造業者を除

く。）の登録等に関する調査に

 
(ｳ) 特定飼料等製造業者の変更に係る申請 1 件について、業務の

進捗管理を適切に行い、50業務日以内に調査を終了した。 

なお、規格設定飼料製造業者の登録等に係る申請はなかっ

た。  
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は、申請を受理した日からそれ

ぞれ50業務日及び40業務日以内

に調査を終了する。 

ついては、業務の進行管理を適

切に行い、申請を受理した日か

ら、それぞれ50業務日及び40業

務日以内に調査を終了する。 

 (ｴ) 飼料等の輸出促進に資するた

め、輸出する飼料等の製造事業場

等について、農林水産大臣の依頼

に応じた「農林水産物及び食品の

輸出証明書の発行等に関する手続

規程」（令和2年4月1日付け財務

大臣・厚生労働大臣・農林水産大

臣決定）に基づく調査及び飼料製

造業者等の依頼に応じた輸出検疫

証明書の発行等のための調査を実

施し、輸出先国の基準への適合性

について確認する。 

 (ｴ)  飼料等の輸出促進に資するた

め、輸出する飼料等の製造事業場

等について、農林水産大臣の依頼

に応じた「農林水産物及び食品の

輸出証明書の発行等に関する手続

規程」（令和2年4月1日付け財務

大臣・厚生労働大臣・農林水産大

臣決定）に基づく調査及び飼料製

造業者等の依頼に応じた輸出検疫

証明書の発行等のための調査を実

施し、輸出先国の基準への適合性

について確認する。 

   

(ｴ) 農林水産省からの依頼に応じた「農林水産物及び食品の輸出

証明書の発行に関する手続き規程」（令和2年4月1日付け財務

大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定）に基づく検査を 9件、

飼料等を輸出する業者からの依頼に応じた動物検疫所の輸出検疫

証明書発行等のための検査を15件実施した。 

(ｵ) 食品循環資源利用飼料及び回

収食用油再生油脂の安全確保に資

するため、農林水産省から協力要

請のあった認証制度における事業

場の調査について、事業者からの

依頼に応じて調査を実施し、製造

基準等への適否を確認する。 

【重要度：高】 

⑤のアの業務は、事業者による

GMP及びHACCPに基づく製造工程管理

により食品の安全を確保する仕組み

が国際的な考えとなっている中で、

我が国のフードチェーンの一端を担

う飼料事業者への GMP導入拡大、取

組促進につながり、飼料の効果的・

効率的な安全確保に資する。また、

輸出用飼料等に係る調査は国が促進

する輸出拡大に寄与することから、

重要度が高い。 

(ｵ) 食品循環資源利用飼料及び回収

食用油再生油脂の安全確保に資す

るため、農林水産省から協力要請

のあった認証制度における事業場

の調査について、事業者からの依

頼に応じて製造基準等への適否を

確認する。 

 
(ｵ) 食品残さ等利用飼料の安全確保のため、申請に基づきエコフ

ィード認証制度に係る製造基準等への適否を確認する検査 1 件

を実施し、申請者に対して結果を通知した。なお、回収食用油

再生油脂に係る確認検査の申請はなかった。 

 

【実施率100％（166/166）】 

イ 飼料の安全確保及び品質の向

上に資するため、関係事業者等

に対して研修及び技術的助言等

を以下のとおり実施する。 

 

イ  飼料の安全確保及び品質の向上

に資するため、関係事業者等に対

して研修及び技術的助言等を以下

のとおり実施する。 

講習会及び研修については、サ

ービスの受け手である利用者等の

声を反映した業務の改善を図るた

め、5段階評価で3.5以上の評価

となることを目標として、講義の

内容や運営方法についての顧客満

足度をアンケート調査等により測

定する。 

＜定量及び定性的

指標＞ 
◇講習会及び研修の

顧客満足度並びに技

術的助言等の実施状

況 

＜主要な業務実績＞ 
イ 飼料等関係事業者を対象に、次の研修を開催した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：飼料等関係事業者を対象

に開催する講習会及び研修並び

に都道府県飼料検査指導機関へ

の技術的助言及び登録検定機関

の検定業務に係る分析技術の維

持状況の確認等を実施するとと

もに、講習会及び研修会の顧客

満足度は 3.5 以上であり、計画

における所期の目標を達成して

いる。 

 ⑤イ 飼料等関係事業者

等を対象にした研修及

び技術的助言につい

て、飼料製造管理者認

定講習会、GMPガイドラ

インに係る研修及び技

術的助言を実施してい

ることから、目標の水準

を上回る成果が得られ

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 
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また、顧客満足度が5段階評価

で 3.5 未満の場合には、その原因

を究明して必要な改善措置を速や

かに講ずる。 

(ｱ) 飼料等関係事業者を対象に、

「飼料の安全性の確保及び品質の

改善に関する法律施行規則第32条

第3号の規定に基づき、農林水産

大臣が定める講習会を定める件」

（平成7年3月13日農林水産省告

示第392号）で定められている飼

料製造管理者認定講習会を、受講

希望者数を勘案して開催する。 

(ｱ)  飼料等製造業者を対象に、「飼

料の安全性の確保及び品質の改

善に関する法律施行規則第32条

第 3 号の規定に基づき、農林水

産大臣が定める講習会を定める

件」（平成7年3月13日農林水産

省告示第 392 号）で定められて

いる飼料製造管理者認定講習会

を、受講希望者数を勘案して開

催する。 

 
(ｱ) 飼料等製造業者を対象として受講希望者調査を実施し、その

結果を基に飼料製造管理者認定講習会を開催（参加者 58 名）

し、顧客満足度は4.3であった。 
 

  

また、飼料等関係事業者を対象

に、GMP ガイドラインに記載され

た研修を開催する。 

飼料製造管理者認定講習会及び

GMP ガイドラインに記載された研

修については、サービスの受け手

である利用者等の声を反映した業

務の改善を図るため、アンケート

調査等により顧客満足度を測定し

て、5 段階評価で 3.5 以上の評価

となることを目標とする。 

(ｲ) 飼料等関係事業者を対象に、

GMP ガイドラインに係る研修を

開催する。また、飼料等の有害

物質に関する情報を輸入業者及

び製造業者に対して定期的に発

信するとともに、飼料等が原因

となって食品の安全確保に問題

が生じるおそれがある等の緊急

時には、農林水産省の指示の

下、関連業者に情報を速やかに

提供する。 

 (ｲ) 飼料等関係事業者を対象として、GMP ガイドラインに係る研修

を昨年度に引き続きe-ラーニング（参加者841名）で開催し、顧

客満足度は4.3であった。 

   さらに、メールマガジンにより、飼料等の輸入業者及び製造業

者に対し、定期的な情報発信を6回実施した。 
 

(ｲ) 農林水産省からの要請によ

り、飼料等分析の信頼性確保又は

技術向上のため、外部精度管理試

験を実施する飼料等製造業者等に

対し、技術的助言及び協力を行

う。さらに、外部精度管理試験に

参加する飼料等製造業者等及び都

道府県飼料検査指導機関に対し技

術的助言を行う。また、外部精度

管理試験に参加する登録検定機関

に対し、飼料等分析技術の維持状

況を確認し、必要に応じて技術的

指導を行い、飼料等分析技術の維

持・向上を図る。 

(ｳ) 農林水産省からの要請によ

り、飼料等分析の信頼性確保又

は技術向上のため、外部精度管

理試験を実施する飼料等製造業

者等に対し、技術的助言及び協

力を行う。さらに、外部精度管

理試験に参加する飼料等製造業

者等及び都道府県飼料検査指導

機関に対し技術的助言を行う。

また、外部精度管理試験に参加

する登録検定機関に対し、飼料

等分析技術の維持向上を確認

し、必要により技術的指導を行

い、飼料等分析技術の維持・向

上を図る。 

 
(ｳ) 飼料等製造業者等が実施する外部精度管理試験について、農

林水産省からの要請により試料調製や統計解析に係る技術的助

言及び協力を行った。その統計解析結果を取りまとめ、試験に

参加した飼料等製造業者等（161試験室）及び都道府県飼料検査

指導機関（33 機関）に対し技術的助言を行った。また、登録検

定機関5機関（6事業所）については、試験の実施により検定業

務に係る技術の維持状況を確認し、不満足な結果となった 2 事

業所に対して技術的指導を行った。以上の対応について、農林

水産省に報告した。 
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そのほか、飼料安全法第27条第1

項の規定に基づく登録検定機関の行

う検定業務の適切な実施に資するた

め、農林水産省からの要請により、

地方農政局等が行う登録検定機関に

対する指導等について技術的な部分

に係る助言を行う。 

そのほか、飼料安全法第27条第1項

の規定に基づく登録検定機関の行う

検定業務の適切な実施に資するた

め、農林水産省からの要請により、

地方農政局等に対する技術的な部分

に係る助言を行う。 

  そのほか、検定機関の行う検定業務の適切な実施に資するた

め、農林水産省の依頼に基づき、地方農政局等が行う登録検定機

関 2機関（2事業所）への立入検査又は調査に同行して助言を行っ

た。 
 

 
 

 ウ ア及びイに掲げる検査、指

導、研修等の業務を充実・強化

するため、これらの業務に従事

する職員にGMP・HACCP等に関する

研修を受講させることなどを通

じて、職員の能力の維持・向上

に努める。 

 
ウ ア及びイに掲げる検査、指導、研修等の業務を充実・強化する

ため、業務に従事する職員に対し GMP・HACCP 等に関する研修を 9

回、延べ35名受講させ、職員の能力の維持・向上に努めた。 

 
 

⑥ 国際関係業務 

  動物衛生及び人獣共通感染症に

関する国際基準を策定する国際獣疫

事務局（OIE）コラボレーティング・

センターとして、技術の標準化・普

及等に協力するため、飼料の安全性

に関する情報の収集・発信、技術協

力等を行うとともに、活動に関する

報告書をOIEへ提出する。 

また、国際標準化機構（ISO）の

動物用飼料分科委員会（TC34/SC10）

の国内審議団体として、国内の意見

集約等の国際標準作成に関する活動

を行う。 

⑥ 国際関係業務 
ア 動物衛生及び人獣共通感染症

に関する国際基準を策定する国

際獣疫事務局（OIE）コラボレー

ティング・センターとして、技

術の標準化・普及等に協力する

ため、飼料の安全性に関する情

報の収集・発信、技術協力等に

ついて、次の取組を行う。 
(ｱ) 飼料の安全確保のために開

発・改良した分析法の情報やハ

ザードに関する情報を海外に発

信し、技術の普及や情報の提

供・共有を行う。 

(ｲ) コラボレーティング・センタ

ーとしての活動に関する報告書

をOIEへ提出する。 
(ｳ) 諸外国等からの要請に応じ

て、研修生の受入れや職員派遣

等を通じた技術支援を行う。 

＜定性的指標＞ 
◇飼料安全性に関す

る情報の収集・

発信、技術協力

等の実施及び報

告書の提出並びに

国際標準化活動の

実施 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ ア 国際獣疫事務局（WOAH（2022年 6月に OIEから WOAHに略称

変更））のコラボレーティング・センター（WOAH-CC）として、技

術の標準化・普及等に協力するため、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

(ｱ) 飼料研究報告の要旨（9 月）及び令和 3 年度特定添加物検定

結果（3月）について英訳し、ホームページを通して国内外に発

信した（計2回）。 
 

 

(ｲ) 2022 年の活動に関する報告書を作成し、WOAH 本部に提出し

た。 

 

(ｳ) WOAHアジア太平洋地域事務所と共催でFAMIC Virtual Training 

on Pesticides in Feed（2月1日）をオンラインで開催した。ま

た、当該トレーニングを開催するにあたり、ラボネットワーク

参加国へ分析する農薬についてのアンケートを実施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり、情報の発

信・共有等、国際標準化機構

（ISO）の動物用飼料分科委員会

（TC34/SC10）の国内審議団体と

して国際標準作成に関する活動

及びオンラインによる飼料安全

の技術研修を実施しており、計

画における所期の目標を達成し

ている。 

⑥ 国際関係業務とし

て、OIE コラボレーティ

ング・センターとして

情報発信、国際標準化

機構の動物用飼料分科

委員会の国内審議団体

として国際標準作成に関

する活動を実施している

ことから、目標の水準

を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 

 イ 国際標準化機構（ISO）の動物用

飼料分科委員会（TC34/SC10）の国

内審議団体として、外部有識者等

からなる委員会を設置し、国内の

意見集約等の国際標準作成に関す

る活動を行う。 

 イ 国際規格に我が国の意見を反映させるため、国際標準化機構

（ISO）の動物用飼料分科委員会（TC34/SC10）の国内審議団体とし  

て、以下のとおり国際標準作成に関する活動を行った。 

  ① 国際規格策定案件に対応するため、外部有識者からなる国内

対策委員会を設置し、国内の意見集約を実施した。 

  ② ISOにおいて改正が検討された規格について、8規格のプロジ

ェクトに参画し、ISOの規格改正に貢献した。 
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⑦ 調査研究業務 
飼料及び飼料添加物の検査等に関

する調査研究については、農林水産

省の要請への対応その他分析技術

の進歩に伴う分析法の改良等のた

め、飼料分析基準に関する試験法等

の開発及び改良並びに愛玩動物用飼

料等の検査法の制定に関する試験法

等の開発及び改良を8課題以上実施

する。 

⑦ 調査研究業務 
 飼料及び飼料添加物の検査等に関

する調査研究については、農林水産

省の要請への対応その他分析技術

の進歩に伴う分析法の改良等のた

め、飼料分析基準に関する試験法等

の開発及び改良並びに愛玩動物用飼

料等の検査法の制定に関する試験法

等の開発及び改良を8課題以上実施

し、その結果を報告する。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務の

実施状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑦ 農林水産省から要請のあった飼料分析基準に関する試験法等（7

課題）に係る開発及び改良を実施し、その結果を農林水産省に報

告した。また、飼料等の安全確保上必要な課題については、1 課題

を選定、実施した。これらの成果について、外部有識者から成る委

員会（令和5年3月2日開催）において評価を受けた。 
(別紙「調査研究課題一覧」参照) 

調査研究業務で得られた成果を公表するために、「飼料研究報

告」を電子ジャーナルとして取りまとめ、ホームページに掲載（令

和4年9月30日）するとともに公開調査研究発表会（令和4年11月

8日）で成果の普及に努めた。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：農林水産省から要請され

たものを含め、計画した課題

に全て取り組み、外部有識者

による評価（複数年計画の5課

題を除く）はＡ評価3課題であ

り、計画における所期の目標

を達成している。 

⑦ 飼料及び飼料添加物

の検査等に関する調査

研究について、8 課題実

施し、外部有識者を含

めた委員会において、

Ａ評価3課題であること

から、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

 
これらの課題については、その取

組状況、結果等について、外部有識

者の評価を受ける。 

これらの調査研究の結果につい

て、外部有識者から成る委員会を年

1 回開催し、調査研究の取組状況、

結果等について評価を受ける。 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－(１) 食品表示の監視に関する業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第3号、第5号及び第6号並びに第2項第1号及び第2号 

食品表示法（平成25年法律第70号） 

日本農林規格等に関する法律（昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。） 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

②のア 食品表示法に基づく立入検査等業務 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度   ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急要請

業務 

実施率 100％(報告件数/要請件数) 実績なし 100％ 

(1/1) 

実績なし   予算額(千円) 1,504,078 1,464,993 1,437,523   

決算額(千円) 1,424,798 1,414,041 1,353,184   

②ア 食品表示法に基づく立入

検査等業務(立入検査) 

3業務日以

内 

100％(標準処理期間内報

告件数/立入検査等終了件

数) 

100％ 

(23/23)  

100％ 

(26/26)  

100％ 

(27/27)  
  経常費用(千円) 1,397,202 1,390,462 1,367,944   

経常利益(千円) 86,673 51,732 103,267   

②イ 食品表示法に基づく立入

検査等業務(行政部局要請検

査) 

報告処理率 100％(報告件数/調査終了

件数) 

100％ 

(3/3)  

100％ 

(2/2)  

100％ 

(14/14)  
  

行政コスト(千円) 1,406,655 1,400,443 1,377,920   

③ 食品表示の科学的検査業務

(原産地表示検査) 

原産地表示検

査の実施率 

100％(実施件数/2,400件) 2,489件 2,502件 2,643件   行政サービス実施

コスト(千円) 
- - -   

④ 食品表示 110番等対応業務

(関係部局への回付) 

実施率 100％(回付件数/情報提供) 100％ 

(12/12)  

100％ 

(19/19)   

100％ 

(24/24)  
  

従事人員数 136 136 133   

⑤  調査研究業務 調査研究業務

の実施状況 

－ 13課題 13課題 13課題    

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ２ 食品表示の監視並びに日本農林規

格、農林水産物及び食品の輸出促

進等に関する業務 

(1) 食品表示の監視に関する業務 
食品表示の監視に関する業務に

ついて、食品表示法に基づき、食

品の生産及び流通の円滑化並びに

消費者の需要に即した食品の生産

の振興に寄与するため、以下のと

おり食品表示基準に関する検査等

業務を行う。 
 

 

 

 

(1) 食品表示の監視に関する業務  

 食品表示の監視に関する業務の

実施に当たっては、令和 4年 3月

31日で経過措置期間が終了し、全

ての加工食品に義務化された原料

原産地表示に対応するため、新た

な品目の産地判別技術の開発に取

り組むほか、製造業者に対する検

査能力の向上に必要な取組を行う

等の創意工夫により改善を図り、

効果的かつ効率的に取り組むもの

とする。 

＜定量的指標＞ 
○食品表示の監

視に関する業

務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：◇小項目1（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目4（項目）×2点（Ｂ）＝11点 

Ｂ：基準点（10）×9/10≦ 各小項目の合計点（11）＜基準点(10)×12/10 

 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞  
新型コロナウイルス感染拡大やヘリウムガス供給不足等により、食品関連事業者が販売する食

品の買上げ、科学的検査等の一部に影響を受けたが、指標を含め事業計画の所期の目標を全て達

成した。加えて、あさりについて、農林水産省及び県からの検査要請に対して検査結果等の提供

し、事実と異なる産地を表示していた事業者への不適正表示に対する改善指示への寄与等によ

り、食品の生産及び流通の円滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に貢献した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

6 の小項目のうち実績の

ない 1 項目を除き、Ａが 1

項目、Ｂが 4項目であり、

小項目を積み上げた項目別

評定はＢであったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

具体的には、次のとお

り。 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

  農林水産大臣からセンター法第

12 条の規定に基づき調査、分析

又は検査を緊急に実施するよう

命令があった場合その他緊急に

要請があった場合には、最優先

で組織的に取り組み、必要な調

査、分析又は検査を実施し、そ

の結果を速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

  農林水産大臣からセンター法第

12 条の規定に基づき調査、分析

又は検査を緊急に実施するよう

命令があった場合その他緊急に

対応すべき課題が生じた場合

は、最優先で組織的に取り組

み、必要な調査、分析又は検査

を実施し、その結果を速やかに

報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

＜主要な業務実績＞ 

① 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：実績がないため評価せ

ず。 

 

① 農林水産省からの緊

急要請業務について、

実績がないため評価せ

ず。（評定：－） 

② 食品表示法に基づく立入検査

等業務 

   食品表示法に基づく立入検査

等については、農林水産大臣の

指示及び行政部局の要請に従い

実施するため、次の取組を行

う。 

 

ア 食品表示法第 9条第 1項の規

定に基づく農林水産大臣の指示

による立入検査等は、適正に実

施するとともに、農林水産省が

立入検査終了と判断した翌日か

ら 3業務日以内に結果を取りま

とめ、農林水産大臣に報告す

る。 

【重要度：高】 

② 食品表示法に基づく立入検査

等業務 

 食品表示法（平成 25 年法律第

70号）に基づく立入検査等につ

いては、農林水産大臣の指示及

び行政部局の要請に従い適正に

実施するため、次の取組を行

う。 

ア 食品表示法第 9条第 1項の規

定に基づく農林水産大臣の指示

による立入検査等は、適正に実

施するとともに農林水産省が立

入検査終了と判断した翌日から

3 業務日以内に結果を取りまと

め、農林水産大臣に報告する。 

 

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間

内（3業務日以

内）の報告処

理率： 100％

（標準処理期

間内報告件数/

立入検査等終

了件数） 

  

＜主要な業務実績＞ 

② 食品表示法第 9条第 1項の規定に基づく立入検査等につい

ては、農林水産大臣の指示に従い次のとおり実施した。 

  なお、立入検査で入手した試料の検査結果に関する報告

書に誤った画像を掲載したことが判明したことから、再発

防止のため内部規程を改正し、確認の徹底を図った。 

 

 

ア 食品表示基準の疑義に関する立入検査等を 27 件（54 事業

所・延べ 112回）実施し、全ての案件について、3業務日以内

に結果を取りまとめ、農林水産大臣に報告した。 

【処理率100％（27/27）】 

 

 立入検査等で入手した試料の科学的検査を45件実施した。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：立入検査等について

は、農林水産大臣の指示に従

い適正に実施し、標準処理期

間内の報告処理率は 100％で

あり、計画における所期の目

標を達成している。 

 

 ②ア 立入検査等につい

て、農林水産大臣の指示

に従い 27 件実施し、標

準処理期間内の報告処理

率は100 ％であることか

ら、事業計画における所

期の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 
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 ②のアの業務は、食品表示法に基

づき農林水産大臣の指示の下で実施

するものであり、かつ食品の不適正

表示の疑義を速やかに解明するた

めに欠くことができず、食品表示

制度の信頼性の確保のためには必要

不可欠であることから、重要度が高

い。 

イ 行政部局の要請による事業所

等への調査については、適正に

実施し、調査終了後は調査結果

を取りまとめ、要請者に対し報

告する。 

イ 行政部局の要請による事業所

等への調査については、適正に

実施し、調査終了後は調査結果

を取りまとめ、要請者に対し報

告する。 

＜定量的指標＞ 

◇報告処理率：

100％（報告件

数/調査終了件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
イ 行政部局の要請による事業所等への調査については、次の

とおり適正に実施し、結果を取りまとめ、要請者に対し報告

した。このうち、9件（58事業所・延べ58回）については、

加工食品の製造工程に関する知見を蓄積し、今後の立入検査

等に役立てるため、農林水産省と連携した任意調査を実施し

た。 

また、都道府県からの要請による協力調査5件（14事業所・

延べ23回）を行った。 
【処理率100％（14/14）】 

 

なお、協力調査時に入手した試料について、都道府県等か

らの要請に基づき、科学的検査を11件実施した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：報告処理率は 100％で

あり、計画における所期の目

標を達成している。 

②イ 行政部局の要請に

よる事業所等への調査に

ついて、14 件実施し、

報告処理率は100 ％であ

ることから、事業計画に

おける所期の目標を達成

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

③ 食品表示の科学的検査業務 

表示監視行政への支援機能を

強化するため、食品関連事業者

により販売される食品のモニタ

リング検査及び表示監視関係行

政機関からの検査要請に的確に

対応した検査を実施する。検査

品目に関しては、農林水産省関係

部局と調整し、緊急度及び重要度

の高いものに重点化する。また、

検査項目に関しては、原産地表示

等の検査を重点的に行う。 

 過去の違反が多く消費者の関心

が高い原産地表示検査の実施に当

たっては、原産地に関する表示監

視の重要性を踏まえ、直近 3年間

の目標件数の水準を維持する。 

検査の結果、疑義が認められ

た場合には、検査結果を農林水

産省関係部局等に速やかに報告

する。 

③ 食品表示の科学的検査業務 

 表示監視行政への支援機能を

強化するため、農林水産省関係

部局と連携の上、検査対象の重

点化に取り組み、食品関連事業

者により販売される食品のモニ

タリング検査及び表示監視関係

行政機関等からの検査要請に的

確に対応した検査を以下のとお

り実施する。 

検査の結果、疑義が認められ

た場合には、検査結果を農林水

産省関係部局等に速やかに報告

する。 

＜定量的指標＞ 

◇原産地表示検

査の実施率：

100％（実施件

数/2,400件） 

＜主要な業務実績＞ 

③ 食品表示の科学的検査業務 

 食品関連事業者により販売される食品のモニタリング検査

及び表示監視関係行政機関等からの検査要請に的確に対応し

た検査を 5,822件実施した。（2,643件（原産地表示に関する

検査）＋254 件（遺伝子組換え表示に関する検査）＋2,925 件

（品種判別その他の検査）＝5,822件）。 

 なお、検査の結果、疑義が認められた 115 件については、

農林水産省関係部局等に速やかに報告した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：新型コロナウイルス感

染拡大やヘリウムガス供給不

足等により買上げ、科学的検

査等の一部に影響を受けた

が、原産地表示に関する検査

は所期の予定件数を上回っ

た。 

 特に、農林水産省及び県か

らのあさりの産地判別に関す

る検査要請に対し速やかに検

査結果を提供したことで、事

業者に対する不適正表示の改

善指示につながったことか

ら、計画における所期の目標

を上回る成果が得られている

と認められる。 

 

 ③ 食品表示の科学的検

査について、原産地表示

検査を 2,643 件実施し、

実施は110 %である。  

さらに、農林水産省及び

県からのあさりの産地判別

に関する検査要請に対し速

やかに検査結果を提供する

ことにより、FAMIC の分析

を端緒とする 14 業者の不

適正表示の改善指示に繋が

っており、食品表示の適正

化に貢献していることか

ら、事業計画における所期

の目標を上回る成果が得ら

れていると認められる。

（評定：Ａ） 

ア 検査対象の重点化では検査品

目に関して、農林水産省関係部

局と調整して緊急度及び重要度

の高いものを重点化し、次の検

査を行う。 

 

(ｱ) 原産地表示に関する検査につ

いては、直近の検査件数実績の

推移及び原産地に関する表示監

視の重要性を踏まえ、過去の違

反が多く、国産と外国産の価格

差が大きい、あさり、うなぎ加

工品等の検査を優先的に行うと

 
ア 農林水産省関係部局と調整して緊急度及び重要度の高い品

目に重点化し、次の検査を行った。なお、新型コロナウイル

ス感染拡大、検査に不可欠なヘリウムガスの供給不足等によ

り、当初予定していた食品関連事業者が販売する食品の買上

げや科学的検査の一部が実施困難となったため、農林水産省

関係部局と調整し、検査品目の一部を変更した。 

 

(ｱ) 原産地表示に関する検査については、検査対象品目及び検

査時期の選定を適切かつきめ細かく行い、2,643 件の検査を

実施した。 

なお、モニタリング検査で買い上げた生鮮スルメイカの

原産地表示及び湯通し塩蔵わかめの原料原産地表示に疑義

があるとの検査結果を農林水産省に報告したものが、立入

検査を経て、食品表示法に基づく不適正表示の改善指示に
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ともに、国産農産物の需給動向

に変化が生じた時期や端境期な

ど偽装が生じやすい時期に買い

上げるなど、検査対象品及び検

査時期の選定を適切かつ、きめ

細かく行い、2,420件以上の検査

を実施する。 

また、新たに開発され有効性

が確認された判別手法を積極的

かつ適切に検査に利用する。 

(ｲ) 消費者の関心が高い遺伝子組

換え表示に関する検査について

は、商品ごとの流通実態を勘案

して効果的に検査対象品の選定

を行い、豆腐、油揚げ等の検査

を、250件以上実施する。 

なお、検査の結果、必要に

応じて製造業者、流通業者等に

対する分別生産流通管理の実施

状況等の調査を行うとともに、

原料として使用された農産物の

入手に可能な範囲で取り組み、

遺伝子組換え体の混入率につい

て検査を行う。 

イ 食品のモニタリング検査で

は、農林水産省が行う社会的検

証への支援を強化するため、検

査対象とする生鮮食品及び加工

食品の一部について、検査品目

の選定及び買上げを農林水産省

と連携して行い、検査結果の報

告が正確で分かりやすいものと

なるよう報告内容の充実に取り

組むとともに、分析疑義が判明

した時点で速やかに買上げ及び

検査を追加実施して疑義の継続

性・広域性等の確認を行う取組

等によるモニタリング検査の機

動性向上に引き続き取り組む。 

ウ 表示監視関係行政機関等から

の要請による検査では、要請の

目的に応じた検査内容となるよ

うにするとともに、科学的検査

に関する技術的な相談等の協力

要請についても、可能な限り対

応する。 

つながった。 

（表1-2-(1)-1参照） 

【実施率：110％（2,643/2,400）】 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  遺伝子組換え原料の混入の有無の確認検査について、商

品ごとの流通実態を勘案して効果的に検査対象品の選定を

行い、豆腐、油揚げ等の検査を行った。 

検査の結果、遺伝子組換え原料の混入の可能性があるもの

については分別生産流通管理の実施状況等の調査を行うとと

もに、可能な範囲で原料農産物等を入手し、遺伝子組換え体

の混入率等について検査を行った。 

これらの遺伝子組換え表示に関する検査を合計 254件実施

した。 

なお、分別生産流通管理の実施状況等の調査の結果、不適

切な管理が認められた案件はなかった。 

 

 

 

イ  農林水産省が行う社会的検証への支援を強化するため、生

鮮食品 221件、加工食品 100件、合計 321件について同省と

連携して実施した。 

  分析疑義が判明した時点で速やかに追加買上げ及び検査を

実施して疑義の継続性、広域性等の確認を行う取組を 69 件

に対して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  表示監視関係行政機関等からの要請による検査について

は、その目的に応じた検査内容となるよう要請者の意向を踏

まえて 236 件実施した。また、科学的検査に関する技術的な

相談についても、可能な限り対応した。 

 

 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 
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農林水産省の「広域小売店におけるあさりの産地表示の実態

に関する調査」で、熊本県産と表示されたあさりに外国産あさ

りが混入している疑いがあるとの結果が公表され、熊本県だけ

でなく全国のあさり産地の信頼を大きく揺るがす社会的な反響

が広がった。このような中、農林水産省等はいわゆる「長いと

ころルール」の適用の厳格化等産地表示適正化のための対策を

講じ、その効果を測るための検査をFAMICに要請した。この要

請に対し、計画済みの検査スケジュールを変更したほか、検査

を行う横浜事務所に本部から職員を派遣し検査体制を強化する

ことにより、短期間で30件の産地判別分析を実施した。この

ほかにも、農林水産省から要請された食品表示110番情報に基

づく産地判別分析を2件、県・警察から要請された産地判別分

析を28件実施した。また、前年度実施した熊本県に対するあ

さり分析検査の技術移転に関し、県の要請に基づき技術的助言

を実施した。 

FAMICの科学的検査を端緒として、国、県等で14業者の不

適正表示の改善指示につながった。FAMICの産地判別技術によ

る監視業務の支援により、あさりの産地表示の適正化の推進

に貢献した。 

④ 食品表示110番等対応業務 

 食品表示110番等を通じて寄せら

れる不適正表示や違法なJASマーク

表示に関する情報（以下「疑義情

報」という。）については、疑義

情報接受後、速やかに農林水産省

関係部局へ回付する。また、農林

水産省から疑義情報に係る調査及

び分析の依頼があった場合は、適

切に対応する。 

④ 食品表示110番等対応業務 

 食品表示 110 番等を通じて寄せ

られる不適正表示や違法な JAS マ

ーク表示に関する情報（以下「疑

義情報」という。）については、

手順書に従い疑義情報接受後、速や

かに農林水産省関係部局へ回付す

る。また、農林水産省から疑義情

報に係る調査及び分析の依頼があ

った場合は、適切に対応する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（回付件数/情

報提供） 

＜主要な業務実績＞ 

④ 食品表示110番等を通じて寄せられた不適正表示や違法なJAS

マーク表示に関する情報 24 件について、事務処理手順書に基

づき農林水産省関係部局へ迅速かつ的確に回付した。 

【実施率100％（24/24）】 

 また、農林水産省からの食品表示 110番に係る分析依頼につ

いて、科学的検査を21件実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：実施率は100％であり、

計画における所期の目標を達

成している。 

④  食品表示110番等対応

業務について、不適正

表示や違法なJASマーク

表示に関する情報提供

を24 件実施し、実施率

は100%である。また、農

林水産省からの分析依

頼に基づき科学的分析

を21件実施していること

から、事業計画におけ

る所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

⑤ 調査研究業務 
食品表示監視業務で活用できる分析

技術及び判別技術の開発・改良に関

する調査研究を13課題以上実施し、

その取組状況、結果等について、外

部有識者の評価を受ける。 

 

⑤ 調査研究業務 

 食品表示監視業務で活用できる分析

技術及び判別技術の開発・改良に関す

る調査研究を13課題以上実施する。 

 

また、外部有識者から成る委員会

を年 1回以上開催し、調査研究の取

組状況、結果等について評価を受け

る。 

＜定性的指標＞ 
◇調査研究業務

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ 調査研究業務 

食品表示の監視に関する調査研究について、13 課題を実施

した。その成果について、外部有識者を含めた委員会（令和5

年3月9日開催）において調査研究課題ごとに評価を受けた。

課題ごとの評価はＡ評価3課題、Ｂ評価10課題であった。 
（別紙「調査研究課題一覧」参照） 

 
   調査研究業務の進行に当たっては、農林水産省や関係課と

の調整や外部有識者の助言を踏まえて課題を設定した。ま

た、関係課を交えた内部検討会を複数回開催し、計画作成、

進捗管理を行い効率的に実施した。 

  調査研究業務で得られた成果について、公開調査研究発表

会（令和4年11月8日対面・オンライン併用）を開催して発

表するとともに、研究成果を「食品関係調査研究報告」を電

子ジャーナルとして取りまとめ、ホームページに掲載（令和

5年3月28日）する等、成果の普及に努めた。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：食品表示の監視に関す

る調査研究については、目標

課題数を満たすとともに、外

部有識者を含めた委員会から

適切に実施されたとの評価を

受けており、計画における所

期の目標を達成している。 

  

 

 

⑤ 食品表示に監視に関す

る調査研究について、13

課題実施（年度目標

値:13 課題以上）し、外

部有識者を含めた委員会

においてＡ評価 3課題、

Ｂ評価10課題であること

から、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 



 

42 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－２－(２) 日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に関する業務 

業務に関連する政

策・施策 

 当該事業実施に

係る根拠 

センター法第10条第1項第1号、第2号、第3号、第4号及び第5号並びに第2項第1号 

JAS法 

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第57号。以下「輸出促進法」という。） 

当該項目の重要度、

困難度 

【重要度：高】 

② JASの制定等に係る業務 

⑥ 農林水産消費安全技術センター認定制度に基づく認定業務 

⑦ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する業務 

関連する政策評

価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省からの緊急命令等業

務 

実施率 100％(報告件数/

要請件数) 

実績なし 実績なし 100％ 

(1/1) 

  予算額(千円) 1,041,442 1,057,424 1,029,952   

決算額(千円) 1,051,889 1,039,841 922,446   

② JASの制定等に係る業務(JASの確認

等に関する原案作成) 

原案作成件

数 

10件 

 

100％ 

(3/3) 

180％ 

(18/10) 

 

 

470％ 

(47/10) 

 

 

  経常費用(千円) 1,034,510 1,004,022 933,458   

経常利益(千円) 70,927 39,813 72,154   

行政コスト(千円) 1,040,814 1,010,240 939,332   

② JASの制定等に係る業務(日本産品

の優位性の発揮につながる原案(団

体等の提案に係るサポート件数含

む。)) 

13件 

行政サービス実

施コスト(千円) 
- - -   

③ 国際規格に係る業務(国内委員会

等開催数) 

 

国際標準化

活動の実施 

 

－ 国内委員会

を1回開

催、国際規

格プロジェ

クト41件に

参画 (うち

発行済は19

規格)  

－ 

国内委員会

を3回開催、

国際規格プ

ロジェクト

26 件に参画 

(うち発行済

は10規格)  

 

国内委員会を

2 回開催、国

際規格プロジ

ェクト 33 件

に参画 (うち

発行済は 10

規格)  

 

  

従事人員数 105 103 94   

③ 国際規格に係る業務(参画してい

るプロジェクト数) 
 

③ 国際規格に係る業務(ISO会議への

対応回数) 

20回 

④ア 登録認証機関等及び登録試験業

者等に対する調査等の業務(登録認

証機関等の登録及びその更新の申

請に係る調査） 

45業務日以内 

 

100％(標準処理期

間内報告件数/報

告件数) 

 

新規：100％

（2/2） 

更新：100％

（4/4） 

新規：実績

なし 

更新：実績

なし 

新規：100％

（2/2） 

更新：100％

（51/51） 

新規：100％

(1/1）  

更新：実績な

し 

新規：100％

（6/6） 

更新：100％

（36/36） 

新規：実績な

し  

更新：実績な

し 

  

④イ 登録認証機関等及び登録試験業

者等に対する調査等の業務(登録試

験業者等の登録及びその更新の申

請に係る調査) 

⑤ア JAS法に基づく立入検査等業務

(登録認証機関等) 

3業務日又は30

業務日以内 

100％(標準処理期

間内報告件数/検

査終了件数) 

100% 

(68/68) 

100%  

(8/8) 

100% 

(78/78) 

100%  

(11/11) 

100% 

(77/77) 

100%  

(12/12) 

  

⑤イ JAS法に基づく立入検査等業務

(登録外国認証機関等) 

45業務日以内 

⑤ウ JAS法に基づく立入検査等業務

(登録認証機関等の技術能力確認調

査) 

調査実施率 

 

 

100％(実施件数/計

画件数) 

 

100% 

(460/460) 

100% 

(431/431) 

実績なし 

100% 

(419/419) 

実績なし 

  

⑤エ JAS法に基づく立入検査等業務

(行政部局要請検査) 

実績なし 
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⑥ 認定制度に基づく認定業務(認証

機関又は試験業者の申請に応じて

審査) 

調査実施率 100％(審査件数/申

請受理件数。申請

中の案件を除

く。) 

100％ 

(4/4) 

100％ 

(6/6) 

100％ 

(6/6) 

  

 ⑥ 認定制度に基づく認定業務(国際

相互承認に向けた取組) 

国際相互承認

に向けた取組 

－ 国際相互認

証申請に必

要な認定実

績を確保

し、APACの準

会員となっ

た。 

製品認証分野

（ISO/IEC 

17065）におい

て、APACへ国

際相互承認の

申請手続きを

行った。 

製品認証分野

（ISO/IEC 

17065）におい

て、APAC国際

相互承認審査

を受審した。 

  

⑦ア 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務（認定農林水

産物・食品輸出促進団体への協

力業務） 

実施率 100％（実施件数/

要請件数） 

  100％ 

(1/1) 

  

⑦イ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務(登録発行機関

及び登録認定機関の登録及びそ

の更新申請調査) 

調査実施率 100％(調査報告件

数/農林水産大臣

からの調査依頼件

数。調査中の案件

を除く。)  

100％ 

(5/5) 

100％ 

(2/2) 

100％ 

(1/1) 

  

⑦ウ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務(登録発行機関

若しくは登録認定機関又はこれ

らの者と関係のある事業者に対

する立入検査) 

検査実施率 100％(検査報告件

数/農林水産大臣

が指示した検査件

数。検査中の案件

を除く。)  

実績なし 100％ 

(6/6） 

 

 

 

実績なし 

100％ 

(14/14） 

 

 

 

実績なし 

   

⑦エ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務(行政部局の要

請による調査) 

実績なし 

                    注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
(2) 日本農林規格、農林水産物及

び食品の輸出促進等に関する業

務 
JAS法に基づき、農林水産業及

びその関連産業の健全な発展と

一般消費者の利益の保護に寄与

するため、以下のとおり JASの制

定等、登録認証機関等及び登録

試験業者等の調査、JASに係る検

査等業務を行う。 

また、JASの活用が図られるよう

JAS制度の普及を行うとともに、規

格に関する専門的知識を有する人

材の育成を進める。 

さらに、国内の農林水産物及び

食品の輸出を更に増大させるた

め、輸出促進法に基づく認定農

林水産物・食品輸出促進団体の

依頼に応じて必要な協力を行う

とともに、登録発行機関及び登

録認定機関の登録に係る調査等業

務を行う。 

(2) 日本農林規格、農林水産物及

び食品の輸出促進等に関する

業務 

 日本農林規格等に関する業

務の実施に当たっては、国際

的に広く用いられている国際

標準化機構が定める枠組みを

基本として対応し、新たに国

際的に通用する信頼性の高い

認定業務に取り組むととも

に、日本農林規格（以下

「JAS」という。）の制定等、

JAS 制度の普及、登録認証機関

等及び登録試験業者等の調

査、JASに係る検査等について

創意工夫により改善を図り、

効果的かつ効率的に取り組む

ものとする。 

また、国内の農林水産物及び

食品の輸出を更に増大させるた

め、輸出促進法に基づく認定農

林水産物・食品輸出促進団体

の依頼に応じて必要な協力を

行うとともに、登録発行機関

及び登録認定機関の登録に係る

調査等業務を行う。 

＜定量的指標＞ 
○農林水産物等の

品質の改善等に

関する業務 

中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：◇小項目 1（項目）×4点（Ｓ）＋小項目 3（項目）×3点（Ａ）＋ 小項目 7（項目）×2

点（Ｂ）＝27点 

Ａ：基準点（22）×12/10 ≦ 各小項目の合計点（27）＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 

農林水産省からの「中国 JAS 合板事業者の JAS 認証停止に係る調査の協力依頼について（要

請）」に基づき、調査等を適切かつ確実に行い、不正に出荷された原因等を特定した。また、我

が国の強みのアピールにつながるJASの原案作成について、予定件数(10件)を大きく上回る47件

を実施した。令和 4年度 JAS法改正により、有機酒類が JASの制定対象となったことを踏まえ、

改正法の施行日（令和4年10月1日）以降、登録認証機関等が有機酒類に係る事業者のJAS認証

を円滑かつ速やかに行えるように、農林水産省や国税庁と協力し、新規又は既存の登録認証機関

が行う申請手続等が複雑にならないよう、省庁を超えて複数回打ち合わせを実施し検討するとと

もに、「有機酒類に係る認証を行う登録認証機関の審査の手引き」の作成等、迅速かつ適切に対

応した。農林水産消費安全技術センター認定制度に基づく認定業務について、製品認証分野

（ISO/IEC 17065）における各国認定機関との相互承認締結に向けアジア太平洋地域認定協力機構

（APAC）の承認審査を受審し、APAC 評価チームからは承認を推薦する旨の評価結果を得た。さら

に、FAMICの知見や技術を生かした創意工夫による主体的な取組として、JASの海外への浸透・定

着に向け ASEAN 諸国との関係強化や国際規格化に向けた各国との協力体制構築の推進、有機同等

性の承認を行うために必要な調査の実施、林産物 JASに係る接着剤同等性能確認により、日本産

品の輸出拡大等に貢献した。 

 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

11の小項目のうちＳが1項

目、Ａが 3項目、Ｂが 7項

目であり、小項目を積み上

げた項目別評定はＡであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

 具体的には、次のとお

り。 
 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

 農林水産大臣からセンター法

第 12 条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に要請があった場合には、最優

先で組織的に取り組み、必要な

調査、分析又は検査を実施し、

その結果を速やかに報告する。 

① 農林水産省からの緊急命令

等業務 

 農林水産大臣からセンター法

第12条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に対応すべき課題が生じた場合

は、他の業務に優先して、調

査、分析又は検査を実施し、そ

の結果を速やかに農林水産大臣

等に報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要請

件数） 

＜主要な業務実績＞ 
① 農林水産省からの緊急要請を受けて次の業務を実施した。 

【実施率100% (1/1)】 

「中国JAS合板事業者のJAS認証停止に係る調査の協力依頼につい

て（要請）」について対応を行った。 

 

【特筆事項等について（緊急対応の必要性等）】 

中国江蘇省にある構造用合板等に係るJAS認証事業者（ベンベ

ンマオ・ニューマテリアル）が製造したJAS基準に必要な格付検

査を実施していなかった製品にJASマークを付して日本に輸出さ

れたこと（以下「無格付品」という。）を受け、農林水産省（新事

業・食品産業部 食品製造課 基準認証室）からの要請のもと、以

下について実施し、基準認証室へ報告した。 

(1) 流通実態の把握 

流通実態の把握については、輸入業者十数社に対するオン

ライン説明会を通じて輸入業者の窓口を設定し、流通量、在

庫量、保管場所、納品先と納品数量等の報告をFAMICが受け

対応した。その際、本部だけでは迅速に整理することが困難

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
根拠：農林水産省からの要

請に対する実施率は100％で

ある。 

さらに、農林水産省担当

部と調整し、当該工場が製

造したJAS無格付品にJASマ

ークを付した製品の国内で

の流通品の流通実態調査、

製品検査を迅速に行うとと

もに、当該登録外国認証機

関への臨時調査及び当該事

業者への任意調査を行い、

当該製品の流通実態や製品

性能、認証業務の問題点や

格付業務の適切性等を確認

した結果、JAS 制度の運用

① 農林水産省からの緊急

要請について、1 件実施

し、農林水産省からの要

請に対する報告の実施率

は100 ％である。 

さらに、不適合品の流

通状況を速やかに調査

し、FAMIC全体で調査体

制を構築することにより

迅速かつ効率的な検査を

実施している。 

加えて、認証業務の実

施状況の調査について、

JAS 制度の運用における

不適切な事項等が明らか

となり、今後の JAS制度

の適正な運用の検討に資

する情報を収集し、今後
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であったため、各地域センターと協力体制を構築し、国内に

おける無格付品の出荷先や出荷量等を短期間でおおむね特定

することができた。 

(2) 製品性能の把握 

製品性能については、事案の性質上可及的速やかに対応す

る必要があったことから、以下の対応を行った。 

① 無格付品については、上述の説明会後にJAS表示の抹消

を指示する必要があり、また、輸入業者によっては廃棄し

てしまう恐れがあったことから、速やかに買い上げを行う

必要があった。しかし、品目（厚さ）だけでなく、製造月

が異なる製品を調達する必要があり、さらに、輸入者によ

っては保管する倉庫が各地（港湾）に点在するなどの状況

であった。このため、短時間で本部及び各地域センターの

職員が最寄りの販売店等へ出向き、無格付品の厚さごとの

数量、製造時期（入荷時期）、パッケージ（１梱包当たり

の枚数、梱包資材の表示内容等）等の在庫品の状況を確認

しつつサンプリングを行った。なお、サンプリングの際に

は、販売店等の在庫状況を確認後、本部と調整し、検査対

象とする厚さ及び抜き取り枚数を決定した。 

② 無格付品の検査については、検査担当センター（本部及

び神戸センター）職員だけでは迅速な検査が困難であっ

た。さらに、本部では原因究明に関する業務への対応も必

要であったことから、検査担当センター以外の職員を検査

担当センターに派遣するとともに、効率的な検査実施のた

め、集約化して対応する必要がある試験については、試験

片を神戸センターに輸送し、JAS等に基づく製品検査を実

施したことで、無格付品の性能を迅速かつ短期間で把握す

ることができた。 

(3) 認証業務の把握 

本事案は当該事業者による品質管理記録の提出がなかった

ことを発端とする事案であるが、登録外国認証機関であるム

トゥアグンルスタリ株式会社についても、当該事業者に対す

る認証から格付業務等の停止請求までの認証業務が適正に実

施されているかを確認する必要があったことから、インドネ

シア現地で調査を実施した。一方で、当該事業者への任意調

査（立会調査）については、中国における新型コロナウイル

ス感染症の水際対策の一環として出入国時の隔離期間が長期

間（それぞれ約１週間）となるため、遠隔（リモート）での

実施となった。特に当該事業者への調査については、スマー

トフォンを活用しリアルタイムで当該製品の製造実態や格付

の状況等を的確に把握することで、当該事業者及びムトゥア

グンルスタリ(株)から事前に入手した資料や製品検査時の在

庫品の状況等の記録を有効活用し調査したことも手伝い、認

証業務の状況やJAS無格付にJASマークが付されて出荷された

原因等が特定できた。 

における不適切な事項等が

明らかとなり、今後の JAS

制度の適正な運用の検討に

資することができたことか

ら事業計画における所期の

目標を上回る成果が得られ

ていると認められる。 

の JAS制度の信頼性向上

に貢献していることか

ら、事業計画における所

期の目標を上回る成果が

得られていると認められ

る。（評定：Ａ） 

② JASの制定等に係る業務 

 JASの制定等については、農林

水産省のほか、様々な関係機関

とのネットワークを活用・連携

して、規格のニーズ・シーズを

② JASの制定等に係る業務 

 ア JAS の制定等については、

農林水産省のほか、様々な関

係機関とのネットワークを活

用・連携して、規格のニー

＜定量的指標＞ 

◇我が国の強みの

アピールにつな

がる新たな規格

の原案及び既存

＜主要な業務実績＞ 

②  JASの制定等に係る業務 
ア 我が国の強みのアピールにつながる新たな JAS の原案作成に

ついて、Web会議を開催するなど広範囲に所在する関係者との連

絡、調整等を緊密に実施できる体制を構築し、効率的かつ効果

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 
根拠：新たな規格の原案及

び既存規格見直しによる原

案作成件数の達成率は

② JAS の制定等に係る業

務について、47 件実施

し、原案作成実施率は

470 ％である。 

  このことは、規格提案
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探索し、規格化の可能性のある

ものは、国際化を見据えて規格

原案の作成を行う。その際、国

際的に活用する規格にあって

は、必要に応じて日英両語で作

成する。 

ズ・シーズを探索し、規格

化の可能性のあるものは、国

際化も見据えて原案の作成を

行う。 

規格見直しによる

原案の作成件数

（団体等の提案

に係るサポート

件数を含む）：

10件 

的な検討を可能とした。また、JAS 制度等説明会や広報誌、Web

発信、論文投稿など多様な媒体を用いて、農林水産・食品分野

の標準化の意義やビジネスツールとしての JAS の活用について

啓発した。 

これらにより、事業者団体等における JAS 制定への期待が醸

成され、FAMICに対するJAS化検討のサポート依頼も増加した結

果、新たな規格 10 件（全てサポート）、既存規格の見直し 37

件（うち、サポート 31 件）について、原案作成の検討又はサ

ポートを実施した。また、国税庁による有機加工食品 JAS（有

機酒類に係る部分）の改正案の検討に当たって、規格原案検

討、国際規格動向、適合性評価、残留農薬分析などの知見を提

供した。 

申出に加えて、日本農林規格調査会（JAS 調査会）の審議の

ための想定問及び関連する告示案の作成並びに JAS 調査会での

規格案説明及び質疑応答への対応等、規格案可決までのフォロ

ーアップを的確に行った。 

【処理率470％：規格（47/10）】 

470 ％である。自ら検討し

た原案申出 6 件に加えて、

民間提案に対して41件の規

格検討のサポートを実施

し、規格提案者側の他律的

な要因で規格策定が進まな

い案件が多い中、我が国の

強みのアピールにつながる

多数の JAS 原案の検討を進

めている。このことは、農

林水産省による 4 規格制定

につながっており、農林水

産・食品分野における標準

化の推進に大きく貢献する

とともに、政府の成長戦略

実行計画、農林水産物・食

品の輸出拡大実行戦略等、

政府の各施策推進に貢献す

るものである。 

さらに、有機加工食品JAS

の対象に有機酒類が加わっ

たことに伴い、農林水産省

や国税庁と協力し、登録認

証機関等が有機酒類に係る

事業者の JAS 認証を円滑か

つ速やかに行えるように、

環境整備を進めた。 

これらのことは、農林水

産省が実施する農林水産業

の輸出力強化に大きく貢献

するものであることから、

これらの計画における所期

の目標を上回る顕著な成果

が得られていると認められ

る。 

者側の他律的な要因で規

格策定が進まない案件が

多い中、長年 JAS 制度等

説明会や SNS、展示会な

どを通じて標準化の意義

を農林水産・食品分野の

事業者団体等に浸透させ

てきた成果であり、農林

水産・食品分野における

標準化の普及に大きく貢

献している。 

このことは、政府の

成長戦略実行計画、農

林水産物・食品の輸出

拡大実行戦略等、政府

の各施策推進に寄与す

るものであることか

ら、事業計画における

所期の目標を質的及び

量的に上回る顕著な成

果が得られていると認

められる。（評定：Ｓ） 

 また、事業者団体等から提案

される規格案について、積極的

にサポートし、規格化を推進す

るとともに、JAS の確認等を行

う。 

 さらに、国際規格や技術の動

向等を含め、JAS の制定等及び有

機認証制度の同等性協議に係る調

査等JAS制度の運用に資するため

の調査等を積極的かつ効率的に

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加えて、JAS 制度、新たに制定

されたJAS等について、事業者等

 また、事業者団体等から提

案される規格案について、 積

極的にサポートし、規格化を

推進する。 

 

イ 国際規格や技術の動向等を

含め、JAS の制定等及び有機

認証制度の同等性協議に係る

調査等 JAS制度の運用に資す

るための調査等を積極的かつ

効率的に行い、新たな JASの

原案作成等に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ JAS 制度、新たに制定され

た JAS 等について、国内外へ

 
イ 事業者団体等による創意工夫を生かした JAS の活用が図られ

るよう、新たなJASの提案促進のための説明会等を実施した。 

説明会では、Web 会議システムを活用し、制定した JAS に係

るプロジェクトメンバーによる具体的な体験等の説明、JAS 提

案の事例紹介、JAS 認証導入・原案作成のための支援事業の説

明など、農林水産省と連携し、効果的な普及や関係者の標準化

に対する関心が高まる工夫を行った。展示会では、幅広い事業

者に対する普及のため、JAS 申出につながるコンテンツを出展

し、JAS提案など来場者のJASの活用意識の醸成を図った。 

また、試験方法 JASの 2規格の性能確認結果を論文化するこ

とで、学術界や関係業界に JAS の試験方法を広報するととも

に、試験方法確立までの検討過程や共同試験の詳細な情報を規

格利用者に提供することで、当該 JASへの理解促進、利便性向

上及び信頼性向上を図った。 

さらに、FAMIC ホームページ及び動画投稿サイトに標準化や

JAS 申出に関する動画、試験方法等規格解説動画を掲示した。

併せて、海外での JASの普及・展開を促すため精米や機能性成

分定量など 6規格の英文翻訳をホームページに掲載するととも

に、ASEAN 人材育成プロジェクトの食品分析講座においては、

令和3年度までは年間1～3か国程度であった開催について、令

和 4年度は 6か国への大幅な拡大の要望があり、これらに全て

対応することとし、ASEAN 地域の学生、政府・企業関係者に対

して試験方法 JAS を普及するための講義を行った。講義では各

国の興味分野や要望に応じて教材を最適化することで JASへの

興味の増加とともに理解が向上したというアンケート結果が得

られ、人材育成に大きく貢献した。このように相手国の充足度

が高い講義を継続的に実施したことから、その協力と貢献に対

してASEANより感謝状を授与された。 

また、ラオスで開催されたフードバリューチェーン講座にお

いても、有機JAS認証に係る講義を行った。 

 

ウ 農林水産省が有機食品の輸出拡大のために、有機 JAS 認証制

度との同等性（有機同等性）承認を得るための二国間交渉を検
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に対する説明会等を通じ、国内

外への普及啓発を推進する。 

【重要度：高】 

規格・認証は、商取引を効率

化・円滑化するツールとして、サ

プライヤーは品質管理基準とし

て、バイヤーは調達基準として活

用され、特に、海外取引では、価

値観・文化・商習慣が異なる者同

士が取引を円滑に行えるよう、必

要な情報や信頼を担保しているこ

とから、農林水産業・食品産業の

競争力・輸出力の強化に向けて、

事業者や産地からの提案により、

我が国の強みのアピールにつなが

る多様なJASの制定が重要である。 

 ②の業務は、上記の実現に主要

な役割を果たすことから、重要度

が高い。 

の普及啓発を推進するため、

事業者等に対する説明会等を

実施する。 

討している輸出先国（地域を含む。）に関して、当該国の有機

制度の調査及び有機 JAS 制度との相違点の調査等を継続して実

施した。 

 

エ 年度目標で指示された業務のほか、JAS制度の運営に貢献する

ため、令和 2 年に創設した林産物に用いる接着剤の同等性能確

認のスキームにおいて、令和 4年度は、10件の接着剤について

同等の性能の確認結果を公表した。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

農林水産・食品分野での標準化の浸透が求められている。このた

め、JAS制度等説明会やSNS、展示会などを通じて標準化の意義を農

林水産・食品分野の事業者団体等に浸透させるとともに、障害者参

画、機能性成分定量法、レストラン管理、錦鯉品種等これまでにな

かった分野での JAS化成功事例を紹介、試験方法 JAS の性能確認結

果を論文化などに取り組み、JAS への理解を促進した。また、事業

者団体等から要請を受けて、JAS 化検討から農林水産省への申出ま

でを伴走型でサポートした。 

この結果、事業者団体等からの JAS 提案やサポート要請が増加

し、JAS 原案作成件数が大幅に伸長し、農林水産・食品分野におけ

る標準化の推進、政府の各施策推進に大きく貢献した。 

③ 国際規格に係る業務 

 国際規格に係る業務につい

て、国際標準化機構（ISO）が制

定等する国際規格へ国内意見を反

映させるため国際標準化機構

（ISO）の食品専門委員会

（TC34）、官能分析分科委員会

（TC34/SC12）、分子生物指標の分

析に係る横断的手法分科委員会

（TC34/SC16）、食品安全のための

マネジメントシステム分科委員会

（TC34/SC17）、合板分科委員会

（TC89/SC3）及び木材専門委員会

（TC218）の国内審議団体とし

て、国内の意見集約（関連する専

門委員会等からの意見照会等への

対応を含む。）、JASと国際規格と

の連動も見据えた情報の収集・提

供等、国際標準作成に関する活動

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 国際規格に係る業務 

 国際規格に係る業務につい

て、国際規格に我が国の意見を

反映させるため、国際標準化機

構（ISO）の食品専門委員会（TC

34（うち WG20、WG25 等の作業グ

ループに係る活動））及び傘下

の分科委員会（TC34/SC12、TC34/S

C16、TC34/SC17）、並びに合板分

科委員会（TC89/SC3）及び木材

専門委員会（TC218）の国内審議

団体として次の国際標準作成に

関する活動を行う。 

 

ア 必要に応じて外部有識者等

から成る委員会を設置し、国

内の意見集約（関連する専門

委員会等からの意見照会等へ

の対応を含む。）、JAS と国

際規格との連動も見据えた情

報の収集・提供等を行う。 

 

 

 

 

 

イ 国際会議への規格の提案に

必要となる研究機関や民間の

＜定性的指標＞ 

◇国際標準化活動

の実施 

 

＜主要な業務実績＞ 

③ 国際規格に我が国の意見を反映させるため、国際標準化機構

（ISO）の食品専門委員会（TC34）、官能分析分科委員会

（TC34/SC12）、分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員会

（TC34/SC16）、食品安全のためのマネジメントシステム分科委員

会（TC34/SC17）、木質パネル専門委員会/合板分科委員会

（TC89/SC3）及び木材専門委員会（TC218）の国内審議団体として

次の国際標準作成に関する活動を行うとともに、国際規格の検討

状況を把握するため、木質構造専門委員会（TC165）に出席し

た。 

また、ISO スマート農業 SAG について、事務担当として、関係

するTC等への情報提供及び国内報告会の運営に協力した。 

 

 

ア 関係するTC、SCにおける国際規格策定案件に対応するため、外

部有識者等からなる国内対策委員会等を設置し、メール等によ

り、JAS を踏まえた国際規格への提案も見据えた国内の意見集

約、情報の収集等を実施した。国際会議への参加等に当たり、国

際規格案や国際会議の対応方針を検討するため、食品専門委員会

（TC34）及び分子生物指標の分析に係る横断的手法分科委員会

（TC34/SC16）をそれぞれ1回ずつ合計2回開催した。 

  また、これらの取組の中で ISO において新規策定又は改正が検

討されていた規格について、JAS を踏まえた国際規格への提案を

見据えて、食品成分の分析法や遺伝子検出法、木材や合板の試

験法等 33規格のプロジェクトに参画し、そのうち 10規格が発行

される等、ISOの規格策定及び改正に貢献した。 

イ  「生鮮食品等の機能性成分に関する試験方法」の国際規格化を

目指し、研究機関や民間有識者から構成される外部機関主催の有

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり国内審

議団体として、外部有識者

等からなる委員会を設置し

国内の意見を集約、JASと国

際規格との連動を見据えJAS

に関連する ISO の規格策定

のプロジェクトに参画、国

内意見の反映に努めるため

国際会議に職員等を派遣す

るなどの活動を実施した。 

これらの活動を通じて、

国際化対応力は一段と向上

しており、目標を上回る成

果と認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 国際標準化機構の食品

専門委員会等の国内審議

団体として、外部有識者

等からなる委員会を設置

し国内の意見を集約、

JAS と国際規格との連動

を見据え JAS に関連する

ISO の規格策定のプロジ

ェクトに参画、国内意見

の反映に努めるため国際

会議に職員等を派遣する

などの活動を実施してい

ることから、目標の水準

を満たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 
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 また、JASと国際規格との連動

に係る活動については、国際会議

に規格を提案するため、研究機関

や民間の有識者と連携を強化する

とともに、日本産品を輸出する際

のニーズの把握等必要な調査を行

う。 

加えて、国際規格化の対応を円

滑に進めるために、国際会議の議

論に積極的に貢献する。その際、

有識者とともに職員が作戦作りか

ら参加して対応力の向上に努め

る。 

有識者と上記アの委員会等を

通じて連携の強化を図る。ま

た、日本産品を輸出する際の

ニーズの把握等必要な調査を

行う。 

 

 

 

 

 

 

ウ 国内意見の反映に努めるた

め、必要に応じて、国際会議

に職員等を派遣する。なお、

JAS と国際規格との連動に係る

活動については、国際化の対

応を円滑に進めるため国際会

議の議論に積極的に貢献す

る。その際、有識者とともに

職員が作戦作りから参加して

対応力の向上に努める。 

識者グループ会合に規格開発責任者として参画し、規格素案を作

成する等活動を推進した。その中で、機能性表示に関する法規制

への懸念が示された欧米に向けては、規格の目的を機能性評価か

ら品質評価へ変更すること、機能性に関心の高い ASEAN 諸国に向

けては、機能性成分に関する国際シンポジウムを開催すること

等、各国の懸念や関心の違いに応じてきめ細やかに対応すること

で、日本提案の国際的コンセンサスを得やすくするための効果的

な戦略を検討した。このほか、「大豆ミート食品」、「魚類の鮮度

指標」及び「災害食の評価基準」について、規格の提案に向けた

活動に協力した。 

 

ウ 国際規格案件ごとの重要度や検討状況等を踏まえ、外部有識者

等の専門家及び FAMIC職員を選定の上、次のとおり国際会議（Web

会議を含む。）へ派遣した。 

 （ ）内はFAMIC職員派遣数。 

 

〔TC34/WG24〕定量核磁気共鳴分光法：3回派遣/3回開催（0名） 

〔TC34/WG26〕植物性食品：7回派遣/7回開催（延べ19名） 

〔TC34/WG27〕職業的農業者組織：1回派遣/2回開催（2名） 

〔TC34/SC16総会〕1回派遣/1回開催（3名） 

〔TC34/SC16/WG8〕肉種鑑別：3回派遣/3回開催（延べ8名） 

〔TC34/SC16/WG14〕遺伝子組換え体の定量化：1回派遣/1回開催（2

名） 

〔TC34/SC16/WG15〕定性リアルタイム PCR 分析法の単一試験所によ

る妥当性確認：1回派遣/2回開催(0名) 

〔TC34/SC17総会〕1回派遣/1回開催(1名)  

〔TC34/SC17/WG11〕前提条件プログラム：4 回派遣/4 回開催（延べ 7

名） 

〔TC89/SC3〕合板：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC218/WG5〕木材：1回派遣/1回開催（2名） 

 

国際規格の検討状況を把握するため、外部有識者等の専門家及

びFAMIC職員を選定の上、次のとおり国際会議（FAMIC以外の機関

が国内審議団体。Web会議を含む。）へ派遣した。 

（ ）内はFAMIC職員派遣数。 

 

〔TC165/WG10〕木質構造：1回派遣/1回開催（2名） 

〔TC165/WG12〕竹の構造的利用：1回派遣/2回開催（2名） 

 

 また、国際食品規格の策定等を行うコーデックス食品規格委員

会関連の国内会議に 12 回出席し、総会及び各部会等で検討され

ている食品規格の分析法及び検討状況等の情報を収集、整理する

とともに、その結果をグループウェアに掲載し、関係部署と情報

共有した。 

 JAS の国際化に対応する人材育成として、国際会議における作

戦作りを含めた会議の進め方や、国際会議にも必要な知見である

国際規格に関する専門的知識を習得するため、経済産業省、農

林水産省及び民間機関が主催する ISO等標準化に関する研修等に

参加した。 
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④ 登録認証機関等及び登録試験

業者等に対する調査等の業務 

ア 登録認証機関等の登録及びそ

の更新の申請に係る調査 

 登録認証機関及び登録外国認

証機関（以下「登録認証機関

等」という。）の登録及びその

更新の申請に係る調査は、JAS

法第14条第2項（JAS法第17条

第 2 項において準用する場合を

含む。）に基づく農林水産大臣

の指示に従い、ISO/IEC 17011 に

基づいて行い、その結果を申請

書類の受付から45業務日以内に

農林水産大臣に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 登録試験業者等の登録及び

その更新の申請に係る調査 

 登録試験業者及び登録外国

試験業者の登録及びその更新

の申請に係る調査は、JAS法第

43条第2項（JAS法第45条第2

項において準用する場合を含

む。）に基づく農林水産大臣

の指示に従い、ISO/IEC 17011

に基づいて行い、その結果を

申請書類の受付から 45 業務日

以内に農林水産大臣に報告す

る。 

④ 登録認証機関等及び登録試験

業者等に対する調査等の業務 

ア 登録認証機関等の登録及び

その更新の申請に係る調査に

ついては、次の取組を行う。 

(ｱ) 登録認証機関及び登録外国

認証機関（以下「登録認証機

関等」という。）の登録及び

その更新の申請に係る調査

は、JAS法第14条第2項（JAS

法第17条第2項において準用

する場合を含む。）に基づく

農林水産大臣の指示に従い、

ISO/IEC 17011 に基づいて行

い、申請書類の受付から 45

業務日以内に調査結果を農林

水産大臣に報告する。 

(ｲ) 調査の結果、登録認証機関

等の登録基準への適合性が確

認されない場合は、農林水

産省へ報告する。 

イ 登録試験業者及び登録外国

試験業者（以下「登録試験業

者等」という。）の登録及びそ

の更新の申請に係る調査につ

いては、次の取組を行う。 

(ｱ) 登録試験業者等の登録及び

その更新の申請に係る調査

は、JAS法第43条第2項（JAS

法第45条第2項において準用

する場合を含む。）に基づく

農林水産大臣の指示に従い、

ISO/IEC 17011 に基づいて行

い、申請書類の受付から 45

業務日以内に調査結果を農林

水産大臣に報告する。 

(ｲ) 調査の結果、登録試験業者

等の登録基準への適合性が確

認されない場合は、農林水産

省へ報告する。 

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間内

の処理率：100％

（標準処理期間内

報告件数/報告件

数） ただし、調

査の過程で申請者

に対し資料の記載

内容の確認、追加

提出等を請求した

場合において、申

請者からそれらの

確認、提出等が行

われるまでに要し

た期間は処理期間

に含めない。 

 ＜主要な業務実績＞ 

④ア JAS法第14条第2項（JAS法第17条第2項において準用する場

合を含む。）に基づく登録認証機関及び登録外国認証機関（以

下「登録認証機関等」という。）の登録及びその更新の申請に

係る調査については、農林水産大臣の指示に従い「ISO/IEC 17011 

適合性評価－適合性評価機関の認定を行う機関に対する一般要

求事項」に基づき、次の取組を行った。 

(ｱ)  登録認証機関等の登録における調査 6 件及び登録の更新時にお

ける調査 36件について、業務の進行管理を適切に行い全て 45業

務日以内に農林水産大臣へ調査結果を報告した。 

  なお、農林水産省から依頼された登録認証機関等の業務規程等

の変更の届出に関する調査を行い、令和 4年度に調査が終了した

124件を報告した。 

（表1-2-(2)-1参照） 

 

 

 

 

(ｲ) 調査の結果、登録認証機関等の登録基準への適合性が確認さ

れない案件はなかった。 

 

 

イ JAS法第43条第2項（JAS法第45条第2項において準用する場合

を含む。）に基づく登録試験業者及び登録外国試験業者の登録及

びその更新の申請に係る調査について、該当する事案はなかっ

た。 

なお、農林水産省から依頼された登録試験業者の業務規程等の

変更届出に関する調査を行い、令和4年度に調査が終了した2件を

報告した。 

(表1-2-(2)-1参照) 

 

【処理率100％（42/42((新規6＋更新36)(ア(ｱ))＋0(ア(ｲ))+(新規0＋更

新0) (イ)】 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

令和4年JAS法改正により、有機酒類がJASの制定対象に追加され

たことを踏まえ、FAMICの知見等を活用するとともに、農林水産省及

び国税庁と連携して、次の取組みを実施した。 

① 有機加工食品JAS改正案の検討への協力 

改正 JAS法に基づき国税庁が有機加工食品 JAS（有機酒類に係る

部分）の改正原案を検討した際に、規格作成のノウハウ等の知見

を提供するとともに、検討委員の構成、検討の進め方等を共有し

た。                                                                                                                                                                                             

② 有機酒類に係る登録認証機関等に対する調査手順等の検討 

改正JAS法の施行日（令和4年10月1日）以降、登録認証機関

等が有機酒類に係る事業者の JAS 認証を円滑かつ速やかに行える

ように、農林水産省や国税庁と協力し、新規又は既存の登録認証

機関が行う申請手続が複雑にならないよう、業務規程の変更届出

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：標準処理期間内（45

業務日以内）の処理率は

100％であり、計画における

所期の目標を達成してい

る。 

また、令和 4年の JAS法

改正の対応においては、改

正法施行後、業務規程の変

更届出を提出することで、

既存の登録認証機関等が有

機酒類の JAS 認証を速やか

に実施することが法改正か

ら施行までの 4 ヶ月で可能

となった。 

令和4年10月中に既存の

登録認証機関等 18 機関(国

内 15､外国 3)から業務規程

の変更届出があり､その結

果､有機酒類について5事業

者が JAS 認証され、円滑か

つ速やかな制度運用を図る

ことができた。 

さらに、酒類の登録認証

機関等への適合性評価のた

めの事業所調査や、認証事

業者への立会調査では、国

税庁職員と合同で適正な調

査を実施できるように調整

し、制度の信頼性確保に貢

献した。 

④ 登録認証機関等に対す

る調査等の業務につい

て、登録における調査 6

件及び登録の更新時にお

ける調査 36 件を実施

し、標準処理期間内の処

理率は100 %である。 

さらに、JAS法改正によ

り有機JASの対象に酒類が

追加されたことに伴う有

機JAS規格の改正、登録認

証機関等の調査手順等の

検討に当たり、国税庁等

に技術的知見を提供する

ことにより速やかな法律

の施行に貢献したことか

ら、事業計画における所

期の目標を上回る成果が

得られていると認められ

る。（評定：Ａ） 
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や登録申請の手続き及び調査体制について、省庁を超えて複数回

打ち合わせを実施し検討するとともに、「有機酒類に係る認証を

行う登録認証機関の審査の手引き」の作成等、改正 JAS 法施行日

までに迅速かつ適切に対応した。 

これにより、改正法施行直後の令和4年10月末には、既存の登

録認証機関等18機関が有機酒類に係る認証業務を行うことがで

きるようになり、5事業者がJAS認証を取得するなど、円滑な制

度運用に貢献することができた。                                                                                                                                                                                                                                                                             

③ 国税庁職員に対する残留農薬分析の研修 

改正 JAS 法施行後、国税庁が有機酒類の格付品検査を実施する

ため、令和 4年 9月及び 11月、FAMICにおいて残留農薬分析研修

を実施し､国税庁職員に技術的知見を提供した。 

⑤ JAS 法に基づく立入検査等業

務 

 JAS 法に基づく立入検査等につ

いて、次の取組を行う。 

 

ア 登録認証機関及び認証事業者

並びに登録試験業者に対する

立入検査 

 JAS法第66条第1項から第5項

までの規定に基づく立入検査に

ついては、農林水産大臣の指示

に従い実施するとともに、立入

検査が終了した翌日から 30 業務

日以内に結果を取りまとめ、農

林水産大臣に報告する。ただ

し、JAS 法令に違反している疑い

がある等の情報に基づく立入検

査を行う場合は、その結果を3業

務日以内に報告する。 

 

⑤ JAS 法に基づく立入検査等業

務 

 JAS 法に基づく立入検査等に

ついては、次の取組を行う。 

 

ア 登録認証機関及び認証事業者

並びに登録試験業者に対する

立入検査  

 JAS法第 66第 1項から第 5項

までの規定に基づく立入検査等

については、農林水産大臣の指

示に従い、立入検査が終了した

翌日から30業務日以内に結果を

取りまとめ、農林水産大臣に報

告する。ただし、JAS 法令に違

反している疑いがある等の情報

に基づく立入検査を行う場合

は、立入検査が終了した翌日か

ら 3 業務日以内に結果を報告す

る。 

 

＜定量的指標＞ 

◇標準処理期間内

（アに係る報告

は 30業務日以内

又は 3 業務日以

内、イに係る報

告は 45 業務日以

内）の処理率：

100％（標準処理

期間内報告件数/

検査終了件数） 

＜主要な業務実績＞ 
⑤ JAS法に基づく立入検査等について、次の取組を行った。 
 

 

 

ア JAS法第66条第1項から第5項までの規定に基づく立入検査

等については、農林水産大臣の指示に従い(ｱ)及び(ｲ)のとおり適

切に実施した。 
(ｱ) 登録認証機関及び登録試験業者の認証業務の確認を強化するた

め、72 機関に対する立入検査に着手し、73 機関（前年度からの

継続案件2件を含む。）の立入検査が令和4年度内に終了し、終

了した翌日から 30 業務日以内に結果を取りまとめ、全て標準処

理期間内に農林水産大臣に報告した。 
   なお、当該立入検査は、①事業所調査（登録認証機関及び登

録試験業者の事業所で行う調査）、②製品検査施設調査（製品

検査を実施する登録認証機関の製品検査施設で行う調査）、③

立会調査（認証業務の現場に立ち会って行う調査）により行

い、登録認証機関の登録の区分、認証事業者数等に応じて必要

な調査を次のとおり実施した。 

① 事業所調査：36件（前年度からの継続案件2件を含む） 

② 製品検査施設調査：30件 

③ 立会調査：158件（前年度からの継続案件1件を含む。） 
(ｲ) JAS 法令に違反している疑いがある等の情報に基づく立入検査

を2件実施し、3業務日以内に農林水産大臣に報告した。 

また、資材評価に係る立入検査を2件実施し、3業務日以内に

農林水産大臣に報告した。 
（表1-2-(2)-2参照）  

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：標準処理期間内の処

理率は 100％であり、計画

における所期の目標を達成

している。 

⑤アイ JAS法に基づく立

入検査等について、89 

件実施し、標準処理期

間内の処理率は100%であ

ることから、事業計画

における所期の目標を

達成していると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

イ 登録外国認証機関及び登録

外国試験業者に対する検査 
 JAS法第35条第2項第6号及

び第 55条第 1項第 5号の規定

に基づく検査については、農

林水産大臣の指示に従い実施

するとともに、検査が終了し

た翌日から 45 業務日以内に結

果を取りまとめ、農林水産大

臣に報告する。 

イ 登録外国認証機関及び登録

外国試験業者に対する検査 
 JAS法第35条第2項第6号及

び第 55号第1項第 5号の規定

に基づく検査については、農

林水産大臣の指示に従い実施

するとともに、検査が終了し

た翌日から 45業務日以内に結

果を取りまとめ、農林水産大

臣に報告する。 

イ JAS法第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定に基

づく検査については、農林水産大臣の指示に従い次のとおり適切

に実施した。 
   登録外国認証機関の認証業務が適切に実施されていることを確

認するための検査を 13 機関に対して着手し、12 機関の検査が令

和4年度内に終了し、終了した翌日から45業務日以内に結果を取

りまとめ、全て標準処理期間内に農林水産大臣に報告した。 
   なお、検査は、①事業所調査、②製品検査施設調査（外部委託

された製品検査施設の調査を除く。）により行い、登録外国認証

機関の登録の区分、認証事業者数等に応じて必要な調査を次のと
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おり実施した。 
① 事業所調査：13件（前年度からの継続案件はない。） 

② 製品検査施設調査：3件 
（表1-2-(2)-3参照） 

 また、上記検査以外に外部委託された製品検査施設に対する調

査を2件実施し、農林水産省に報告した。 

 

【処理率100％（89/89(73ア(ｱ)＋4ア(ｲ)+12イ)）】 

ウ 登録認証機関等の技術的能力

等の確認調査 
 登録認証機関等の技術的能力

等を確認するために、認証事業

者及び格付の表示が付された製

品の調査を行う。 

ウ 登録認証機関等の技術的能

力等の確認調査 
  登録認証機関等の技術的能

力等を確認するために、認証

事業者及び格付の表示が付さ

れた製品の調査を行う。この

調査は、過去の調査結果等を

勘案して実施計画を定めて実

施する。このため、本部と地

域センターにおける調査業務

の配分を行う。 
  また、この調査は、登録認

証機関等の技術的能力等の確

認を行うための立入検査に活

用するため、次の調査によっ

て実施する。 

(ｱ) 認証事業者に対する調査

は、各登録認証機関の認証事

業者数、過去の調査の結果等

を勘案して実施する。 

(ｲ) 格付の表示が付された製品

の調査は、市場に流通する

JAS製品を買い上げ、JAS への

適合性を判断するための検査

を行う。その対象品目の選定

に当たっては、これまでの製

品調査の結果及び JAS の確認

等業務への活用を考慮する。 

＜定量的指標＞ 
◇調査実施率：

100％（実施件数

/計画件数） 

＜主要な業務実績＞ 
ウ  登録認証機関等の技術的能力等を確認し、立入検査に活用するた

めに、合計 419 件の認証事業者を直接訪問して行う調査（以下「現

地調査」という。）及び市場に流通する JAS 製品の調査（以下「製

品調査」という。）を行った。 
【実施率100％（419/419）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 登録認証機関等の認証業務の確認を強化するため、各登録認証

機関の調査員数、認証事業者数、過去の調査の結果等を勘案し

て、現地調査6件を実施した。 

 

(ｲ) 登録認証機関等の認証業務が適切に実施されていることを確認す

るため、これまでの製品調査の結果等を勘案して、製品調査 413 件

を実施した。 

 

（表1-2-(2)-4参照） 

  

  

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：調査実施率は 100％で

あり、計画における所期の目

標を達成している。 

⑤ウエ 技術的能力等を確

認するための調査（現地

調査及び製品調査）につ

いて、419 件実施し、実

施率は100 ％であること

から、事業計画における

所期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

エ 行政部局の要請による調査

については、適正に実施し、

調査終了後は調査結果を取り

まとめ、要請者に対し報告す

る。 

エ 行政部局の要請による調査

については、適正に実施し、

調査終了後は調査結果を取り

まとめ、要請者に対し報告す

る。 

エ 該当する事案はなかった。   

 
⑥ 農林水産消費安全技術セン

ター認定制度に基づく認定業

務 
 農林水産消費安全技術センター

認定制度に基づき、認証機関又は

試験業者の申請に応じて審査を実

⑥ 農林水産消費安全技術セン

ター認定制度に基づく認定業

務                  

ア 認証機関又は試験業者の認

定 

＜定量的指標＞ 
◇調査実施率：

100％（審査件数

/申請受理件数。

審査中の案件を

除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ア 持続可能な水産養殖のための種苗認証（SCSA 認証）に係る認証

機関 2機関、有機水産養殖認証に係る認証機関 1機関及び有機養蜂

認証に係る認証機関 1 機関の認定維持に対し、ISO/IEC 17011 に基づ

き、立会いや事業所での審査を適切かつ迅速に行った。 

試験業者2件の更新申請及び認定維持に対し、ISO/IEC 17011に基づ

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：調査実施率は 100％で

あり計画における所期の目標

を達成している。 

⑥ア 認証機関又は試験業

者の審査について、6 件

実施し、実施率は 100 %で

あることから、事業計画

における所期の目標を達

成していると認められ
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施する。 

また、新規認定分野の探索のた

め、関係機関等からの認定ニーズ

の情報等を活用し、認証スキーム

オーナーや試験業者に対し認定業

務についての啓発を行う。 

 

 

  農林水産消費安全技術センタ

ー認定制度に基づき、認証機関

又は試験業者の申請に応じて審

査を実施する。また、新規認定

分野の探索のため、関係機関等か

らの認定ニーズの情報等を活用

し、認証スキームオーナーや試験

業者に対し認定業務についての啓

発を行う。 

 認定業務の実施にあたって

は、ISO/IEC 17011に基づいて申

請者の技術的能力等の評価を行

い、申請に係る必要事項が満た

された書類が到着した日の翌日

から90業務日以内に認定の可否

を申請者へ通知する。 

き、審査を実施し、適切かつ迅速に認定を行うとともに1件の認定申

請を受け付けた。加えて、ISO/IEC 17025に基づく試験所認定を確保す

るため、地方の小中規模の試験実施機関に対し啓発を行った。 

また、新規認定分野については、日本発の機能性食品等認証制度

の他、1 つの食品分野の認証スキームの立ち上げについて、将来の

輸出力強化につなげるため国際的に通用するスキームとなるよう

継続的な助言等行なっており、今後当該スキームに基づく認証機関

の認定申請が見込まれる。 

【実施率100％（6/6）】 

 

 

る。（評定：Ｂ） 

加えて、認定業務の国際的な信

頼性を向上させるための各国認定

機関との相互承認締結に向け、

APAC 事務局との調整を含む国際

相互承認審査受審対応を行うと

ともに、相互承認後の相互承認

審査員の派遣に必要な人材の確

保・育成を進める。 

【重要度：高】 

 海外市場においてJAS認証の国際

的な信用を向上させるとともに、

JASをベースとした国際規格の制定

を進め、他国に先行して国内事業

者が認証を取得できる環境を整備

することは、我が国の農林水産

業・食品産業の競争力・輸出力の

強化にとって重要であり、JASの戦

略的活用が求められる。 

⑥の業務は、各国認定機関と相

互承認を締結し、JAS認証機関を国

際規格等の認証機関として国際水

準を満たす認定を行うなど、JASの

国際化に資することから、重要度

が高い。 

イ 国際相互承認締結に向けた

取組 

認定業務の国際的な信頼性を

向上させるための各国認定機関

との相互承認締結に向け、

APAC 事務局との調整を含む国

際相互承認審査受審の対応を

行うとともに、相互承認後の

相互承認審査員の派遣に必要

な人材の確保・育成のため、

国際機関が開催する研修等に

積極的に参加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定性的指標＞ 

◇国際相互承認に

向けた取組 

 

＜主要な業務実績＞ 

イ 製品認証分野（ISO/IEC 17065）における各国認定機関との相互

承認締結に向けAPACの承認審査を受審し、APAC評価チームからは

承認を推薦する旨の評価結果を得ることが出来た。 

加えて、試験所認定分野（ISO/IEC 17025）においても、製品認

証分野における国際相互承認審査の経験を踏まえ、品質システム

文書を改善し申請準備の確度を高めるとともに、相互承認後、

APAC 等国際機関への審査員派遣の準備として、一般社団法人 RMA

が主催する試験所認定に必要な専門能力のセミナーや英語研修を

受講することにより審査技能の向上や語学力の向上などを図っ

た。 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

農林水産物等の輸出拡大に向け、日本産品の輸出力強化の取り組

みが推進されている中、国際相互承認の仕組みを活用することによ

り輸出力強化の更なる推進が期待されている。 

これまで FAMIC 認定センターは APAC の国際相互承認取得に向け

取組み、令和4年9月に国際相互承認のための審査を受審した。今

後、APAC事務局での最終確認及び APAC 総会での承認を受け、令和

5年6月の国際相互承認締結を見込んでいる。相互承認締結後は、

日本からの輸出産品に対して、国際的に信頼性の高い認定・認証

の仕組みのもと認証された産品であるとして取り扱われることと

なる。 

令和4年9月にフィリピン、スリランカ、カザフスタンの3国構

成の評価チームからのリモートによる国際相互承認審査の受審に

あたっては、 

① 関係機関とのネットワークを活用し、APAC要求事項の解釈、

受審前後の手続き等の情報交換を行い、リモート環境の整備、

関係資料の準備等について綿密な作業工程表及び想定問を作成

し、各タスクを適時漏れなく実施する体制を整備。 

② 令和4年5月に評価チームメンバーが確定後も評価スケジュ

ールが示されない状況だったため、積極的にチームリーダに接

触し、7月にチームメンバーとのリモート会議を主催。審査受審

時期及び審査内容についてヒアリングを行った。その中で、大

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：国際相互承認締結に向

け、承認審査を受審及び相互

承認締結に必要な人材の確

保・育成を行っていることか

ら、計画における所期の目標

を達成している。 

 さらに、APAC 事務局での

最終判断を受け、2023年6月

に開催されるAPAC総会におい

て、評価結果が承認される見

込みである。今後、APACの承

認審査の結果は国際認定フォ

ーラム（IAF）にも受け入れ

られる仕組みとなっているこ

とから、農林水産消費安全

技術センター認定制度が国

際基準を満たす認定として国

際的に認められることとな

る。 

このことは JASをベースと

した国際規格に適合した日本

産品であることを国際的な枠

組みの中で証明できることと

なり、我が国、農林水産業の

喫緊の重要課題である輸出力

強化に資することが期待さ

れ、目標を上回る成果が得ら

れたと認められる。 

 

⑥イ 国際相互承認締結に

向けた準備について、国

際相互承認締結に向け申

請を行い、国際相互承認

審査受審のため、事務局

との調整をおこなうとと

もに、相互承認締結に必

要な人材の確保・育成を

行っている。 

さらに、審査の受審

の結果、評価チームから

は承認適当との評価を受

けており、国際相互承認

が見込まれる。 

 このことは、農林水産

消費安全技術センター

認定制度が国際基準を満

たした認定として認めら

れるものであり、JASをベ

ースとした国際規格に適

合した日本産品であるこ

とを国際的な枠組みの中

で証明でき、我が国の農

林水産業の喫緊の重要課

題である輸出力強化に資

することが期待されるこ

とから、目標の水準を上

回る成果が得られてい

ると認められる。（評

定：Ａ） 
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まかな審査時期（9月頃）の提案を受けることができたため、確

定した時期に向け必要な準備体制を構築。 

③ 併せて、FAMIC認定センターが認証機関に対して実施している

審査状況をリモートにより確認したいとの要望を受けることと

なったが、早めのヒアリングにより受審時までに受け入れ先認

証機関の検討及び認定センターによるリモート審査への準備を

的確に実施。 

④ 9月26日～9月30日で審査が行われる通知を受理した8月以

降は、各パートにおける説明資料（組織概要、認定センター審

査体制、審査員等力量管理等）の英訳版を拡充。 

⑤ 審査受審の直前の9月12日及び9月20日には、評価チーム、

通訳者らとのリモートでの試行を行い、審査同日は不備無く審

査が行える通信環境を確認。 

⑥ 評価チームの発言を迅速かつ的確に把握し、回答できるよう、

科学技術の通訳に実績が豊富な業者に通訳を依頼。 

 

 これらの取組の結果、国際相互承認審査は滞りなく完了し、評価

チームからは承認適当との評価結果を得ることが出来た。 

⑦ 農林水産物及び食品の輸出の

促進に関する業務 

ア 認定農林水産物・食品輸出促

進団体への協力に関する業務 

輸出促進法第 43条第2項に規

定する認定農林水産物・食品輸

出促進団体から輸出促進法第 43

条第 3 項第 1 号に掲げる業務の

実施に関し協力依頼があった場

合は、輸出促進法第 51条及びセ

ンター法第 10条第 3項の規定に

基づき、専門家の派遣その他の

必要な協力を行う。 

⑦ 農林水産物及び食品の輸出

の促進に関する業務 

ア 認定農林水産物・食品輸出

促進団体への協力に関する業

務については、輸出促進法第

43条第2項に規定する認定農林

水産物・食品輸出促進団体か

ら輸出促進法第43条第3項第1号

に掲げる業務の実施に関し協

力依頼があった場合は、輸出

促進法第51条及びセンター法

第10条第3項の規定に基づき、

専門家の派遣その他の必要な

協力を行う。  

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（実施件数/要請件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

⑦ア 輸出促進法第 51条及びセンター法第 10条の規定に基づき、

認定農林水産物・食品輸出団体からの要請を受けて、日本産製材

の輸出促進を目的とした団体規格の策定について専門家を派遣し

て協力した。 

【実施率100%（1/1）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：実施率は、100%であ

り、計画における所期の目

標を達成している。 

⑦ア 認定農林水産物・食

品輸出促進団体への協力

について、1 件実施し、

実施率は 100 %であるこ

とから、事業計画におけ

る所期の目標を達成して

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

イ 登録発行機関及び登録認定

機関の登録及びその更新の申

請に係る調査 

 輸出促進法第 18条第 2項（輸

出促進法第21条第2項及び第36

条において準用する場合を含

む。）に基づく農林水産大臣の

指示に従い、登録及びその更新

の申請が輸出促進法第 20条（登

録認定機関にあっては輸出促進

法第 35条）で定める登録基準に

適合しているかどうかを調査

し、調査結果を農林水産大臣に

報告する。 

イ 登録発行機関及び登録認定

機関の登録及びその更新の申

請に係る調査については、次

の取組を行う。 

輸出促進法第18条第2項（輸

出促進法第21条第2項及び第36

条において準用する場合を含

む。）に基づく農林水産大臣の

指示に従い、登録及びその更新

の申請が輸出促進法第20条（登

録認定機関にあっては輸出促進

法第35条）で定める登録基準に

適合しているかどうかを調査

し、調査結果を農林水産大臣に

報告する。 

 

＜定量的指標＞ 

◇調査実施率：

100％（調査報告

件数/農林水産大

臣からの調査依頼

件数。調査中の案

件を除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

イ 輸出促進法第18条第2項（輸出促進法第21条2項及び第36条

において準用する場合を含む。）に基づく登録発行機関及び登録

認定機関（以下「登録発行機関等」という。）の登録における調

査 1件について、業務の進行管理を適切に行い、農林水産大臣へ

調査結果を報告した。 

【調査実施率100％（1/1）】 

 また、登録発行機関等の業務規程等の変更の届出に関する調査

を行い、令和4年度に調査が終了した28件を依頼のあった農林水

産省に報告した。 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：調査実施率は 100％で

あり、計画における所期の

目標を達成している。 

⑦イ 輸出促進法に基づく

調査について、登録発行

機関等の登録の調査 1件

実施し、調査実施率は

100 %であることから、

事業計画における所期の

目標を達成していると認

められる。（評定：Ｂ） 
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ウ 登録発行機関若しくは登録

認定機関又はこれらの者とそ

の業務に関して関係のある事

業者に対する立入検査 

輸出促進法第55条第1項の

規定に基づく立入検査につい

ては、農林水産大臣の指示に

従い実施するとともに、検査

結果を取りまとめ、農林水産

大臣に報告する。 

ウ 輸出促進法に基づく立入検

査については、登録発行機関

若しくは登録認定機関又はこ

れらの者とその業務に関して

関係のある事業者に対して次

の取組を行う。 

  輸出促進法第55条第1項の

規定に基づく立入検査につい

ては、農林水産大臣の指示に

従い、検査結果を取りまと

め、農林水産大臣に報告す

る。 

＜定量的指標＞ 

◇検査実施率：

100％（検査報告

件数/農林水産大

臣が指示した検

査件数。検査中

の案件を除く。） 

＜主要な業務実績＞ 

ウ 輸出促進法第 55 条第 1 項の規定に基づく立入検査について

は、農林水産大臣の指示に従い 7 機関の登録発行機関等に対す

る立入検査に着手し、7 機関の立入検査が令和 4 年度内に終了

し、農林水産大臣に報告した。 

なお、当該立入検査として、事業所調査 11 件及び立会調査 3

件を実施した。 

【検査実施率100％（14/14）】 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：検査実施率は 100％

であり、計画における所期

の目標を達成している。 

⑦ウ 輸出促進法に基づく

立入検査について、14 

件実施し、検査実施率は

100 %であることから、

事業計画における所期の

目標を達成していると認

められる。（評定：Ｂ） 

エ 行政部局の要請による調査に

ついては、適正に実施し、調査

終了後は調査結果を取りまと

め、要請者に対し報告する。 

【重要度：高】 

政府の農林水産物・食品の輸出

額目標である2030年5兆円の達成

に向け、輸出促進法に基づく登録

発行機関及び登録認定機関制度を

活用し、輸出証明書発行及び施

設認定の加速化を図ることや認定

農林水産物・食品輸出促進団体

が輸出促進のための規格を策定

することは重要。⑦の業務は、輸

出先国との協議において、本制度

の信頼性を証明するために必要不

可欠な業務であること、また輸出

促進のための規格策定に資する

業務であることから、重要度が高

い。 

エ 行政部局の要請による調査に

ついては、適正に実施し、調査

終了後は調査結果を取りまと

め、要請者に対し報告する。 

＜主要な業務実績＞ 
エ 該当する事案はなかった。 

 
 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－３ 食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条及び第12条 

当該項目の重要度、困難度 【重要度：高】 

② サーベイランス・モニタリング年次計画に従った分析業務 

③ 食品安全に係る有害化学物質の分析能力の確立 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

① 農林水産省か

らの緊急要請業

務 

実施率 100％(報告件数/要請

件数) 

実績なし 実績なし 実績なし   予算額(千円) 191,127 186,150 182,898   

決算額(千円) 164,798 161,275 157,797   

② サーベイラン

ス･モニタリング

年次計画に従っ

た分析業務(農林

水産省依頼分析) 

実施率 100％(報告分析件数/

依頼分析件数) 

100％ 

(896件/896

件) 

100％ 

(968件/968

件) 

100％ 

(907件/907件) 

  経常費用(千円) 165,738 163,637 153,646   

経常利益(千円) 9,767 7,040 10,018   

行政コスト(千円) 166,680 164,654 154,629   

③ 食品安全に係る

有害化学物質の

分析能力の確立

(SOP及び報告書作

成) 

実施率 100％(年度内 SOP及び

報告書作成数/年度内

に分析能力を確立す

るよう農林水産省が

指示する課題数) 

100％ 

(6件/6件) 

100％ 

(7件/7件) 

100％ 

(7件/7件) 

  

行政サービス実

施コスト(千円) 
- - -   

④ サーベイラン

ス･モニタリング

の確認分析業務 

実施率 100％(分析実施点数/

指示点数) 

100％ 

(73点/73点) 

100％ 

(20点/20点) 

100％ 

(38点/38点) 

  従事人員数 14 14 13   

 

⑤ ISO/IEC 17025 要求

事項への適合の

維持 

ISO/IEC 17025への

適合性の維持 

－ 適合性を維持 適合性を維持 適合性を維持   

       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ３ 食品の安全性に関するリスク

管理に資するための有害物質

の分析業務 

  農林水産省が行う食品の安全

性向上の取組に資するため、食

品に含有する有害化学物質の分

析を進める。 

① 農林水産省からの緊急命令

等業務 

  農林水産大臣からセンター法

第 12条の規定に基づき調査、分

析又は検査を緊急に実施するよ

う命令があった場合その他緊急

に要請があった場合には、最優

先で組織的に取り組み、必要な

調査、分析又は検査を実施し、

その結果を速やかに報告する。 

３ 食品の安全性に関するリスク管理

に資するための有害物質の分析業

務 

  食品の安全性に関するリスク管

理に資するための有害物質の分析

業務の実施に当たっては、調査分

析の品質を保証するため、品質マ

ネジメントの維持、向上に努める

ほか、麦類の赤かび病の多発によ

りかび毒の追加調査の依頼があっ

た場合にあっても、創意工夫によ

り改善を図り、効果的かつ効率的

に取り組むものとする。 

① 農林水産省からの緊急命令等

業務 

  農林水産大臣からセンター法第

12条の規定に基づき調査、分析又

は検査を緊急に実施するよう命令

があった場合その他緊急に要請が

あった場合に、最優先で組織的に

取り組み、機動的かつ的確に対応

することができるよう、次の取組

を行う。 

＜定量的指標＞ 
○食品の安全性に

関するリスク管

理に資するため

の有害物質の分

析業務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとす

る。 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/要

請件数） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目4（項目）×2点（Ｂ）＝8点 
Ｂ：基準点（8）×9/10≦ 各小項目の合計点（8）＜基準点(8)×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施する。 

＜業務の評価＞ 
サーベイランス・モニタリング分析業務において、農林水産省が実施する、麦類の赤かび病

かび毒のリスク管理における低減指針の有効性の検証に貢献した。 

以上のような取組により、農林水産省が行う国民の健康の保護に貢献する施策の基盤とな

る有害化学物質の実態調査に大きく貢献し、FAMICの信頼性を向上させた。 
 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 5 の小項目のうち実績の

ない1項目を除き、Ｂが4項

目であり、小項目を積み上

げた項目別評定はＢであっ

たため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 
 具体的には、次のとお

り。 
 

＜主要な業務実績＞ 
① 緊急に対応すべき課題が生じた場合に、迅速かつ的確に対

応することができるよう、次の取組を行った。 
 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：アについては農林水

産省からの緊急要請がなか

ったため評価せず。 
 なお、指標のないイ、ウ

の業務については計画のと

おり適切に実施している。 

① 農林水産省からの緊急命

令等業務については、実

績がないため評価せず。

（評定：－） 

なお、指標のないイ、

ウの業務については計画

のとおり適切に実施して

いると評価する。 

ア 緊急の命令があった場合等に

は、他の業務に優先して、必要な

調査、分析又は検査の進行管理を

適切に行いつつ機動的かつ正確に

実施し、その結果を速やかに 農林

水産大臣に報告する。 

 ア 該当する事案はなかった。 

イ 食品安全に係る有害化学物質の

調査研究結果及び緊急時に活用す

る可能性の高い研究論文、国際規

格等を平時から整理し、必要時に

分析方法等を速やかに参照できる

体制を維持する。 

 イ  緊急の要請に備え、次の取組を行った。 危害要因のうち

農林水産省が優先的にリスク管理を行う対象に位置づけて

いる有害化学物質に関する分析試験方法や規準について、

飼料分析基準、EU法、AOAC法、Codex規格等から検索して作

成しているデータベースを最新の情報に更新した。また、

要請が想定される事案ごとに研究論文や分析方法等を整理

した。 

ウ 専門的知見を有する職員、分析

機器及び外部有識者や外部機関に

係る情報の登録・更新を行う。ま

た、必要に応じて、緊急命令等が

あった場合の組織としての対応や

処理の手順を見直す。 

 ウ 緊急分析として想定される危害要因について、その内容

に応じた分析技術等を有する職員及びその際に用いる分析

機器（GC/MS、LC-MS/MS、ICP-MS、リアルタイム PCR等）の登

録・更新を行った。また、外部有識者や外部機関の情報の

データベースを更新した。 
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② サーベイランス･モニタリン

グ年次計画に従った分析業務 
 農林水産省が示す「令和4年

度食品の安全性に関する有害化

学物質のサーベイランス・モニ

タリング年次計画」において調

査対象とされた有害化学物質

及び食品のうち、農林水産省

が依頼するものについて、調

査実施要領及び仕様書に従っ

て分析を実施し、報告する。 

【重要度：高】 

 ②の業務は、食品が安全かどう

かを判断するための食品中の有害

化学物質の含有実態把握に寄与す

るものであり、農林水産省が進め

る食品安全に関するリスク管理に

資する基礎データとなることか

ら、重要度が高い。 

② サーベイランス･モニタリング

年次計画に従った分析業務  
 「令和 4年度食品の安全性に関

する有害化学物質のサーベイラン

ス・モニタリング年次計画」にお

いて調査対象とされた有害化学

物質及び食品のうち、農林水産

省からの依頼があったものにつ

いて、進行管理を適切に行いつ

つ、調査実施要領及び仕様書に

従って分析を実施し、農林水産

省の示す様式に従い、分析結果

を的確かつ速やかに報告する。 

＜定量的指標＞      
◇実施率：100％

（報告分析件

数/依頼分析件

数） 

＜主要な業務実績＞ 

② 農林水産省が策定する「サーベイランス・モニタリング年

次計画」に含まれる次の品目と有害化学物質の組合せについ

て農林水産省から依頼のあった実態調査を、実施要領、仕様

書等に従い全て実施（依頼分析件数 907 件）し、年度内に報

告を求められていた全ての結果を農林水産省に報告した。 

（表1-3-1参照） 

【実施率100％（907/907）】 
 

ア 「令和 4 年度麦類のかび毒含有実態調査の実施について

（令和 4年 6月 3日付け 4消安第 1256号、令和 4年 6月 17

日付け 4 消安第 1256-1 号農林水産省消費・安全局農産安全

管理課長通知）」に基づき、依頼のあった小麦、大麦及びラ

イ麦中のかび毒（民間の分析機関では対応が困難なDON-3-グ

ルコシドを含む。）※892 件の分析を実施し、その結果を調

査実施要領及び仕様書に従い報告した。 

イ 「令和4年度エキナセア中のピロリジジンアルカロイド類

含有実態調査の実施について（令和4年8月9日付け4消安

第 2526 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通

知）」に基づき、依頼のあったエキナセア 15 件の分析を実

施し、その結果を調査実施要領及び仕様書に従い報告し

た。 

 

※：タイプ B トリコテセン類（デオキシニバレノール（DON）、

ニバレノール（NIV）、3-アセチル DON、15-アセチル DON、4-ア

セチル NIV、DON-3-グルコシド）、タイプ A トリコテセン類

（T-2 トキシン、HT-2 トキシン、ジアセトキシスシルペノー

ル）、ゼアラレノン(ZEN)、麦角アルカロイド類（エルゴクリ

スチン、エルゴクリスチニン、エルゴタミン、エルゴタミニ

ン、エルゴクリプチン、エルゴクリプチニン、エルゴメトリ

ン、エルゴメトリニン、エルゴシン、エルゴシニン、エルゴ

コルニン、エルゴコルニニン） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：農林水産省からの依

頼分析件数に対する実施率

は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。 

② サーベイランス・モニタ

リング年次計画に従った

分析業務について、農林

水産省が依頼した実態調

査に係る分析（依頼分析

件数：907 件）を実施

し、実施率は100 %である

ことから、事業計画にお

ける所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

③ 食品安全に係る有害化学物

質の分析能力の確立 
 すでに分析能力を確立して

いる分析試験に加えてサーベ

イランス・モニタリングの確

認分析や民間分析機関で分析

困難な有害化学物質の分析を

可能にするため、農林水産省

が指示する有害化学物質と食

品の組合せについて、農林水

産省の定める「分析法の妥当

性確認に関するガイドライ

ン」の規準を満足する信頼性

データを備えた分析の標準作

業手順書（SOP）を作成し、必

要に応じ改訂し、分析能力を

確立する。 

③ 食品安全に係る有害化学物質

の分析能力の確立 
農林水産省が調査を検討して

おり、サーベイランス・モニタ

リングの確認分析の必要性が高

い有害化学物質や民間分析機関

での分析が困難な有害化学物質

等について、農林水産省の定め

る「分析法の妥当性確認に関す

るガイドライン」の規準を満た

す試験法の標準作業手順書

（SOP）を作成、必要に応じ改訂

し、分析能力の確立に取り組

む。 

＜定量的指標＞ 
◇実施率：100％

（年度内SOP及

び報告書作成

数/年度内に分

析能力を確立

するよう農林

水産省が指示

する課題数） 

＜主要な業務実績＞ 
③ 農林水産省からの指示、「令和 4 年度食品の安全性に関す

るリスク管理に資するための有害化学物質の分析業務につい

て（令和 4年 6月 3日付け 4消安第 1235号農林水産省消費・

安全局長通知）」に基づき、農林水産省が調査を検討してお

り民間分析機関での対応が困難な 7 つの危害要因と食品の組

合せ等について取り組み、うち、次のアのとおり、6 件の SOP

を作成し、イのとおり1件の取組結果を報告した。 

【実施率100％（7/7）】 

ア 作成したSOP 
・LC-MS/MS によるニバレノール配糖体分析標準作業書（小

麦、大麦） 

・LC-MS/MSによるかび毒の一斉分析標準作業書（スクリーニ

ング）（ハトムギ、ソバ中のフザリウム毒素、アフラトキ

シン類、オクラトキシンA） 

・LC-MS/MSによるキク科植物等中のピロリジジンアルカロイ

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：農林水産省からの指

示課題数に対するSOP及び報

告書作成実施率は100％であ

り、計画における所期の目

標を達成している。 

③ 食品安全に係る有害化

学物質の分析能力の確立

について、SOP作成6 件及

び取組結果報告 1 件実施

し、実施率は 100%である

ことから、計画における

所期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 
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また、規準を満たす分析の

SOP 作成が困難である場合

は、その旨を示す妥当性確認

結果に関する報告書を作成す

る。 

【重要度：高】 
 ③の業務は、分析法が確立して

いない有害化学物質と食品の組合

せについて、農林水産省の指示に

基づき、②や④の分析業務を行う

前に分析能力を確立するものであ

り、農林水産省が進める食品安全

に関するリスク管理に必要不可欠

であることから、重要度が高い。 

ド類分析標準作業書 

・GC-MS/MS による乳児用調製乳中の 2-/3-MCPD 脂肪酸エステ

ル類、グリシドール脂肪酸エステル類及び 2-/3-MCPD 分析

標準作業書 

・GC-MSによる飴菓子中のアクリルアミド分析標準作業書 

・GC-MSによるかつお節中のDP、OPP分析標準作業書 

 

イ 取組を報告した危害要因 
・ポテト系スナック菓子中のアクリルアミドについて、試

料の均質化条件と分析値のばらつきの関係を把握するため

の検討を行い、検討結果を報告した。 

④ サーベイランス・モニタリ

ングの確認分析業務 
 農林水産省が実施する有害

化学物質等の含有実態調査の

分析値の信頼性を確認するた

め、調査試料のうち農林水産

省が指示する有害化学物質と

食品の組合せについてクロス

チェック（相互検証）を実施

する。 

④ サーベイランス・モニタリン

グの確認分析業務 
 農林水産省が実施する有害化

学物質等の含有実態調査の分析

値の信頼性を確認するため、農

林水産省が指示する有害化学物

質と食品の組合せについてクロ

スチェック（相互検証）を実施

する。 

＜定量的指標＞ 
◇実施率：100％

（分析実施点

数/指示点数） 

＜主要な業務実績＞ 
④ 農林水産省からの指示「令和 4 年度食品の安全性に関する

リスク管理に資するための有害化学物質の分析業務について

（令和 4年 6月 3日付け 4消安第 1235号農林水産省消費・安

全局長通知）」に基づき、実態調査の分析値の信頼性を確認

するため、次の危害要因と調査試料の組合せについて、農林

水産省が指示する調査試料についてクロスチェックを行うた

めに分析を実施し、その結果を報告した。 

【実施率100％（38/38）】 
・アクリルアミド（ポテト系スナック菓子 11 点、ビスケッ

ト類17点、米菓10点） 

＜評定と根拠＞ 
評定： Ｂ 
根拠：農林水産省からの指

示点数に対する分析実施率

は100％であり、計画におけ

る所期の目標を達成してい

る。 

④ サーベイランス・モニ

タリングの確認分析業務

について、農林水産省が指

示した調査試料38 点の分析

を実施し、実施率は100 %で

あることから、計画にお

ける所期の目標を達成し

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

なお、農林水産省が分

析を委託した民間分析機

関からの報告値と FAMICの

確認分析結果の間に差異

があった試料について速

やかに再試験を実施し、

FAMIC からの報告値に誤り

がないことを確認した。

その後、民間分析機関の

報告値に誤りがあったこ

とが判明し、民間分析機

関に対して原因究明と是

正措置を命じることがで

きた。以上のことから、

クロスチェックの実施に

より、農林水産省が実施

する調査の分析値に対す

る信頼性確保に、確実に

貢献している。 
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⑤ ISO/IEC 17025 要求事項への適

合の維持 
 農林水産省が行う食品の安全

性に関するリスク管理を推進す

る上で必要とする調査分析の品

質を保証するため、分析機関に

求められる国際標準である

「ISO/IEC 17025試験所及び校正機

関の能力に関する一般要求事

項」（以下「一般要求事項」とい

う。）に基づき、認定機関による

更新審査の結果を踏まえ、全て

の要求事項に適合し認定試験所

としての体制を維持する。  

 また、認定を受けた麦類のか

び毒の分析試験以外の分析試験

についても、その品質を保証す

るため、一般要求事項に適合し

たマネジメントの構築、維持を

目指す。 

⑤ ISO/IEC 17025 要求事項への適合

の維持 
 農林水産省が行う食品の安全性

に関するリスク管理を推進する上

で必要とする調査分析の品質を保

証するため、平成２５年度に適合

認定を取得した「ISO/IEC 17025試験

所及び校正機関の能力に関する一

般要求事項」（以下「一般要求事

項」という。）について、認定機関

によって実施されるサーベイラン

ス審査の結果を踏まえ、引き続き

全ての要求事項に適合し、認定試

験所としての体制を維持する。 

 また、認定を受けた麦類のか

び毒の分析試験以外の分析試験

についても、その品質を保証す

るため、一般要求事項に適合し

たマネジメントシステムの構

築、維持を目指す。 

＜定性的指標＞ 

◇ISO/IEC 17025 へ

の適合性の維

持 

＜主要な業務実績＞ 

⑤ ISO/IEC 17025:2017による本部の試験所認定（LC-MS/MSによる

小麦及び大麦中の赤かび病かび毒の定量試験）について、内

部監査を実施するとともに、マネジメントレビューを実施し

て継続的改善を図った。また、令和4年11月30日に行われた

認定機関によるサーベイランス審査で、一般要求事項に適合

していると評価され、認定試験所としての体制を維持した。 

また、試験所認定を受けた分析試験以外の分析試験につい

ても、外部技能試験に取り組み、一般要求事項に適合したマ

ネジメントシステムを維持した。 

・DON、ZEN、T-2トキシン、HT-2トキシン（小麦粉） 

・麦角アルカロイド類（ライ麦） 

・アクリルアミド（ポテトクリスプ） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：ISO/IEC 17025:2017 に

よる本部の試験所認定のサ

ーベイランス審査におい

て、一般要求事項に適合し

ていると評価され、ISO/IEC 

17025:2017に基づく品質保証

体制を維持しており、目標

の水準を満たしている。 

⑤ 農林水産省が行う食品

の安全性に関するリスク

管理を推進する上で必要

とする調査分析の品質を

保証するために取得した

ISO/IEC 17025:2017認定に

ついて適合性を維持して

いることから、目標の水

準を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 

 

 
 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－１ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第１－４ その他の業務 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 センター法第10条第1項第1号、第2号、第6号及び第11号並びに第2項第8号 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号） 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 
(1) カルタヘナ法関係業

務 
実施率 100％(報告件数/

立入検査件数) 
実績なし 実績なし 実績なし   予算額（千円） 490,683 493,539 474,836   

決算額（千円） 476,859 478,451 489,018   
(2) 情報提供業務 

① ホームページ等に

よる情報提供 

顧客満足度 
 

5段階評価平均値

3.5以上 

(ホームページ) 

 

 

3.8 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

  経常費用（千円） 469,482 463,294 494,954   

経常利益（千円） 31,570 18,921 41,858   
(メールマガジン) 

(広報誌) 
4.2 

4.2 
4.1 

4.2 
3.9 

4.6 
行政コスト（千円） 471,478 465,550 497,399   

行政サービス実施 

コスト（千円） 
- - -   

② 事業者等からの講

師派遣依頼等 
顧客満足度 5段階評価平均値

3.5以上 
4.3 4.5 4.4   従事人員数 48 48 51   

 

③講習会の開催 顧客満足度 5段階評価平均値

3.5以上 
4.3 4.2 4.3   

(3) 検査・分析に係る信

頼性の確保及び業務

遂行能力の継続的向

上 

① 分析業務の精度管

理 

外部技能試

験の実施予

定数に対す

る実施率 

100％(参加回数/

計画回数) 

100％(12/12) 100％(10/10) 100％(11/11)   

② 技術研修の実施 実施率 100％(実施件数/

計画件数) 

100％(33/33) 100％(35/35) 100％(36/36)   

(4) 関係機関との連携 

① 国民生活センター

との連携 

研修・講座

の開催につ

いての連携 

－ 4回 2回 7回   

② 国際技術協力要請

(専門家の派遣) 
実施率 
 

100％(専門家の派

遣実施件数及び海

外からの研修員の

受入件数/依頼件

数) 

実績なし 100%(2/2) 

 
100%(5/5) 

 
  

② 国際技術協力要請

(海外研修員の受入) 

実績なし 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
４ その他の業務 
 

４ その他の業務 
 その他の業務の実施に当たって

は、各職員が自身の業務を点検

し、常に業務改善の意識を持って

創意工夫に努め、効果的かつ効率

的に業務に取り組むものとする。 
 

＜定量的指標＞ 
○その他の業務 
中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目7（項目）×2点（Ｂ）＝14点 
Ｂ：基準点（14）×9/10≦ 各小項目の合計点（14）＜ 基準点（14）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に基づき適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
 引き続き農林水産省の指示に基づき、当該業務を的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 8 の小項目のうち実績

のない 1項目を除き、Ｂ

が 7項目であり、小項目

を積み上げた項目別評定

はＢであったため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 
 具体的には、次のと

おり。 

(1) カルタヘナ法関係業務 

 遺伝子組換え生物等の使用等

の規制に関する措置を講ずるこ

とにより生物の多様性に関する

条約のバイオセーフティに関す

るカルタヘナ議定書等の的確か

つ円滑な実施を確保し、国民の

健康で文化的な生活の確保に寄

与することを目的とする遺伝子

組換え生物等の使用等の規制に

よる生物の多様性の確保に関す

る法律（平成15年法律第97号。

「カルタヘナ法」という。）第 32

条第1項の規定に基づき、同条第

2 項の農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及び収

去を実施し、その結果を指示し

た期間内に農林水産大臣に報告

する。 

(1) カルタヘナ法関係業務 

 遺伝子組換え生物等の使用等の

規制による生物の多様性の確保に

関する法律（平成 15 年法律第 97

号。「カルタヘナ法」という。）第

32 条第 1 項の規定に基づき、同条

第 2 項の農林水産大臣の指示に従

い、立入り、質問、検査及び収去

を実施し、その結果を指示期間内

に農林水産大臣に報告する。ま

た、立入検査等を行うための規程

等を必要に応じて見直す。 

 

＜定量的指標＞ 

◇実施率：100％

（報告件数/立入

検査件数） 

＜主要な業務実績＞ 
 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：実績がないため

評価せず。 

(1) カルタヘナ法関係業務

について、実績がない

ため評価せず。（評

定：－） 

(2) 情報提供業務 

 国民の食に関する知識や食品

に対する信頼性の向上及び安全

で信頼できる農産物の生産・流

通に資するため、農業生産資材

及び食品の安全性、JAS、食品表

示等に関する情報、科学的知

見、各種制度や検査結果など、

FAMIC の業務に関して生産者、事

業者等の関心の高い情報を、ホ

ームページ、メールマガジン、

広報誌及び講習会等の実施によ

(2) 情報提供業務  
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り分かりやすく提供する。この

ため、以下の取組を行う。 

① ホームページ等による情報提

供 
 ホームページ、メールマガジ

ン、広報誌等を通じて、国民に

対し、肥料、農薬、飼料、飼料

添加物等の農業生産資材の安全

性に関する情報や、JAS、食品表

示等に関する情報を分かりやす

く提供する。 

 ホームページ、メールマガジ

ン及び広報誌については、サー

ビスの受け手である利用者等の

声を反映した業務の改善を図る

ため、アンケート調査等により

顧客満足度を測定して、5段階評

価で3.5以上の評価となることを

目標とする。 

① ホームページ等による情報提

供 
ア ホームページの情報の内容を

適宜更新することにより、JAS等

に関する情報、食品表示に関す

る情報、農薬登録に関する情

報、農業生産資材の安全性に関

する情報や企業等からの相談事

例等を速やかに提供する。 

＜定量的指標＞

◇ 顧 客 満 足

度：3.5 以上

（5段階評価平

均値） 

＜主要な業務実績＞ 
① 情報提供業務を的確に行うため、次の取組を行った。 
ア ホームページの情報の内容を適宜更新することにより、JAS 製品の品

質に関する情報、食品表示に関する情報、農薬登録に関する情報、農

薬・肥料・土壌改良資材・飼料・飼料添加物・ペットフードの安全性に

関する情報や企業等からの相談事例等をホームページに速やかに掲載し

た。 
（更新回数209回、アクセス回数481,377 回） 
 

〔ホームページの主な掲載内容〕 
・食品等検査関係情報（JAS、食品表示、調査研究報告、分析マニュア

ル等） 

・農薬検査関係情報（登録・失効情報、農薬登録申請、GLP 適合確認申

請等） 
・肥飼料検査関係情報（関係法令・通知、肥料登録申請手続き、肥料

等試験法・飼料分析法・愛玩動物用飼料等の検査法、検査結果の公

表等） 

・WOAH コラボレーティング・センターとしての活動（輸入飼料原料の

有害物質のモニタリング結果及び概要、分析法、ハザードカード、

飼料研究報告（要旨）等）・ISO・Codex・国際協力関連情報・セン

ター情報（行事・講習会等情報、相談窓口等） 
・公表事項（独立行政法人通則法に基づく公表事項、調達情報等） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：ホームページ、

メールマガジン及び広

報誌の顧客満足度 3.5

以上であり、計画にお

ける所期の目標を達成

している。 

 

(2)① ホームページ等

による情報提供につい

て、アンケート調査等

により顧客満足度は 5

段階評価の平均で 3.5

以上となっていること

から、計画における所

期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

 

 イ 内閣府食品安全委員会等の動

向や食品の安全と消費者の信頼

の確保に関する情報を事業者等

に対して速やかに提供するた

め、希望者にメールマガジンを

毎月3回以上配信する。 
 

 イ 内閣府食品安全委員会等の動向や食品の安全と消費者の信頼の確保

に関する情報を事業者等に対して速やかに提供するため、希望者にメ

ールマガジンを 49回（3月末現在登録者数 6,367、延べ配信数 310,630

通）配信した。 

 

〔メールマガジンの主な掲載内容〕 
FAMICの情報（行事・講習会等）及び食の安全と消費者の信頼確保に

関する情報（各府省の報道発表資料等） 

  

 ウ 業務に関連した情報や知見な

どを分かりやすく提供するた

め、広報誌を 4 回以上発行す

る。  

 
ウ 業務に関連した情報や知見などをわかりやすく提供するため、広報

誌「大きな目小さな目」を4回（毎回5,000部）発行し、学校・教育関

係機関等に配付した。また、写真やイラストを多用しつつ、出来る限

り消費者が分かりやすい表現となるよう工夫した。 

〔広報誌の主な掲載内容〕 

・食品、肥料、農薬、飼料等及び土壌改良資材に関する情報 

・Q＆A 

・行政情報 

・食と農のサイエンス 

 
 

 
 エ  より効果的な情報提供の取組

を進めるため、検査等業務及び

情報提供業務等に従事する職員

から成る委員会を年 10回以上開

催する。 

 エ より効果的な情報提供の取組を進めるため、検査等業務及び情報提

供業務等に従事する職員を構成員とする情報提供推進委員会を 11 回開

催し、ホームページ、メールマガジン、広報誌、イベント等における

提供情報の的確性及びわかりやすさ等について検討を行った。 
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 オ ホームページ、メールマガジ

ン及び広報誌については、サー

ビスの受け手である利用者等の

声を反映した業務の改善を図る

ため、5段階評価で3.5以上の評

価となることを目標として、提

供した情報の内容や提供方法に

ついての顧客満足度をアンケー

ト調査等により測定する。 

 また、顧客満足度が 5段階評

価で 3.5 未満の場合には、その

原因を究明して必要な改善措置

を速やかに講ずる。 

 オ 利用者等の声を反映した業務の改善を図るため、利用者に対するア

ンケート調査による効果測定を実施した。各業務の顧客満足度（5段階

評価）の平均値は、次のとおり3.5以上の評価であった。 
・ホームページ  3.9 
・メールマガジン 3.9 
・広報誌     4.6 

  

 
② 事業者等からの講師派遣依頼

等 
 事業者等からの講習・講師派

遣依頼や相談等に対して、適切

かつ積極的に対応するため、事

業者等の求める情報の内容に留

意しつつ、検査等業務を通じて

蓄積した専門的・技術的な知見

を活用して情報を提供する。ま

た、消費者からの相談が寄せら

れた場合は、行政サービスの一

環として対応する。 

 事業者等からの講習・講師派

遣依頼等については、サービス

の受け手である依頼者や利用者

等の声を反映した業務の改善を

図るため、アンケート調査等に

より顧客満足度を測定して、5

段階評価で 3.5以上の評価とな

ることを目標とする。 

② 事業者等からの講師派遣依頼

等 
 事業者等からの講習・講師派

遣依頼や相談等に対して、適切

かつ積極的に対応するため、以

下の取組を行う。また、消費者

からの相談が寄せられた場合

は、行政サービスの一環として

対応する。 

ア 事業者等からの依頼を受け

て、農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標準

化施策の推進、食品表示の適正

化等に資する技術的な情報を提

供する講習会等へ、講師を積極

的に派遣する。 

イ 事業者等からの講習・講師派

遣依頼等に適切に対応するため

顧客満足度が高かった講習等で

使用したテキスト等のデータベ

ース化やその更新等を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇顧客満足度：

3.5 以上（5 段

階 評 価 平 均

値） 

＜主要な業務実績＞ 
② 事業者等からの講習・講師派遣依頼や相談等を適切かつ積極的に対応

するため、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

ア 事業者等から依頼を受けて、講習会に役職員を講師として派遣した

（計61回、参加者4,252名）。 

 また、事業者等からの要請に応じて、委員会等に役職員を 74 回派遣

した。 

さらに、神戸センターにおいて、大学からの依頼に基づく研修を 1回

（参加者2名）実施した。 

 

イ  事業者等からの講習・講師派遣依頼等に適切に対応するため、顧客満

足度が高かった講習会で使用したテキスト等のデータベース化を新規

13 件、更新を 11 件行い、テキスト等作成作業の効率化を行った。（デ

ータベース化されたテキスト等64件） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：顧客満足度 3.5

以上であり、計画にお

ける所期の目標を達成

している。 

(2)② 事業者等からの

講師派遣依頼等につい

て、アンケート調査等

で顧客満足度は、5 段

階評価平均で 3.5以上

となっていることか

ら、計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

 

 ウ 新たな原料原産地表示への対

応を含む事業者等からの相談へ

の対応の質の向上を図るため、

受け付けた相談を整理し、重要

な事例を相談事例集に収録し、

相談業務処理マニュアルの改善

を行う。 

 ウ  相談窓口業務においては、事業者等からの食品の品質等に関する相談

4,392 件（うち、新たな原料原産地表示に関する相談 28 件）に対応し

た。また、消費者からの相談は、行政サービスの一環として対応した。 
（表1-4-1参照） 

 事業者等からの相談への対応の質の向上を図るため、相談対応マニュ

アルを見直すとともに、受け付けた相談を整理し、重要な事例 5 件を

「企業相談事例集」に追加収録するとともに既存の収録内容を精査し

た。（全収録数48件） 

  

 エ 事業者等からの依頼による講

習会及び講師派遣については、

サービスの受け手である依頼者

や利用者等の声を反映した業務

 エ 提供情報の的確性、わかりやすさ、受講者のニーズ及び業務の成

果・効果の把握等に資するため講師派遣、依頼に基づく研修の業務に

ついて、利用者に対するアンケート調査による効果測定を実施すると

ともに受講者による今後の業務への活用について把握した。顧客満足
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の改善を図るため、5 段階評価

で 3.5 以上の評価となることを

目標として、提供した情報の内

容や提供方法についての顧客満

足度をアンケート調査等により

測定する。 

 また、顧客満足度が 5 段階評

価で3.5未満の場合には、その原

因を究明して必要な改善措置を

速やかに講ずる。 

度（5段階評価）の平均値は、4.4であった。 

 

  

③ 講習会の開催 
 農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標

準化施策の推進、食品表示の

適正化等に資するため、事業

者、検査機関、都道府県等に

対して、法令に関する知識、

検査技術、分析技術、食品の

品質・表示等に関する講習会

を開催する。 
 FAMIC が主催する講習会につ

いては、サービスの受け手であ

る利用者等の声を反映した業務

の改善を図るため、アンケート

調査等により顧客満足度を測定

して、5 段階評価で 3.5 以上の

評価となることを目標とする。 

③ 講習会の開催 
  農業生産資材の安全等の確

保、農林水産分野に関する標準

化施策の推進、食品表示の適正

化等に資するため、検査等業務

を通じて蓄積された技術的知見

を事業者等へ提供するものに特

化し、次の取組を行う。 

ア 事業者を対象に、農業生産資

材、食品等に関する専門技術的知

見を活用した講習会を、参加者の

利便性などに配慮したWeb配信によ

る開催なども検討したうえで開催

し、事業者ニーズへの対応を図

る。 

＜定量的指標＞ 
◇顧客満足度：

3.5 以上（5 段

階 評 価 平 均

値） 

＜主要な業務実績＞ 
③ 農業生産資材の安全等の確保、食品の品質及び表示の適正化等に資する

ため、次の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

ア 食品表示に関する情報提供を目的とする講習会を合計 7 回（参加者計

105 名）開催した。また、札幌センター、神戸センター及び福岡センタ

ーにおいては、Web 会議システムを利用した講習会を各１回（対面形式

とのハイブリットを含む。）開催し、利用者の利便性を向上したことに

より、いずれも高評価を得ることができた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：顧客満足度 3.5

以上であり、計画にお

ける所期の目標を達成

している。 

 

(2)③ 講習会につい

て、アンケート調査等

により顧客満足度は、

5段階評価平均で3.5以

上となっていることか

ら、計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評

定：Ｂ） 

 
 イ 都道府県の職員を対象に、肥料

の安全性及び品質の確保に関す

る講習会を1回以上開催する。 

 イ 都道府県の職員を対象とする「肥料分析実務者研修」をWebにより開

催した。効果的な研修とするため、研修対象者を本年度の「共通試料

による手合せ分析」に参加した者（参加者 18名(18都道府県)）とし、

試験結果の解説と外部精度管理試験の活用方法について研修を実施し

た。（第１－１－(１) 肥料及び土壌改良資材関係業務⑤の再掲） 

  

 
 ウ 都道府県の消費生活センターの

職員等を対象に、食品の品質、検

査分析技術等に関する研修を 7回

以上開催する。 

 ウ 都道府県の消費者担当部局及び消費生活センター職員等を対象とし

て、食品の品質、検査分析技術等に関する研修を 7 回（参加者 54 

名）、都道府県の飼料業務担当の職員を対象として飼料等安全性検査技

術に関する研修を2回（参加者51名）開催した。 

  

 
 エ 主催講習会については、サービ

スの受け手である利用者等の声を

反映した業務の改善を図るため、5

段階評価で3.5以上の評価となるこ

とを目標として、提供した情報の

内容や提供方法についての顧客満

足度をアンケート調査等により測

定する。 
 また、顧客満足度が 5段階評価で

3.5未満の場合には、その原因を究明

して必要な改善措置を速やかに講ず

る。 

 エ サービスの受け手である利用者等の声を反映した業務の改善を図る

ため、主催講習会について、利用者等に対するアンケート調査による

効果測定を実施するとともに受講者による今後の主催講習会への活用

について把握した。各業務の顧客満足度（5 段階評価）の平均値は、

4.3であった。また、顧客満足度が 5段階評価で 3.5未満のものはなか

った。 

この他に、福岡センターにおいて地方公共団体職員向け立入検査に係

る講習会を１回（参加者11名）開催した。 
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(3) 検査･分析に係る信頼性の

確保及び業務遂行能力の継続的

向上 

 検査・分析に係る信頼性の確

保及び業務遂行能力の継続的向

上を図るため、以下の取組を行

う。 

(3) 検査・分析に係る信頼性の確

保及び業務遂行能力の継続的向

上 

 検査・分析に係る信頼性の確保

及び業務遂行能力の継続的向上を

図るため、以下の取組を行う。 

 
   

 
① 分析業務の精度管理 

分析試験を伴う検査等業務

に係る信頼性を確保するた

め、外部技能試験への参加

等、個別の分析業務の目的に

応じた精度管理を行う。 

① 分析業務の精度管理 
分析試験を伴う検査等業務に

係る信頼性を確保するため、

ISO/IEC 17025の考え方に基づき、

作業手順書等の基準文書に基づ

く業務管理及び技術管理を推進

し、外部技能試験への参加等、

個別の分析業務の目的に応じた

精度管理を行う。 

＜定量的指標＞ 
◇外部技能試験

の実施予定数

に対する実施

率 ： 100 ％

（参加回数/

計画件数） 

＜主要な業務実績＞ 
 ① 分析試験等の信頼性確保を図る観点から、引き続き ISO/IEC 17025の

自己適合宣言の取組を推進した。 

ア 加工食品中のアクリルアミドの定量試験等７試験項目については、

自己適合宣言を維持した。 

 

イ これと並行して、手順書の改正などISO/IEC 17025:2017への移行に

向けた取組を進め、自己適合宣言を行っている試験項目全てについ

て移行を完了した。 

 また、ISO/IEC 17025:2017の自己適合宣言への取組のほか、検査・分

析に係る信頼性を確保するため、検査等業務に応じて次の取組を行っ

た。 

○肥料の検査・分析 
  ISO/IEC 17025:2017 の考え方に従い、肥料試験品質マニュアル及び

信頼性確保に係る手順書等に基づき、業務管理及び技術管理を行っ

た。また、担当部長をラボラトリマネジメントとし、肥料試験マネ

ジメントシステムのマネジメントレビューを行い、内部監査、外部

精度管理、内部品質管理等の結果を検証した。 
○農薬の検査・分析 

ISO/IEC 17025:2017の考え方に従い構築した分析業務管理システム

に基づき、業務管理及び技術管理を行った。 
○飼料及び飼料添加物並びにペットフードの検査・分析   

  ISO/IEC 17025:2017 の考え方に従い構築した分析業務管理システム

に基づき、業務管理及び技術管理を行った。 

○食品等の検査・分析 
  ISO/IEC 17025:2005の考え方に従い、基準文書に基づき、試験を実

施し、試験実施記録等の必要な記録の励行と確認を行った。また、

ISO/IEC 17025:2017に準拠したマネジメントシステムに移行した。 

 

  全ての分析試験業務について内部精度管理を適正に実施するとと

もに、ISO/IEC 17025 に基づくマネジメントシステムを構築した業務

等については外部機関が主催する技能試験に検査分析に携わる職員

を参加（11回、延べ33名）させた。 
【実施率100％（11/11）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり

外部技能試験を実施

した。また ISO/IEC 

17025:2017 自己適合宣

言に向けて取組を進

め、国際的に通用す

る ISO規格に準拠した

マネジメントシステ

ムの体制を構築して

おり、事業計画にお

ける所期の目標を達

成している。 

 

 

 

(3)① 分析試験を伴う

検査等業務に係る信

頼性を確保につい

て、外部技能試験を

11 件実施し、実施率

100 %である。 

また、分析試験の信

頼 性 確 保 の た め に

ISO/IEC 17025 の自己適

合宣言について取組を

実施していることか

ら、計画における所期

の目標を達成している

と認められる。（評定：

Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 技術研修の実施 
 検査・分析、立入検査、調査

等の業務に携わる職員の業務遂

行能力を継続的に向上させるた

め、分析技術、分析機器の操

作、分析の精度管理、関係法令

に基づく立入検査、その他検査

② 技術研修の実施 
 検査・分析、立入検査、調査

等の業務に携わる職員の業務遂

行能力の継続的向上を推進する

ため、令和4年度職員技術研修計画

に基づき、分析技術、分析機器

の操作、分析の精度管理、関係

＜定量的指標＞ 
◇ 実 施 率 ：

100％（実施件

数 / 計 画 件

数） 

＜主要な業務実績＞ 
 ② 検査・分析、立入検査、調査等の業務に携わる職員の業務遂行能力を

継続的に向上させるため、令和 4年度職員技術研修計画（全 36件）に

基づき、次のとおり研修を行った。【実施率100％（36/36）】 
 研修の実施に当たっては、研修効果の適切な評価に資するためのア

ンケート等により研修効果を検証するとともに、事前学習課題を配布

するなど、効果的な実施に取り組んだ。   

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり

検査等業務の的確な

遂行に必要な研修を

計画的に実施してお

(3)② 技術研修につい

て、検査・分析、立

入検査、調査等の業

務に携わる職員の業

務遂行能力を継続的

に向上させるために

36  件実施し、実施率
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等業務の的確な遂行に必要な研

修を計画的に実施する。 

法令に基づく立入検査、その他

検査等業務の的確な遂行に必要

な研修を実施する。 

・中堅職員技術研修 1件 
 採用後3年目程度の職員を対象とした研修を実施した。 

・外国語力強化研修 1件 
  業務上必要な英語力を習得するための英語力強化研修を行った。 

・業務技術研修 34件 
  各法令に基づく立入検査に関する知識及び技術を習得するための

JAS 法及び食品表示法に基づく立入検査員内部研修や農薬取締法に基

づく立入検査に係る研修に加え、ISO/IEC 17025 内部監査員研修や ISO 

9000審査員研修、GMPガイドライン検査員養成研修等を行った。 

  令和 4 年度職員技術研修計画に基づく研修のほか、業務の遂行に必

要な調査研究倫理研修、輸出促進法制度に関する研修、農薬残留分析

技術研修等を適宜実施した。 

り、所期の目標を達

成している。 

は100 %であることか

ら、計画における所

期の目標を達成して

いると認められる。

（評定：Ｂ） 

(4)  関係機関との連携 

① 国民生活センターとの連携 

 独立行政法人国民生活センタ

ーとの連携については、相互の

協力を推進することとし、講師

派遣等について両者間の連携・

協力に関する合意に基づき、適

切に対応する。 

(4) 関係機関との連携 
① 国民生活センターとの連携 
 独立行政法人国民生活センタ

ーとの連携については、両者間

の連携・協力に関する合意に基づ

き、適切に対応する。 

＜定性的指標＞ 
◇研修・講座の

開催について

の連携 

＜主要な業務実績＞ 
① 独立行政法人国民生活センター（以下「国セン」という。）との協

定（平成23年5月17日締結）に基づく、FAMICが分析対応する事案は

なかった。 

 なお、国センとの合意（平成20年3月3日合意）に基づきFAMICの

主催する研修会の講師として国セン職員の招へい（3回）、商品テス

ト分析・評価委員会への委員派遣(Web)3 回、仙台センターにおいて

国民生活センターへの講師派遣（Web）1 回、本部に設置された PIO-

NETの端末の利用等の連携を図った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：研修・講座の

開催についての連携

を適切に実施してお

り、目標の水準を満

たしている 

(4)① 国民生活センタ

ーとの連携につい

て、研修会の講師と

して職員の招へい、

商品テスト検討・評

価委員会への委員派

遣などを実施してい

ることから、目標の

水準を満たしている

と認められる。（評

定：Ｂ） 

② 国際技術協力要請 

 独立行政法人国際協力機構等

の関係機関からの国際技術協力

等の要請については、国内活動

及び専門家の海外派遣を行うと

ともに、海外からの研修員の受

入れを行う。 

② 国際技術協力要請 
 農林水産省、独立行政法人国

際協力機構等の関係機関からの

国際技術協力等の要請について

は、国内活動及び専門家の海外

派遣を行うとともに、海外から

の研修員の受入れを行う。 

＜定量的指標＞ 
◇ 実 施 率 ：

100％（専門家

の派遣実施件

数及び海外か

らの研修員の

受入件数/依

頼件数） 

＜主要な業務実績＞ 
② JICAから技術協力専門家の派遣要請があり、職員を1回（1名）派遣

した（第1-1-(2) 農薬関係業務⑤の再掲）。また、JICAからの要請によ

り海外からの研修員を受入れ、FAMIC の業務概要、食品表示の科学的検

査、農薬の審査項目に関する研修を 4回（延べ 13か国、30名）実施し

た。 

 なお、日程や資料作成を含む内容の策定にあたっては派遣先や研修

員の要望に応えることができるよう事前調整を行うことで、効率的か

つ効果的に実施することができた。 

【実施率100％（5/5）】 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：要請のあった

専門家の派遣及び海

外からの研修員の受

入実施率が 100％であ

り、事業計画におけ

る所期の目標を達成

している。 

(4)② 国際技術協力業

務について、要請に

基づき5 件実施してお

り、実施率は100%で

あることから、計画

における所期の目標

を達成していると認

められる。（評定：

Ｂ） 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－１ 業務運営コストの削減 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1) 業務運営コストの縮減 
（一般管理費削減率） 

3％以上の抑制 (R3年度予算額) 
527,252千円 

3％削減 
(削減額 6,918千円) 

3％削減 
(削減額 6,757千円) 

3％削減 
(削減額 7,187千円) 

   

（業務経費削減率） 1％以上の抑制 (R3年度予算額)  
758,483千円 

1％削減 
(削減額 7,647千円) 

1％削減 
(削減額 7,623千円) 

1％削減 
(削減額 7,585千円) 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  
 以下の事業計画の実施にあ

たっては、法人の効率的な運

営に資するため、人材、施設

及び経費の活用において、各

職員が自身の業務を点検し常

に業務改善の意識を持って創

意工夫に努め、効果的かつ効

率的に業務に取り組むものと

する。 

＜定量的指標＞ 
○業務運営コストの

縮減 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 
根拠：◇小項目1（項目）×3点＋小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝5点 
Ａ：基準点（4）×12/10≦ 各小項目の合計点（5） 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施するとともに、節電の取組など能動的に経費の縮減を図った。 

 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

2 の小項目のうちＡが 1

項目、Ｂが 1項目であり小

項目を積み上げた項目別評

定はＡであったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

具体的には次のとおり。 

１ 業務運営コストの縮減  

(1) 運営費交付金を充当して行

う事業については、業務の見

直し及び効率化を進め、一般

管理費（合同庁舎維持等分担

金及び消費者物価指数による

影響額を除く。）については令

和 3年度比 3％以上の抑制、業

務経費（消費者物価指数によ

る影響額を除く。）については

令和3年度比１％以上の抑制を

することを目標に削減する。 

１ 業務運営コストの縮減 

(1) 運営費交付金を充当して

行う事業について、令和3年

度比で一般管理費（合同庁

舎維持等分担金及び消費者

物価指数による影響額を除

く。）を 3％以上、業務経費

（消費者物価指数による影

響額を除く。）を 1％以上抑

制することを目標に、(2)に

よる業務の見直し及び効率

化を進める。 

＜定量的指標＞ 

◇一般管理費削減率

（合同庁舎維持等

分担金及び消費者

物価指数による影

響額を除く。）：3％

以上 

＜主要な業務実績＞ 

(1) 人件費を除く運営費交付金で行う事業については、予算額にお

いて令和 3年度と比較すると一般管理費については 3％減、業務経

費については1％減となった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

根拠：一般管理費は令和

3年度比3％減となったこ

とに加え、節電の取組に

より電気使用量が大幅に

減少し、経費の節減に成

果があったことから、計

画における目標を上回る

成果が得られていると認

められる。 

 

(1) 一般管理費は令和 3 年

度比 3 ％減となってい

る。 

さらに、電気料金の高騰

下において、職員への啓

発、節電の取り組みにより

電気使用量を令和 3 年度比

7 ％削減したことは業務運

営の安定化に貢献している

ことから、事業計画におけ

る所期の目標を上回る成果

が得られていると認められ

る。（評定：Ａ） 
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＜定量的指標＞ 

◇業務経費削減率

（消費者物価指数

による影響額を除

く。）：1％以上

（ただし、新規・

拡充分を除く。） 

 
＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：業務経費は令和 2

年度比 1％減となり、計

画における所期の目標を

達成している。 

(1) 業務経費は令和 3 年度

比で 1 ％減となっている

ことから、計画における

所期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

 
 (2) 業務運営コストの縮減に

当たっては、次の取組を行

う。 

① 関連規程等に基づき積極的

にアウトソーシングを実施

する。 

 
(2) 業務運営コストの縮減に当たっては、次の取組を行った。 

 

 

① 「アウトソーシング実施規程」に基づき、外部委託することに

より業務運営の効率化に資するものとして、次に掲げる業務につ

いてアウトソーシングを行い、業務の効率化を図った。 

・残留農薬分析用混合標準液及びかび毒分析用混合標準液の調製作

業 

・メールマガジンの配信作業・広報誌の印刷及び発送作業 

 
指標のない（2）の業務

運営コストの縮減のための

取り組みについては計画の

通り適切に実施していると

評価する。 

 
 ② 設置している分析機器等

については、その稼働状況

や不具合の有無等の調査を

定期的に行い、調査結果に

基づいて他のセンター等へ

の移設や他の検査等業務で

の有効活用を図るととも

に、更新時期の延長等に資

するため、効果的な保守点

検を行う。 

 ② 分析機器等については、稼働状況を踏まえ、センター内で集約

化を実施するとともに、更新時期の延長等に資するため、点検等

に係る統一的な基準である「FAMIC における分析機器整備・管理方

針」に基づき、効果的な保守点検を行った。 

  

 
 ③ 環境配慮・無駄削減推進委

員会において、一般管理費

について経費節減の余地が

ないか等の見直しを引き続

き行い、無駄削減の取組目

標を定め、厳格な自己評価

を行う。 

 ③ 環境配慮・無駄削減推進委員会において、一般管理費について

経費節減の余地がないか等の見直しを引き続き行い、無駄削減の

取組目標を定め取り組んだ。また、令和 4年 12月に上半期の達成

状況を委員会に報告してより効果的な取組内容について審議する

とともに、令和5年3月に下半期の達成状況を委員会に報告し自己

評価を行った。 

（表2-2-1参照） 

 

【特筆事項等について（創意工夫等）】 

光熱水料の削減のため、これまで消灯の徹底、事務機器の省エネ

モードの設定、分析機器の原則使用時のみ通電などに取り組んでい

るが、電気料金の高騰に伴う大幅な経費の増加に対応するため、各

部・各所ごとに目標を設定した上で、節電に取り組んだ。 

  取組に当たっては、各部・各所長に更なる節電の取組を指示し、

全職員に対して協力要請を行うとともに、職員の健康に配慮し冷暖

房使用の抑制など過度な取組とならないよう注意喚起を行った。 

また、各部・各所での取組事例の収集及び全職員へのアンケート

調査を行うとともにその結果を職員に共有し、取組の高度化を行っ

た。加えて、過去の電気使用量や今後の料金単価等に関して調査・

シミュレーションを行い、年間の使用料の見込みを示すとともに、
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使用実績と併せ役職員に共有し、節電の必要性について説明を行

い、取組を推進した。 

その結果、全役職員の更なる省エネルギーの推進、環境配慮等に

向けた意識の醸成とともに、電気使用量は令和3年度に比較して、過

去5年間の平均削減率0.8%を大きく上回る約7％削減した。それによ

り電気料金の負担増加が63,712千円(使用量が令和3年度と同じ場合)

となるところ、53,883千円で抑えられ、結果9,829千円の節約が図ら

れた。 

（取組の事例） 

・建物自動ドアの通電時間の見直し 

・電気器具（冷蔵庫、電気ポットなど）の使用台数の見直し 

・ブラインドの使用による空調効果の向上 

・必要な照度を確保しつつ廊下等の照明の間引き・消灯 

・定時退庁の促進に合わせた節電の呼びかけ 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－２ 人件費の削減等 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

人件費の削減 人件費 

(令和3年度予算額以下)  
前年度予算額*  4,480,928千円 

(2年度予算額) 
4,467,853千円 

(3年度予算額) 
4,463,462千円 

(4年度予算額) 
   

* 新規・拡充業務に伴う増員分、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を含む。 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
 以下の事業計画の実施にあたって

は、法人の効率的な運営に資するた

め、人材、施設及び経費の活用にお

いて、各職員が自身の業務を点検し

常に業務改善の意識を持って創意工

夫に努め、効果的かつ効率的に業務

に取り組むものとする。 

＜定量的指標＞ 
○人件費の削減等 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＢであ

り、項目別評定はＢで

あったため。 

※小項目の点数の計算

結果は法人の自己評

価と同じ。 

 具体的には、人件費

については、令和 3年

度と比較して削減（目

標値：令和 3年度予算

額以下）しており、計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。（評定：Ｂ） 

また、給与水準につ

いては、役職員の給与

改定に当たっては、

「公務員の給与改定に

関する取扱いについ

て」を踏まえ職員給与

規程を改正する等国と

同水準が維持されてお

り適切なものとなって

いる。 

２ 人件費の削減等 
 給与水準については、「独

立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25 年 12

月 24 日閣議決定）を踏ま

え、国家公務員の給与を参酌

するとともに、役職員の給与

の在り方について検証し、そ

の検証結果や取組状況をホー

ムページにおいて公表すると

ともに、総人件費を令和 3年

度以下とする。 

 また、役職員の給与改定に

当たっては、「公務員の給与

改定に関する取扱いについ

て」（令和3年11月24日閣議

決定）に基づき適切に実施す

る。 

２ 人件費の削減等 
  給与水準については、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」

（平成 25年 12月 24日閣議決定）を

踏まえ、国家公務員の給与を参酌す

るとともに、役職員の給与の在り方

について検証し、その検証結果や取

組状況をホームページにおいて公表

するとともに、総人件費を令和 3 年

度以下とする。ただし、新規・拡充

業務に伴う増員分、退職金、福利厚

生費（法定福利費及び法定外福利

費）、非常勤役職員給与及び人事院

勧告を踏まえた給与改定部分を除

く。 

 また、役職員の給与改定に当たっ

ては、「公務員の給与改定に関する取

扱いについて」（令和3年11月24日

閣議決定）を踏まえ、適切に対応す

る。 

＜定性的指標＞ 
◇人件費（令和 3 年

度予算額以下） 
 ただし、新規・

拡充業務に伴う増

員分、退職金、福

利厚生費（法定福

利費及び法定外福

利費）、非常勤役

職員給与及び人事

院勧告を踏まえた

給与改定部分を除

く。 

＜主要な業務実績＞ 
 給与水準については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平

成25年12月24日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与を参酌し、国と

同水準を維持しており、令和 4 年度のラスパイレス指数（事務・技術職

員）は 96.7であった。 

 役職員の報酬・給与等については、報酬水準の妥当性に係る検証結果や

取組状況について令和3年度分までをホームページにおいて公表した。 
 役職員の給与改定に当たっては、「公務員の給与改定に関する取扱いに

ついて」（令和4年10月7日閣議決定）等を踏まえ、職員給与規程を改正

し、令和4年4月から一般職員俸給表を30台半ばまでの職員について、平

均 0.3％引上げ、併せて勤勉手当及び期末特別手当の支給割合の引上げを

行った。 

 また、長時間労働の削減については、次世代育成支援行動計画に基づき

各種対策に取り組んだ。 

 総人件費については、常勤職員数を令和4年1月1日時点（※）の641名

から 626名（令和 5年 1月 1日時点）と減少したことにより令和 3年度と

比較して人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利

費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告を踏まえた給与改定部分を

除く。）が6.2％減額となった。 

※ 独立行政法人通則法第60条の規定による常勤職員数の国会報告基準日

である。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：人件費は令和

3年度予算額以下であ

り、計画における所

期の目標を達成して

いる。 
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４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－３ 調達等合理化の取組 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

調達等合理化の取組(一者応札・応

募割合) 

競争性のある契約に占める一

者応札・応募割合 
42％以下 39％ 32％ 23％    

調達等合理化の取組(随意契約によ

ることができる事由の明確化) 

随意契約によることがで

きる事由の明確化 

－ 22件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

21件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

21件 

契約監視委員会によ

る事後評価の実施 

   

調達等合理化の取組(契約監視委員

会における点検・見直しの状況) 

契約監視委員会における

点検・見直しの状況 

－ いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

いずれも事由につい

て契約監視委員会に

よる事後評価を受

け、妥当性が確認さ

れている。 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
    以下の事業計画の実施にあた

っては、法人の効率的な運営に資

するため、人材、施設及び経費の

活用において、各職員が自身の業

務を点検し常に業務改善の意識を

持って創意工夫に努め、効果的か

つ効率的に業務に取り組むものと

する。 

＜定量的指標＞ 
○契約の点検・

見直し 
 中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝6点 
Ｂ：基準点（6）×9/10≦ 各小項目の合計点（6）＜ 基準点（6）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 3 の小項目のうちＢが

3 項目であり、小項目を

積み上げた項目別評定は

Ｂであったため。 
※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 
具体的には、次のとお

り。 

３ 調達等合理化の取組 
 調達等合理化の取組につ

いては、「独立行政法人に

おける調達等合理化の取組

の推進について」（平成27

年5月25日総務大臣決定）

等を踏まえ公正かつ透明な

調達手続による適切で、迅

速かつ効果的な調達を実現

する観点から、毎年度策定

する「調達等合理化計画」

３ 調達等合理化の取組 
 公正性・透明性を確保しつつ合

理的な調達を促進するため、次の

取組を行う。 

(1) 調達等合理化の取組について

は、「独立行政法人における調

達等合理化の取組の推進につい

て」（平成27年5月25日総務大

臣決定）等に基づき策定する

「調達等合理化計画」を着実に

＜定量的指標＞ 
◇競争性のある

契約に占める

一者応札・応

募割合：42％

以下（平成 30

年度から令和

2年度までの3

年間の平均を

上回らないこ

と。ただし、

＜主要な業務実績＞ 
 公正性・透明性を確保しつつ合理的な調達を促進するため、次の取組を行った。 
(1) 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年

5月 25日総務大臣決定）等に基づき、「調達等合理化計画」を策定し実施し

た。 

(表2-3-1参照) 

(2) 一者応札･応募の改善については、これまでのメールマガジン等を活用し

た調達情報の提供、仕様書の見直しや公告期間を十分確保、調達要求の集約

化、ホームページへの調達予定情報の早期掲載、積極的な競争参加者の発掘

をする等により、一者応札･応募数の減少（▲11 件）となった。その結果、

一者応札・応募の割合は件数で 22.8％となり目標の 42％以下の水準を満たし

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり調達

等合理化計画に基づく一

者応札・応募の改善に取

り組み、一者応札・応募

の割合は 22.8％となり計

画における所期の目標を

満たしている。 

(1)(2) 競争性のある契

約に占める一者応札・

応募割合について、事

業者へのアンケートの

分析等、競争性の確保

に向けての取組が行わ

れたことにより22.8 ％

（目標値：42 ％以下）

になったこと、また、

外部有識者を交えた契

約監視委員会で審議及
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を着実に実施し、以下の取

組を行う。 

(1) 契約については原則一

般競争入札とし、一者応

札・応募等の改善に不断

に取り組む。 

実施する。 

(2) 一般競争入札については、幅

広く周知し、仕様書の見直しや

公告期間を十分確保する等の改

善に不断に取り組み、一層の競

争性が確保されるように努め

る。 

契約監視委員

会において、

やむを得ない

事情があると

判断されたも

のにあって

は、評価の際

に 考 慮 す

る。） 

た。これら一者応札・応募の案件については、外部有識者を交えた契約監視

委員会において妥当性及び改善方策について審議及びフォローアップを行う

とともに、当該委員会概要をホームページで公表した。 

また、過去の不適正経理に係る再発防止強化策をはじめとする発注・検収

事務に係る自己点検を行い、適切に処理されていることを確認するととも

に、再発防止強化策の風化を防ぐため、各地域センター等業務管理課長等や

担当者に対して当該対策の策定経緯を含め定期的に周知し、不祥事の未然防

止・再発防止の再認識に努めた。 

びフォローアップが行

われる等、契約の公平

性・透明性の確保の取

組が行われていること

から、計画における所

期の目標を達成してい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

(2)  随意契約については

「独立行政法人の随意契

約に係る事務について」

（平成26年10月1日付け

総管査第284号総務省行政

管理局長通知）に基づ

き、随意契約によること

ができる事由を明確化

し、公正性・透明性を確

保しつつ合理的な調達を

実施する。 

(3) 随意契約については、「独立行

政法人改革等に関する基本的な方

針」（平成 25年 12月 24日閣議決

定）、「独立行政法人の随意契約に

係る事務について」（平成26年10月

1日付け総管査第 284号総務省行政

管理局長通知）に基づき、随意契

約によることができる事由を明確

化し、公正性・透明性を確保しつ

つ合理的な調達を実施する。 

＜定性的指標＞ 
◇随意契約によ

ることができ

る事由の明確

化 

＜主要な業務実績＞ 
(3) 随意契約については平成27年7月に改正した契約事務取扱規程に基づき、

随意契約による事由を明確にした「随意契約理由書」により、公平性・透明

性を確保しつつ合理的な調達を実施するとともに、調達等合理化検討会にお

いて当該調達手続について点検を受けた。 

 また、令和4年6月に策定した「調達等合理化計画」に基づき、競争性の

ない随意契約の事由の明確化、公正性・透明性の確保に努めた。 

この結果、競争性のない契約件数は21件であったが、いずれも取扱業者が

特定され、競争の余地がないものとして、随意契約による事由を明確にし、

当該事由については契約監視委員会において事後評価が行われ、その妥当性

を確認した。 
（表2-3-2参照） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり調

達等合理化計画に基づ

く随意契約における事

由の明確化等に適切に

取り組んでおり、目標

の水準を満たしてい

る。 

(3) 随意契約につい

て、契約事務取扱規程

に随意契約によること

ができる事由が明確化

されて調達を実施して

おり、さらに検討会に

おいて当該調達手続の

点検が行われているこ

とから、目標の水準を

満たしていると認めら

れる。（評定：Ｂ） 

(3) 契約については監事及び

外部有識者によって構成す

る契約監視委員会において

公平性等が確保されている

かの点検・見直しを行う。 

(4) 契約については監事及び外部有

識者によって構成する契約監視委

員会において公平性等が確保され

ているかの点検・見直しを行う。 

 

 

 

 

 

(5)  調査研究業務に係る調達につい

ては、透明性を高める観点から、

他の独立行政法人の優良な事例等

を収集し、応用の可能性を検討す

る。 

(6)  密接な関係にあると考えられる

法人と契約する場合には、契約締

結日、契約先の名称、契約金額等

の情報に併せ、当該法人への再就

職の状況、当該法人との間の取引

等の状況をホームページで公表す

る。 

(7) 「公益法人に対する支出の公

表・点検の方針について」（平成

24年 6月 1日行政改革実行本部決

定）に基づく公表及び点検・見直

しを着実に実施する。 

＜定性的指標＞ 
◇契約監視委員

会における点

検・見直しの

状況 

＜主要な業務実績＞ 

(4)  契約監視委員会を次のとおり開催し、個々の契約案件の事後点検を受け

た。  

併せて一者応札の改善方策についてフォローアップ等がなされた。 

①  令和4年5月23日：理事長が定める基準（新規の随意契約、2か年連続

の一者応札・応募など）に該当する個々の契約案件（令和3年度第3～第

4四半期分）の事後点検  

② 令和4年12月23日：理事長が定める基準に該当する個々の契約案件（令

和4年度第1～第2四半期分）の事後点検 

(5) 調査研究業務に係る調達について、平成 23 年 2 月に開催された「研究開

発事業に係る調達の在り方に関する連絡会議（関係府省）」及び「同検証会

議（関係法人）」における検討内容の情報収集を行うとともに、FAMIC での

応用の可能性について検討を行った結果、新たに応用できる事例は見受けら

れなかった。 
(6) FAMICで管理監督の地位にあった者が再就職しており、かつ、FAMICとの間

の取引高が、総売上高又は事業収入の 3分の 1以上を占めている法人と契約

した場合には、平成 23年7月1日の入札公告等に係る契約から FAMICのホー

ムページで公表することとしており、令和 4 年度は該当する契約はなかっ

た。 

 

 

(7) 「公益法人に対する支出の公表・点検の方針について」（平成24年6月1

日行政改革実行本部決定）に基づき、令和 4 年度における公益法人への支出

状況等をホームページに公表した。なお、農林水産省による FAMIC から公益

法人への支出に係る点検の結果、見直しを行う必要のある支出はなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：契約監視委員会

の点検結果、フォロー

アップ内容を踏まえ、

調達合理化を着実に推

進しており、目標の水

準を満たしている。 

(4) 契約監視委員会にお

ける公平性等が確保さ

れているかの点検・見

直しについて、点検結

果及びフォローアップ

の結果を踏まえて調達

の合理化を推進してい

ることから、目標の水

準を満たしていると認

められる。（評定：

Ｂ） 
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４．その他参考情報 

 
様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第２－４ 情報システムの整備及び管理 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

情報システムの整備及び管理

(PMOの設置等の検討状況) 

PMO の設置等の検討状

況 

－ － － 令和5年4月1日か

ら PMOを設置するこ

ととした。 

   

情報システムの整備及び管理

(情報システム整備に係る投資

対効果の精査結果) 

情報システム整備に係

る投資対効果の精査結

果 

－ － － 投資対効果を精査

し、法人文書管理

システムを導入

し、令和 5 年度か

ら運用できるよう

にした。 

   

情報システムの整備及び管理

(クラウドサービスの活用実

績) 

クラウドサービスの活

用実績 

－ － － 勤怠管理システ

ム、法人文書管理

システムに加え、

クラウド型業務ア

プリ開発ツールを

導入し、令和 5 年

度から運用できる

ようにした。 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
   ＜定量的指標＞ 

○情報システム

の整備及び管理 
 中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝6点 
Ｂ：基準点（6）×9/10≦ 各小項目の合計点（6）＜ 基準点（6）×12/10 

 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

 

＜業務の評価＞ 
事業計画の所期の目標を達成した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

3 の小項目のうちＢが

3 項目であり、小項目を

積み上げた項目別評定は

Ｂであったため。 
※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 
具体的には、次のとお

り。 
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４ 情報システムの整備及び

管理 

デジタル庁が策定した「情

報システムの整備及び管理の

基本的な方針」（令和3年12

月24日デジタル大臣決定）

に則り、情報システムの適切

な整備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備及び

管理を行うPJMOを支援する

ため、PMOの設置等の体制整

備を検討する。 

また、文書管理システム

の整備に当たっては、投資

対効果を精査のうえ、クラ

ウドサービスの活用を検討

する。 

デジタル庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理の基本的な方

針」（令和3年12月24日デジタル

大臣決定）に則り、情報システムの

適切な整備及び管理を行うととも

に、情報システムの整備及び管理を

行うPJMOを支援するため、PMOの設

置等の体制整備の検討する。 

また、文書管理システムの整備

に当たっては、投資対効果を精査

のうえ、クラウドサービスの活用

を検討する。 

＜定性的指標＞ 
◇ＰＭＯの設置

等の検討状況 

 

＜主要な業務実績＞ 
理事（総合調整）を中心に FAMIC 全体を俯瞰しつつ、組織横断的に情報シ

ステム整備及び管理に係る新体制を検討するための「情報システムに係るPMO

及びPJMOに関する検討チーム」（令和4年6月9日第3回役員会決定）を設置

し、4回にわたって議論を行い、最終報告書を第8回役員会（令和4年9月 5

日開催）に報告した。 

・消費安全情報部長を廃止し、理事長直轄の「情報システム・セキュリテ

ィ統括官」を新設することにより、FAMICが保有するシステムの管理及び

情報システムの整備を推進する部門の検討の支援を行う体制を強化し

た。 

・消費安全情報部を廃止し、理事長直轄の「情報システム・セキュリティ

統括チーム」を新設することにより、権限を集約化し FAMIC全体のシステ

ム管理体制を強化。また、これまで消費安全情報部が行っていた広報に

関連する業務を広報課に移管することにより、整理合理化を図った。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：情報システムの

整備及び管理を行う

PJMO を支援するため、

PMO の設置等、組織再

編を行い、専門性を確

保するための体制を構

築した。、令和5年4月

1 日から施行すること

としており、目標の水

準を満たしている。 
 

PMOの設置について、

組織再編の検討を行い令

和5年4月1日以降PMOを設

置することとしているこ

とから目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

◇情報システム

整備に係る投

資対効果の精

査結果 

＜主要な業務実績＞ 
文書管理システムの整備にあたり、投資対効果を精査のうえクラウドサー

ビスの活用の検討を行い、法人文書管理システムを導入し、令和 5 年度から

運用できるようにした。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：所用の情報シス

テムの整備を行ったた

め、目標の水準を満た

している。 

情報システムの整備

に係る投資対効果につい

て精査の上システムを導

入していることから目標

の水準を満たしていると

認められる。（評定：

Ｂ） 

◇クラウドサー

ビスの活用実

績 

＜主要な業務実績＞ 
肥飼料安全検査部において、情報共有ツールとしてクラウド型業務アプリ

開発ツールを導入し、令和 5 年度から運用できるようにした。また、整備し

た法人文書管理システムに加え、引き続きクラウドによる勤怠管理システム

の活用を行っていく。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：FAMICシステムの

クラウドの活用が推進

されており、目標の水

準を満たしている。  

クラウドサービスの活

用についてシステム導入

時に検討を実施し、令和

4 年度に導入したすべて

のシステムにクラウドシ

サービスを活用している

ことから目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－１ 保有資産の見直し等 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

保有資産の見直し等 保有資産の見直し状況 － 保有資産の維持 保有資産の維持 保有資産の維持    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
  ＜定量的指標＞ 

○保有資産の見直

し等 
  中項目の評定

は 、 小 項 目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

1 の小項目はＢであり、項

目別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同じ。 

 

具体的には、庁舎、ほ場、

分析機器等について、利用・

稼働状況に係る調査を実施

し、保有の必要性の見直しが

行われていることから、計画

における所期の目標を達成し

ていると認められる。（評

定：Ｂ） 

 

 
１ 保有資産の見直し等 
 保有資産の見直し等について

は、「独立行政法人の保有資産の

不要認定に係る基本的視点につい

て」（平成26年9月2日付け総管査

第263号総務省行政管理局長通知）

に基づき、保有の必要性を不断に

見直し、保有の必要性が認められ

ないものについては、不要財産と

して国庫納付等を行うこととす

る。 

４ 保有資産の見直し等 
 保有資産の見直し等について

は、「独立行政法人の保有資産の

不要認定に係る基本的視点につい

て」（平成26年9月2日付け総管

査第 263号総務省行政管理局長通

知）に基づき、保有の必要性を確

認し、保有の必要性が認められな

いものについては、不要財産とし

て国庫納付等を行うこととする。 

＜定性的指標＞ 
◇保有資産の見直し

状況 

＜主要な業務実績＞ 
 保有資産の見直し等については、保有している庁舎及びその

敷地 3 箇所（農薬検査部、神戸センター、福岡センター）、ほ

場１箇所（岩槻ほ場）、分析機器等について、利用・稼働状況

に係る調査を実施し、保有の必要性の見直しを行った。 
（表3-1-1参照） 
 なお、宿舎及び福利厚生施設は保有していない。 
 保有する特許権 1 件「生糸ずる節検出方法および装置」につ

いては、毎年納付する特許料等が発生しないことから、特許権

を維持した。 
（表3-1-2参照） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり保有資

産の必要性について見直し

しており、目標の水準を満

たしている。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－２ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

自己収入の確保 自己収入確保の状況 － ・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

・講習会の実施 
・講師派遣の周知･広報 
・保有特許の周知･広報 
・手数料の見直し 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
  ＜定量的指標＞ 

○自己収入の確

保 
  中項目の評定

は、小項目別

（◇）の評定結

果の積み上げに

より行うものと

する。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
計画に基づき、自己収入を確保するため的確に取組を実施したことから、目標の水準を

満たしている。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
1 の小項目はＢであ

り、項目別評定はＢであ

ったため。 
※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

具体的には、主催者講

習の実施に当たってのニ

ーズを把握して実施して

いることに加え、講習及

び講師派遣等について

は、ホームページ等を通

じて周知・広報を行うこ

とにより自己収入の確保

に努めていることから、

目標の水準を満たしてい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 

 
２ 自己収入の確保 
 FAMIC の事業の目的

を踏まえつつ、依頼

に基づく検査及び講

師の派遣等について

適切に対応するとと

もに、受託収入の獲

得、受益者の負担の

水準について不断の

見直しを図ること等

により、自己収入の

確保に努める。 

５ 自己収入の確保 
  自己収入を確保するため、次の取組を行う。 

(1) 主催講習会の実施については、ニーズの把握に

努め、適切に実施する。 

(2) 事業者、生産者、都道府県等からの依頼に基づ

く検査及び講師派遣等について、ホームページ、メ

ールマガジン、広報誌等を通じて周知・広報を行

う。 

(3) 保有の必要性が認められる特許権については、

特許による収入を図るため周知・広報する。 

(4) FAMIC の技術力を活かした受託業務の獲得・実施

に努める。 
(5) 手数料の見直しを行い、必要に応じて改定す

る。 
(6) 寄付金の申し出があった場合には、当該申出者

と FAMIC の業務との関係に留意して適切に対応す

る。 

＜定性的指標＞ 
◇自己収入確保

の状況 

＜主要な業務実績＞ 
 自己収入を確保するため、次の取組を行った。 
(1) 講習事業については、アンケート調査や聞き取りによりニ

ーズを把握し適切に実施した。  
(2) 事業者等が主催する講習会へ有料で講師派遣を行っている

こと等について、引き続きホームページ、メールマガジン等

を通じて周知・広報を行った。 

(3) 特許収入の拡大に資するよう、現在保有している特許につ

いては引き続き独立行政法人工業所有権情報・研修館の開放

特許情報データベースでの掲載により周知・広報を図った。 

(4) 競争的研究資金制度等による研究開発事業に参加して研究

開発課題を受託できる体制を整備した。集成材等のJASに規定さ

れた接着剤同等性能の確認スキームにより、1,350 千円の受託収

入を確保した。 

(5) 講師派遣等に係る手数料については、最新の根拠資料に基づ

き算出し、手数料等の単価を改定した。また、改定内容はホー

ムページに掲載し、事業者等に周知を図った。 
(6) 寄付の申出については該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり自

己収入を確保するため

の取組を行っているこ

とから、目標の水準を

満たしている。 

 



 

79 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

経費（業務経費及び一般

管理費）節減に係る取組 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組 
－ 経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

経費(業務経費及び一般

管理費)節減に係る取組

の実施 

   

法人運営における資金の

配分状況 

法人運営における資金の

配分状況 

－ 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。 適切に資金を配分した。    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
  ＜定量的指標＞ 

○予算、収支計画及び

資金計画 
  中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定結

果の積み上げにより行

うものとする。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目2（項目）×2点（Ｂ）＝4点 
Ｂ：基準点（4）×9/10≦ 各小項目の合計点（4）＜ 基準点（4）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞   
2の小項目はＢが2項目で

あり、小項目を積み上げた

項目別評定はＢであったた

め。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 

 
具体的には、予算の執行

が適切に行われ、業務経

費、一般管理費の削減に取

り組むとともに、予算不足

が生じないように定期的に

執行状況を把握しており、

適切かつ効率的な資金配分

がなされていることから、

目標の水準を満たしている

と認められる。 （評定：

Ｂ） 

 － １ 予算 
２ 収支計画 
３ 資金計画 

＜定性的指標＞ 
◇経費（業務経費及び

一般管理費）節減に

係る取組 

＜主要な業務実績＞ 

 令和 4年度においても予算の執行を適切に行い、令和 3年度に引き続き、

業務経費、一般管理費の削減に取り組んだ。（財務諸表等参照） 
 独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、令和4年度の財務諸表等につ

いて監査法人による監査を受けた。その結果、会計報告については準拠すべ

き会計基準に従い適正に処理されていること、また、財務状況、運営状態等

に関する情報が正しく表示されていることが確認された。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：経費（業務経費及び

一般管理費）節減に係る取

組を実施した。 

 
 

－ ＜定性的指標＞ 
◇法人運営における資

金の配分状況 

＜主要な業務実績＞ 
 平成27年度から行政執行法人へ移行し、単年度管理型の経理となったこと

から、予算不足が生じないように定期的に執行状況を把握するとともに、適

切かつ効率的な資金配分を行った。 
(表3-3-1参照) 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：適切に資金を配分し

た。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第３－４ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

短期借入金の限度額 法人の短期借入金について、借入に至った理由

及び使途、金額及び金利、返済の見込み 
－ 実績なし 実績なし 実績なし    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
  ＜定量的指標＞ 

○短期借入金の限度額 
  中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定結

果の積み上げにより行

うものとする。 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：－ 
根拠：実績がないため評

価せず。 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応す

る。 
＜業務の評価＞ 
－ 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

実績がないため評価を実施

せず。（評定：－） 
 

 

－ 
第４ 短期借入金の限度額 
令和4年度：9億円 
（想定される理由） 
 運営費交付金の受入れが遅延 
 公務災害及び通勤災害が発生した

場合の災害補償費の借入れ 

＜定性的指標＞ 
◇法人の短期借入金に

ついて、借入に至っ

た理由及び使途、金

額及び金利、返済の

見込み 

＜主要な業務実績＞ 

 該当する事案はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
根拠：実績がないため評価

せず。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－１ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。） 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

職員の人事に関する計画

(人材確保・育成の状況) 

人材確保・育成方針の状

況 
－ 人材確保・育成方針を

策定した。 
人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

人材確保・育成方針を

踏まえ取組を実施し

た。 

   

職員の人事に関する計画

(人事評価システムによる

評価の実施、システムの

見直し) 

人事評価システムによる

評価の実施、システムの

見直し 

－ 人事評価システムによ

る評価を実施した。 
人事評価システムによ

る評価を実施した。 
人事評価システムによ

る評価及びシステムの

見直しを実施した。 

   

職員の人事に関する計画

(女性登用の促進状況) 

女性管理職登用の状況 － ①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は4.7％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は6.9％ 

①役員に占める女性の

割合は16.7％ 

②管理職に占める女性

の割合は6.0％ 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
 ＜定量的指標＞ 

○職員の人事に関

する計画 
  中項目の評定

は 、 小 項目 別

（◇）の評定結果

の積み上げにより

行うものとする。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目3（項目）×2点（Ｂ）＝6点 
Ｂ：基準点（6）×9/10≦ 各小項目の合計点（6）＜ 基準点（6）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

 3の小項目のうち、Ｂが 3

項目であり、小項目を積み

上げた項目別評定はＢであ

ったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。 
具体的には、次のとお

り。 

１ 職員の人事に関する計

画 

 

従前から実施している関

係法令に基づいた業務に加

え、農林水産行政の見直し

に対応した国からの要請等

に確実に応え、業務の円滑

な推進を図るため、計画的

２ 職員の人事に関する計画（人

員及び人件費の効率化に関する目

標を含む。） 

従前から実施している関係法令

に基づいた業務に加え、農林水産行

政の見直しに対応した国からの要請

等に確実に応え、業務の円滑な推進

を図ることを目的に必要な人材の確

保・育成を推進するため、人材確

＜定性的指標＞ 
◇人材確保・育成

方針の状況 

 

 

 

 

＜定性的指標＞ 

＜主要な業務実績＞ 

・人材確保のため、Web を活用した業務説明会の開催等により FAMIC

を PRし、農学、化学等の試験区分の国家公務員合格者から、予定

どおり7名の新規採用者を確保した。 

・人材育成のため、FAMIC主催の階層別研修を 7つ開催し 180名が参

加した。また、人事院等主催の13の研修に25名参加させた。 

 

＜主要な業務実績＞ 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：人材確保・育成方針を

踏まえ、人材確保及び育成の

取組を行っており、目標の水

準を満たしている。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

人材確保・育成方針につ

いて、FAMIC の強みを維

持・向上するための人材育

成方針が制定されているこ

とから、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 
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な人事交流や研修等により

職員の資質向上を図る等、

必要な人材を確保・育成す

る取組を推進する。   

FAMICの人事評価システムに

より職員個々 の能力や実績等

を的確に把握して適材適所の

人材配置を行い、職員の意欲

向上、能力の最大化を図る。 

 

「第5次男女共同参画基本

計画」（令和2年12月25日閣

議決定）を踏まえ、女性の積

極的な採用、育成及び登用

のための取組を推進する。 

保・育成方針を踏まえ次の取組を行

う。 

 

 

 

なお、FAMIC の人事評価システムに

より職員個々の能力や実績等を的確

に把握して適材適所の人材配置を行

い、職員の意欲向上、能力の最大化

を図る。 

 

 

 

 

 

(1) 適切かつ効率的な業務運営を図

るため、業務の重点化及び効率

化を行うとともに、適切な要

員、人事配置を行う。  
 

 

 

 

 

 

(2) 人事交流については、農林水産

省等と計画的に実施することと

し、諸事情に即し、一方に偏ら

ないことを基本とする。 

(3)  職員の採用に当たっては人事院

が行う学生への説明会、大学等

が行う就職説明会等への参加

や、インターネット等を活用し

た広報活動とともに、分析の基

礎的能力、農林水産物や食品、

農業生産資材に関する専門的知

識等を有する農学、化学等及び

行政の試験区分の国家公務員試

験合格者等から採用する。 

◇人事評価システ

ムによる評価の

実施、システム

の見直し 

 職員の人事については、本人の希望等も尊重しつつ、人事評価シス

テムによる評価を実施することにより職員それぞれの能力や実績を総

合的に判断し、人材配置を行った。また、令和 4年 4月期人事異動に

おいて、人事ルールの特例措置（育児や介護等の事情により勤務地を

変更できない職員を特例措置として勤務地の変更なく昇任させるも

の。）により 1 名を昇任させる人事企画を行い、意欲向上等を図っ

た。（特例措置適用者は職員に公表。） 

将来の FAMIC の組織・業務運営や人員構成を見据え、管理職人材の

育成・確保を通じて、将来にわたり組織の適切な維持・運営が図られ

るよう、令和 4 年度においては、令和元年度に策定した人事ルールの

見直しを実施し、令和 6 年度から適用することとした。 
  人事評価システムについては、検証を行い、人材育成・マネジメン

ト強化のためのツールとして人事評価を活用することを目的とした改

善を行うとともに、職員の能力や実績をきめ細かく的確に把握・評価

するため見直しを行った。 

 

(1) 適切な要員・人事配置 
 適切かつ効率的な業務運営を図るため、本部及び地域センター等

の全ての業務部門においてスタッフ制を採用し、業務の進捗状況や

内容の変化等に対応した職員の集中的かつ機動的な配置を実施し

た。 

 令和 4年度の常勤職員数は626名（令和5年1月1日）となり、

前年度641名（令和4年1月1日）から15名減少した。減少した要

因としては、令和3年度に常勤職員数が増加したため令和4年度新

規採用者数を抑制したことに加え、想定外の早期退職等による7名

と人事交流による減員が2名発生したことが考えられる。 

(2) 人事交流 
 職員のスキルアップや視野を広げる等組織の活性化や業務の円滑

な推進を図るため、国の機関や他の法人等との人事交流を一方に偏

らないよう計画的に実施した。（転出42名、転入36名） 
(3) 新規採用 

Webを活用した業務説明会の開催等により FAMICを PRし、農学、

化学、行政等の試験区分の国家公務員合格者から、予定どおり7名

の新規採用者を確保した。（再掲） 

根拠：計画のとおり人事評

価システムによる評価及び

見直しを実施しており、目

標の水準を満たしている。

また、人事ルール等の特例

措置により昇任させる人事

企画を行い、職員の職務へ

の意欲向上や能力の最大化

に繋がる取組を行った。 

人事評価について、人事

評価システムによる評価を

実施し、見直しのための検

証を実施していることか

ら、目標の水準を満たして

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

 
 

 (4)  女性登用の促進については、

「第 5 次男女共同参画基本計画」

（令和2年12月25日閣議決定）」

を踏まえ、女性の積極的な採用、

育成及び登用のための取組を行

う。 

＜定性的指標＞ 
◇女性登用の促進

状況 

＜主要な業務実績＞ 

(4) 女性登用の促進 

管理職の女性登用については、農林水産省との人事交流による

女性管理職員の増減は見通せないものの、今後の管理職の定年退

職予定者を見越して、登用対象者を把握し、管理職登用に向け土

台作りが必要であることから、管理職登用の可能性がある女性職

員に対し意識啓発のため人事院主催の女性登用候補者層を拡大す

ることを目的とした研修への参加（4 名参加）を促した。また、

各部門人事担当部長が連携し、農林水産本省、地方農政局等の人

事担当と人事交流の調整を行い、管理職への女性登用の人事企画

に努め、1人を新たに配置した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

根拠：女性管理職候補者

の拡大のための研修参加の

促進とともに、男女ともに

活躍できる職場環境作り及

び意識改革等の取組を行

い、短期及び中長期的な取

組により、女性管理職の登

用拡大のための取組を積極

的に行った。 

女性の登用について、研

修及び座談会の開催、ワー

クライスバランスを推進す

る制度の整備など女性管理

職の登用拡大のために短期

及び中長期的な取組を実施

していることから、目標の

水準を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 
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さらに令和 4 年度は次の取組を行い、男女ともに活躍できる職

場風土及び意識改革等を図った。 

・仕事と家庭の両立のための支援制度を周知するために両立支援

制度に関する研修(e-ラーニング)を実施し、仕事と家庭の両方

で男性と女性ともに貢献できる職場風土の醸成。 

・より女性が働きやすい職場作りのため、女性職員の活躍に繋が

るワークライフバランスに関する座談会（Webを使用することに

より、参加を希望する全国の女性職員を対象）を実施した。 

・ワークライフバランスの推進を図ることを目的とした在宅勤務

制度について、職員からの意見を参考とし、より取得しやすい

制度となるよう整備した。 

・育児休業をより柔軟に取得できるよう同一の子供につき 2 回ま

で取得可能となるよう整備した。 

・令和 5 年度の階層別研修においても引き続き、ワークライフバ

ランス推進に関する講義を盛り込み、組織全体に広く浸透する

研修計画を策定した。 

 

 

 

 

 (5) 給与水準については、国家公務員

の給与を参酌するとともに、役職員

の給与の在り方について検証し、そ

の検証結果や取組状況をホームペー

ジにおいて公表するとともに、総人

件費を令和3年度以下とする。ただ

し、新規・拡充業務に伴う増員分、

退職金、福利厚生費（法定福利費及

び法定外福利費）、非常勤役職員給与

及び人事院勧告を踏まえた給与改定

部分を除く。 

また、役職員の給与改定に当た

っては、「独立行政法人改革等に関

する基本的な方針」（平成 25年 12

月 24日閣議決定）を踏まえ、適切

に対応する。 

 
(5) 給与水準 

  給与水準については、国家公務員の給与を参酌するとともに、役

職員の給与のあり方について検証し、その検証結果や取組状況をホ

ームページにおいて公表した。また、総人件費についても令和 3 年

度以下とした（人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）。さら

に役職員の給与改定に当たっては「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」を踏まえ、適切に対応した。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－２ 内部統制の充実・強化 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

(1) 行動理念、行動方針、コ

ンプライアンス基本方針等

の見直し状況 

運営基本理念、運営

方針、行動指針、コン

プライアンス基本方

針等の見直し 

－ 「行動理念」及び「行

動方針」を、「運営基本

理念」、「運営方針」、

「行動指針」として改

訂 

内部統制委員会を 1 回

開催 

内部統制委員会を 1 回

開催 

   

(2) リスク評価の実施状況、

当該リスク評価に基づく低

減策の検討状況 

リスク評価の実施状

況、当該リスク評価

に基づく低減策の検

討 

－ 行動理念及び行動方針

の改定、リスク管理委

員会を4回開催 

リスク管理委員会を 2

回開催 

リスク管理委員会を 2

回開催 

   

(3) ガバナンスの確保及び法

令遵守状況 

ガバナンスの確保、

法令遵守 

－ 役員会14回開催、 

コンプライアンス委員

会2回開催 

役員会17回開催、 

コンプライアンス委員

会2回開催 

役員会17回開催 

コンプライアンス委員

会1回開催 

   

(4) 監事監査の体制の整備及

び内部監査の実施状況 

監事監査の体制の整

備、内部監査の実施 

－ 

 

監事会7回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会6回開催、 

内部監査を適切に実施 

監事会4回開催、 

内部監査を適切に実施 

   

(5) 法人文書の管理、情報の

公開及び個人情報の保護に

関する対応状況 

法人文書の管理、情

報の公開及び個人情

報の保護に関する対

応 

－ 法人文書管理規則等

の改正、e-ラーニング

による研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

法人文書管理規則等の

改正、e-ラーニングに

よる研修を実施 

   

(6) 事故及び災害の未然防止

に係る体制の整備 

事故及び災害の未然

防止に係る体制の整

備 

－ 労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

労働安全衛生マネジメ

ントシステム手順書の

改正(本部、地域セン

ター等) 

   

(7) 環境負荷の低減に資する

物品調達状況 

環境負荷の低減に資

する物品調達 

－ 環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

環境物品等の調達目標

の設定・実施 

   

(8) 防災体制等の見直し状況 防災体制等の見直し － 防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 

防災訓練の実施、防

火・防災管理規則の改

正(本部) 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
２ 内部統制の充実・強化 

 「独立行政法人の業務の適正を

確保するための体制等の整備につ

いて」（平成26年11月28日付け総

務省行政管理局長通知）に基づき

業務方法書に定めた事項を適正に

実行するほか、業務運営の阻害要

因の除去・低減、業務改善の機会

逸失防止及び労働安全衛生に係る

リスク管理に取り組むなど、内部

統制システムの更なる充実・強化

を図る。 

４ その他年度目標を達成するた

めに必要な事項 

(1) 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確

保するための体制等の整備につい

て」（平成26年11月28日付け総務

省行政管理局長通知）に基づき業

務方法書に定めた事項を適正に実

行するほか、業務運営の阻害要因

の除去・低減はもとより業務改善

の機会逸失防止や労働安全衛生に

係るリスク管理に取り組むととも

に、内部監査実施方法を検証し、

必要に応じて見直しを行うなど、

内部統制システムの更なる充実・

強化を図るため、次の取組を行

う。 

＜定量的指標＞ 

○内部統制の充実・

強化 

  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：◇小項目7（項目）×2点（Ｂ）＋小項目1（項目）×1点（Ｃ）＝15点 

Ｂ：基準点（16）×9/10≦ 各小項目の合計点（15）＜ 基準点（16）×12/10 

＜課題と対応＞ 

引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 

事業計画に基づき内部統制を継続的かつ有効に機能させるため、内部統制システムの充実・強化を

図った。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
8 の小項目のうち、Ｂが

7項目、Cが1項目であり、

小項目を積み上げた項目別

評定はＢであったため。 

※小項目の点数の計算結果

は法人の自己評価と同

じ。  
具体的には次のとおり 

(1)  運営基本理念、運営方針、

行動指針、コンプライアンス基

本方針等内部統制推進上の基本

的な方針や規程類について、内

部統制に係る活動の体系的な実

施の観点から、必要に応じ見直

しを行う。 

① 運営基本理念、運営方針、

行動指針、コンプライアンス基

本方針等内部統制推進上の基本

的な方針や規程類について、内

部統制に係る活動の体系的な実

施の観点から、必要に応じ見直

しを行う。 

＜定性的指標＞ 

◇運営基本理念、

運営方針、行動指

針、コンプライア

ンス基本方針等の

見直し状況 

＜主要な業務実績＞ 

 理事長のリーダーシップの下で効率的・効果的な業務運営を推進

するため、次の取組を通じ内部統制の更なる充実・強化を図った。 

①  内部統制の一層の充実を図るため、内部統制委員会からリス

ク管理委員会に対して、物価高騰や施設の改修、ヘリウムガス

供給不足に係るリスク低減の対応を明確に指示するなど、内部

統制の推進を図った。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画に基づき内部統制

を推進するため、理事長のリ

ーダーシップの下、内部統制

委員会を開催し、リスク管理

委員会に対して各事項のリス

ク低減の対応を指示するなど

により内部統制の推進を図っ

ており、目標の水準を満たし

ている。 

① 行動理念、行動方針、

コンプライアンス基本方

針等の見直していること

から、目標の水準を満た

していると認められる。

（評定：Ｂ） 

(2) 業務実施上のリスクについ

て、識別、評価、管理を適切に

行うため、必要に応じ規程類及

びリスク管理体制の見直しを実

施する。 

② 業務実施上のリスクの識別、

評価、管理を適切に行うため、

必要に応じ関係規程類及びリス

ク管理体制の見直しを実施す

る。 

＜定性的指標＞ 

◇リスク評価の実施

状況、当該リスク

評価に基づく低減

策の検討状況 

 

＜主要な業務実績＞ 

② 業務実施上のリスクの識別、評価、管理を適切に行うため、リ

スク管理委員会を 2回開催して各内部統制推進責任者によるリス

ク管理の実施状況等について審議するとともに、令和 4年度のリ

スク管理活動の運営体制及びリスク管理の実施手順を策定した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：リスクの識別、評

価、管理については、役員

のリーダーシップの下、リ

スク管理活動の運営体制及

びリスク管理の実施手順に

基づき行うとともに、リス

クへの対応実績及び実績に

対する評価をリスク管理表

に記録し、役職員へ周知を

図っており、目標の水準を

満たしている。 

② リスク評価の実施状

況、当該リスク評価に基

づく低減策の検討につい

て、役員のリーダーシッ

プの下、リスク管理活動

の運営体制及びリスク管

理の実施手順に基づき行

うことにより、リスクの

低減策を検討しているこ

とから、目標の水準を満

たしていると認められ

る。（評定：Ｂ） 

(3) 業務運営に関する重要事項に

ついては定期的に役員会におい

て審議・報告し、適切なガバナ

③ 業務運営に関する重要事項に

ついては、適切なガバナンスを

確保するため定期的に役員会を

＜定性的指標＞ 

◇ガバナンスの確保

及び法令遵守状

＜主要な業務実績＞ 

③ 役員会を17回開催し、法人運営に関する重要事項について審議・

決定し各部長等に指示を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

③ ガバナンスの確保及び

法令遵守について、ガバ

ナンスの確保のために、
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ンスを確保する。 

  また、役員会における指示・

伝達事項をWeb会議システム等を

通じて地域センター等も含め適

切、迅速に周知徹底を行う。 

 

 さらに、役職員の法令遵守を

徹底するため、コンプライアン

ス委員会での審議結果等を踏ま

え、役職員への周知徹底を行

う。 

開催し、審議・報告を行う。 

 また、役員会における指示・

伝達事項を Web会議システム等

を通じて地域センター等も含め

適切、迅速に周知徹底を行う。 

 さらに、役職員の法令遵守に

ついては、コンプライアンス委

員会での審議結果を踏まえ、各

種会議や研修の機会、グループ

ウェア等を通じて、コンプライ

アンス基本方針等の周知徹底を

行う。 

況 

 

また、Web 会議システムを活用した役員・所長等会議を 11 回開催

し、役員会における組織、管理、経理及び業務等に関する決定事項

等について、迅速な周知徹底を行った。 

 

コンプライアンス委員会において令和3年度のコンプライアン

ス推進状況の報告、令和4年度のコンプライアンス推進の取組に

ついての審議を行った。 

審議の結果を踏まえ、コンプライアンスに関する研修・教育

の実施及びコンプライアンスに関する意識啓発を図ることとし

た。具体的には、階層別研修において、FAMIC 運営基本理念やコ

ンプライアンス基本方針等のコンプライアンスに関する講義の

実施、役員・所長等会議における幹部職員を対象とした理事長

講話によるコンプライアンス遵守の徹底を図るとともに、全役

職員に対して機会ある毎に国家公務員倫理及び服務規律の遵

守、交通事故・違反の防止等について、グループウェア等を通

じて周知徹底を図った。 

根拠：計画のとおり役員会を

開催しガバナンスを確保して

いる。また、役職員への法令

遵守を徹底するため、コンプ

ライアンス委員会での審議結

果等を踏まえた役職員への周

知徹底をしており、目標の水

準を満たしている。 

 

役員会を開催し、審議、

決定し、職員に周知をし

ている。また、役職員へ

の法令遵守を徹底するた

め、コンプライアンス委

員会での審議結果等を踏

まえ、役職員へ周知徹底

していることから、目標

の水準を満たしていると

認められる。（評定：

Ｂ） 

(4) 監事監査の実効性を担保する

ため､体制整備を行う。 

また、業務運営(会計を含

む。）の横断的な点検を行うた

め、内部監査を行う。 

④ 監事監査の実効性を担保する

ため、必要に応じ、監事と内部

監査実施部門及び会計監査人の

連携に関する実施体制の見直し

を行う。 

 また、業務運営（会計を含

む。）の横断的な内部監査を、

理事長直属の組織である業務監

査室において行う。また、監査

能力の維持・向上を図るため、

必要に応じて内部監査に関する

研修を実施する。 

＜定性的指標＞ 

◇監事監査の体制の

整備及び内部監査

の実施状況 

＜主要な業務実績＞ 

④ 監事補佐として、業務監査室の職員 2名を指名し、監事監査の

体制整備を行うとともに、監事との連携強化を図り、監事監査及

び監事会等に係る事務を行った。 

  なお、監事会（4 回開催）では、監事間で監事調査に関して意

見交換が行われた。また、監事監査にあたっては監事が内部監

査部門、業務実施部門等から説明又は報告を受けた。 

 監事と会計監査人においては、令和4年度の監査に関して意見

交換等による連携が行われ、監事と内部監査部門及び会計監査

人の連携に関する実施体制の見直しを行う必要はなかった。 

業務運営（会計を含む。）の横断的な内部監査を理事長直属

の組織である業務監査室においてリスクアプローチにより監査

重点項目を抽出した上で実施した。 

内部監査では軽微な不適合 9 件（①試験室の点検実施者の未

指名、毎月の試験室環境整備状況の未確認及び四半期報告の未

実施（2 カ所の被監査部門で確認）、②分析関係手順書の一部

で関連規程との未整合が複数存在、③試験室管理手順書に定期

点検及び定期清掃の手順を未規定、並びに点検記録等の未保

存、④分析用高圧ガス配管の定期点検の未実施及び点検報告の

未保存、⑤技能試験結果を担当課長の承認前に主催者に報告、

⑥工事における契約責任者への報告未実施、⑦法令に基づく届

出の未届出、届出時期の超過、及び届出等に係る起案文書の未

作成、⑧赴任旅費の過少支給）を検出し、必要な再発防止策を

図った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり監事監

査の実効性を担保するため

の体制の整備を行うととも

に、役員直属の組織が内部

監査を実施しており、目標

の水準を満たしている。 

④  監事監査の体制の整

備及び内部監査の実施状

況について、監事監査補

佐を指名するとともに、

監事監査を実施してい

る。 

また、業務運営の横

断的な内部監査をリス

クアプローチにより重

点項目を抽出した上で

実施しており、検出し

た軽微な不適合に対し

て必要な再発防止策を

講じていることから、

目標の水準を満たして

いると認められる。（評

定：Ｂ） 

(5)  法人運営の透明性を確保する

ため、公文書等の管理に関する

法律（平成21年法律第 66号）、

独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成 13年

法律第140号）及び個人情報の保

護に関する法律（平成 15年法律

第 57号）に基づき、適切に対応

するとともに、職員への周知徹

⑤ 法人運営の透明性を確保する

ため、公文書等の管理に関する

法律（平成21年法律第66号）、

独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律（平成13年

法律第 140号）及び個人情報の

保護に関する法律（平成15年法

律第57号）に基づき、法律の目

的等について職員への周知徹底

＜定性的指標＞ 

◇法人文書の管理、

情報の公開及び個

人情報の保護に関

する対応状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑤ 公文書等の管理に関する法律（平成 21年法律第 66号）、独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第

140 号）及び個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）の目的等について、e-ラーニング及び研修資料を用いた自己

学習により周知徹底した。 

また、法人文書管理システムの導入に伴う法人文書の適正な

管理のため、法人文書管理規則等の改正を検討した。 

なお、当該年度において、個人情報に係る軽微な情報漏えい事案

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｃ 

根拠：個人情報に係る軽微

な情報漏えい事案が 2 件発

生したことから、事業計画

における初期の目標を下回 

った。 

⑤ 法人文書の管理、情報の

公開及び個人情報の保護に

関する対応について、e-ラ

ーニング及び研修資料を

用いて周知している。 

しかし、個人情報に

係る軽微な情報漏えい

事案が2件発生している

ことから、目標の水準を
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底を行う。 を行う。 が 2件発生したことから、農林水産省関係部局に報告し、情報が漏

えいした事業者に対し謝罪するとともに、該当メールの削除を依

頼、同日、同メールが削除されたことを確認した。その後、関係規

程に基づき、原因究明及び再発防止処置を行うとともに、本事案を

職員へ周知し注意喚起を行った。今後は上記の再発防止処置状況を

確認していくこととする。 

また、個人情報を担当する課と情報セキュリティインシデントを

担当する課との情報共有について見直しを行い、迅速な情報共有が

図れるように改善した。 

満たしておらず改善を要

する。（評定：Ｃ） 

<指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策> 

   個人情報の漏えいが 2

件発生したことは重大な

問題である。既に法人に

おいて再発防止策を講じ

ているが、再発防止策の

フォローアップ等を適切

に行い、今後は同様の事

例が起こらないように対

策を徹底すること。 

(6)  労働災害及び健康障害を未然

に防止するため、労働安全衛生

マネジメントシステム（OSHMS）

により、職場における職員の安

全と健康の確保及び増進に対す

る取組を一層推進する。 

⑥ 職員の安全と健康の確保及び

増進のため、安全衛生委員会に

よる職場点検、健康診断やスト

レスチェックなどの安全衛生活

動をOSHMS手順書により実践し、

労働安全の保持及び職員の心身

両面の健康管理の充実に取り組

む。 

＜定性的指標＞ 

◇事故及び災害の未

然防止に係る体制

の整備 

 

＜主要な業務実績＞ 

⑥ 本部及び地域センター等においては、各事業場の状況を踏まえ

OSHMS 手順書を改正し、手順書の充実に取り組んだ。また、安全

確保の取組として安全衛生委員会による職場点検の実施、健康保

持増進の取組としてストレスチェックを実施した。ストレスチェッ

クの結果、高ストレス者と判定された職員のうち、産業医が面接指

導を必要とした職員で、面接指導を希望する全ての職員に対し面

接指導を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおりOSHMS手

順書に基づき安全衛生活動

を実践するとともに安全衛

生委員会等を活用し安全確

保に努めており、目標の水

準を満たしている。 

⑥ 事故及び災害の未然防止

に係る体制の整備につい

て、OSHMSにより管理する

とともに、安全衛生委員

会による職場点検の実

施、健康保持増進の取組

としてストレスチェック

を実施していることか

ら、目標の水準を満たし

ていると認められる。

（評定：Ｂ） 

(7)  業務活動における環境への影

響を配慮するため、省エネルギ

ー・省資源、廃棄物の削減及び

適正処理、再使用・リサイクル

率アップなど、環境汚染物質の

排出削減、グリーン購入などを

積極的に取組む。 

⑦ 業務活動に伴う環境へ配慮

し、環境配慮・無駄削減推進委

員会等の下、省エネルギー・省

資源、廃棄物の削減及び適正処

理、再使用・リサイクル率アッ

プなど、環境汚染物質の排出削

減、グリーン購入などに積極的

に取り組む。 

＜定性的指標＞ 

◇環境負荷の低減に

資する物品調達状

況 

 

＜主要な業務実績＞ 

⑦ 「FAMICにおける環境配慮の基本方針」、「FAMICにおける環境配

慮への行動目標」に基づき、省資源・省エネルギーに配慮した分

析機器の効率的な利用や廃棄物の削減等環境負荷の低減に取り組

むための環境計画を策定し、環境配慮・無駄削減推進委員会にお

いて当該取組状況の検証を行った。 

また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平

成12年法律第100号）に基づき、令和4年4月に環境物品等の調

達を推進する方針を定め、特定調達物品等（「環境物品等の推進

に関する調達の基本方針」（令和4年2月15日閣議決定）に定め

る特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの）ごとに調達目標

を設定し、ホームページで公表している。 

 特定調達物品等ごとの調達目標については、いずれの特定調達

物品等も100％を達成した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり環境配

慮の体制の下、調達が実施

されており、目標の水準を

満たしている。 

⑦ 環境負荷の低減に資す

る物品調達について、環

境計画を策定し、環境

に配慮した取組を行う

とともに、環境物品等

の調達を推進する方針

を定め、特定調達物品

等ごとに調達目標を設

定し、特定調達物品等

も100％の調達目標を達

成するなど、目標の水

準を満たしていると認

められる。（評定：

Ｂ） 

(8)  大規模災害等へ備え、災害発

生時の職員、施設等の安全確保

及び業務機能を確保するための

防災体制等を保持し、必要に応

じて見直しを行う。 

⑧ 大規模災害等へ備え、災害発

生時の職員､施設等の安全確保

及び業務機能を確保するための

防災体制等を保持し、必要に応

じて見直しを行う。 

＜定性的指標＞ 

◇防災体制等の見直

し状況 

＜主要な業務実績＞ 

⑧ 大規模災害等に備えるため、本部及び地域センター等において

防災訓練を実施するとともに、本部の防火・防災管理規則を改正

した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり危機管

理体制の見直しを実施して

おり、目標の水準を満たし

ている。 

⑧ 防災体制の見直し状況

について、本部及び地域

センターにおいて避難訓

練を実施するとともに、

危機管理体制の見直しが

行われていることから、

目標の水準を満たしてい

ると認められる。（評

定：Ｂ） 
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４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－３ 業務運営の改善 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

業務運営の改善 法人の長のトップマ

ネジメントによる業

務運営の改善状況 

－ 業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進

委員会2回開催 

業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進

委員会2回開催 

業務運営懇談会1回開催 

環境配慮・無駄削減推進委

員会3回開催 

   

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
 ＜定量的指標＞ 

○業務運営の改善 
中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞  

  1 の小項目はＢであり、項

目別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果は

法人の自己評価と同じ。 

具体的には、効率的な法人

運営と継続的な業務改善活動

を推進するために、事業計画

に基づき、予算の執行状況と

業務の進捗状況の一体的な把

握と業務執行に対する指示、

外部有識者の参画による「業

務運営懇談会」での意見集

約、環境配慮・無駄削減推進

委員会を実施していることか

ら、目標の水準を満たしてい

ると認められる。（評定：

Ｂ） 

 
３ 業務運営の改善  
 法人の長のトップマネジメント

による業務運営の改善を推進する

ため、｢国の行政の業務改革に関す

る取組方針 ～行政のICT化・オー

プン化、業務改革の徹底に向けて

～｣（平成26年7月25日総務大臣

決定）等を踏まえ、法人運営に関

する重要事項や業務の進捗状況に

ついて評価・点検するとともに、

国民目線を取り入れた業務改善活

動の取組を行う。 

(2) 業務運営の改善         
 法人の長のトップマネジメン

トによる効率的な法人運営と継

続的な業務改善活動を推進する

ため、次の取組を行う。 

① 効率的・効果的な業務運営

が行われているか確認する

ため、四半期ごとに予算の

執行状況及び業務の進捗状

況を役員会で審議する。 

＜定性的指標＞ 
◇法人の長のトップ

マネジメントによ

る業務運営の改善

状況 

＜主要な業務実績＞ 
 効率的な法人運営と継続的な業務改善活動を推進するた

め、次の取組を行った。 
 

 
① 事業計画に基づく各部門の業務進捗状況を四半期ごとに

取りまとめ、役員会において法人運営に関する重要事項や

業務の進捗状況について審議することにより、予算の執行

状況と業務の進捗状況を一体的に把握し、以後の業務執行

に対する指示を行った。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：計画のとおり業務運営

の改善の取組を実施したこと

から、計画における目標の水

準を満たしていると認められ

る。 

② 外部の有識者を含めた業務

運営に関する懇談会を年1回

開催し、業務運営全般につ

いての助言を受けることに

より、国民の目線を取り入

れた業務改善活動を行う。 

 

 ②  外部の有識者の参画による「業務運営懇談会」を開催し、

令和 3 年度のプロセス評価対象取組の紹介と業務実績評価

案、令和4年度の業務実施状況などについて説明を行った。

外部の有識者からは、効果的な情報発信に向けた Facebook

及び Youtubeチャンネルの立ち上げやテクニカルワークショ

ップのオンライン開催による業務の効率化等の取組につい

て、おおむね高く評価していただいた。一方で、増加した

業務に対する取組のアピールや社会的評価につながるよう
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な情報発信の強化が必要との意見があったところである。

これらの意見に対応して適宜改善を図ることとしている。 

 
 ③ 業務運営の改善を推進する

ため、環境配慮・無駄削減

推進委員会において、｢国の

行政の業務改革に関する取

組方針 ～行政のICT化・オ

ープン化、業務改革の徹底

に向けて～｣（平成26年7月

25 日総務大臣決定）等を踏

まえ、業務改善が図られる

取組の検討を行う。 

 ③ 業務運営の改善を推進するため、役職員からなる環境配

慮・無駄削減推進委員会の会合を 3回開催し、事業活動に係

る環境配慮の計画等について検討を行うとともに、同計画に

沿って、役員会、役員・所長等会議を始めとする会議及び

各委員会における資料の電子化によるペーパーレス化、ま

た、新型コロナウイルス感染拡大下における感染リスクの

低減や効率的な会議運営を図るため、可能な限りWeb会議シ

ステムを用いて開催する等の業務改善に取り組んだ。  

 

 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－４ 情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  
  

 

＜定量的指標＞ 
○情報セキュリティ

対策の推進 
 中項目の評定は、小

項目別（◇）の評定

結果の積み上げによ

り行うものとする。 

            

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ                
根拠：◇小項目2（項目）×2点（Ｂ）＝4点 
Ｂ：基準点（4）×9/10≦ 各小項目の合計点（4）＜ 基準点（4）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き農林水産省の指示に従い適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 

事業計画の所期の目標を達成した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 2 の小項目はＢであ

り、小項目を積み上げた

項目別評定はＢであった

ため。 

※小項目の点数の計算結

果は法人の自己評価と

同じ。 

４ 情報セキュリティ対策の

推進 

 政府機関等の情報セキュ

リティ対策のための統一基

準群を踏まえ、制定した情

報セキュリティ・ポリシー

に基づき情報セキュリティ

対策を講じ、その実施状況

を毎年度把握し、PDCA サイ

クルにより改善を図るた

め、以下の取組を行う。 

(3) 情報セキュリティ対策の推

進 

政府機関等の情報セキュリテ

ィ対策のための統一基準群を踏

まえ、制定した情報セキュリテ

ィ・ポリシーに基づき情報セキ

ュリティ対策を講じ、その実施

状況を毎年度把握し PDCAサイク

ルにより改善を図るため、以下

の取組を行う。 

 
＜主要な業務実績＞ 
 政府統一基準群を含む政府機関における情報セキュリティ対策を踏まえた情

報セキュリティ・ポリシーに基づき、次の取組を行った。 

 

 
 

(1) 情報セキュリティ・ポ

リシーを適時適切に見直

すとともに、緊急時を含

めた農林水産省との連絡

体制について最新の状態

を維持する。 

① 情報セキュリティ・ポリシ

ーの見直しを適時適切に行う

とともに、緊急時を含めた農

林水産省との連絡体制につい

て連絡担当者、連絡方法等を

確認し変更があった場合には

＜定性的指標＞ 
◇情報セキュリティ

取組状況 

① 情報システム委員会を外部の専門家の助言を得て開催し、令和 3 年度の情

報セキュリティ対策の取組、情報セキュリティ監査・自己点検結果及び情報シ

ステム対策の現状を評価するとともに、政府統一基準の準拠した規程、細則等

の改正内容について報告を行った。また、情報セキュリティ緊急連絡体制に

ついて確認し、連絡担当者の変更及びメールアドレス変更について速やかに

農林水産省へ報告した。なお、情報セキュリティインシデントとして情報漏

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画に基づき

情報セキュリティ・

ポリシーの見直しな

どを実施し、更にサ

①②③ 計画に基づい

て、情報セキュリテ

ィ・ポリシーの見直し

を実施し、政府統一基

準の準拠等改善が図ら

れたとともに、連絡体

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

情報セキュリティ対策の推進 情報セキュリティ取組状況 － 

 

情報セキュリティ・ポ

リシーの見直しを実施

など 

情報セキュリティ・ポリ

シーの見直しを実施など 

情報セキュリティ・ポリ

シーの見直しを実施など 

   

情報セキュリティ対策ベンチマーク

による自己診断のスコア：平均4.0以

上 

4.0以上 4.0 4.0 4.0    
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速やかに農林水産省に報告す

る。 

えい案件が発生したが、情報セキュリティ緊急連絡体制に基づき、農林水産

省へ報告した。（第4-2 内部統制の充実・強化⑤の再掲） 

イバー攻撃への防御

として現行機器によ

る運用上の対策を図

るなど、目標の水準

を満たしている。 

制の変更時に速やかに

農林水産省に報告する

とともに、セキュリテ

ィ研修を実施している

ことから、目標の水準

を満たしていると認め

られる。（評定：Ｂ） 

 なお、情報セキュ

リティインシデント

に関しては４ その

他年度目標を達成す

るために必要な事項

(1)内部統制の充実・

強化⑤において評価

する。 

(2)  令和4年度情報セキュ

リティ対策推進計画に基

づき情報システムの構

築、保守及び運用管理を

通じてサイバー攻撃への

防御力の強化に取り組

む。 

② 令和 4 年度情報セキュリテ

ィ対策推進計画に基づき情報

システムの構築・保守及び運

用管理を通じてサイバー攻撃

への防御力の強化に取り組

む。 

 ② 令和4年度情報セキュリティ対策推進計画における技術的な対策 
・令和 3 年度情報セキュリティ監査で指摘された事項について対処を行っ

た。 

・不正プログラムの起動制限、Webサイトへのアクセス制限、USBデバイスへ

の接続制限及びプログラムの脆弱性に対する修正プログラム自動配信等

を実施した。 

・IPS、ファイアウォールのログの監視等によりセキュリティの強化に努め

た。 

・IPS・ファイアウォールの運用は、提供された不正通信情報・不正プログ

ラム情報を受信の都度、全て遮断リストに登録し、不正通信の遮断、不

正プログラムの起動を制限した。 

・不審メールについては、スパム対策等を実施した。 

 なお、重大なインシデントは発生しなかった 

(3)  令和4年度情報セキュ

リティ対策推進計画に基

づき役職員の教育・訓練

によりサイバー攻撃に対

する組織的対応能力強化

に取り組む。 

③ 令和 4 年度情報セキュリテ

ィ対策推進計画に基づき役職

員の教育・訓練等によりサイ

バー攻撃への組織的対応能力

強化に取り組む。 

 
③ 令和4年度情報セキュリティ教育実施計画に基づく教育の実施状況 

・新規採用者・転入者への IT リテラシー教育、役員・幹部を対象とした最

高情報セキュリティアドバイザー教育、全役職員向け e-ラーニング情報

システム教育及び標的型攻撃メール訓練を実施した。 

・全役職員向け研修において令和4年度自己点検で実施率が低い遵守事項を

重点とし周知を行った。 

・FAMIC においてもインシデントを想定した机上訓練をするなど教育内容の

拡充と改善の取組を行った。 

 
 

(4) 情報セキュリティ監

査、自己点検及び内閣サ

イバーセキュリティ戦略

本部が実施する監査の結

果を勘案したリスク評価

に基づき必要な対策を検

討するとともに、情報シ

ステム委員会の審議を経

て令和5年度情報セキュリ

ティ対策推進計画を策定

する。 

④ 情報セキュリティ監査、自

己点検及び内閣サイバーセキ

ュリティ戦略本部が実施する

監査の結果を勘案したリスク

評価に基づき必要な対策を検

討するとともに、情報システ

ム委員会の審議を経て令和 5

年度情報セキュリティ対策推

進計画及び教育実施計画を策

定する。 

＜定量的指標＞ 

◇情報セキュリティ

対策ベンチマーク

ver.5.0（令和2年6

月11日公開 独立行

政法人情報処理推

進機構作成）によ

る自己診断のスコ

ア：平均4.0以上 

④  NISC(IPA)情報システムマネジメント監査の結果、ペネトレーションテストに

より検出された 4 点の問題点は即時に対策を講じた。また、マネジメント監査

の結果があり次第、指摘事項に対するマネジメントレビューを実施し、業務改

善について検討し、監査指摘事項の改善を行う。また、NISC(IPA)による監査結

果も踏まえ、サイバー攻撃への対処等物的対応、情報セキュリティ対策の自己

点検、情報セキュリティ監査等を内容とする令和 5 年度情報セキュリティ対策

推進計画を策定した。 

 また、情報セキュリティ対策を推進する上で不可欠な役職員の意識の向

上を図るため、新規採用者・転入者等研修、役職員全員を対象とした教育

訓練、標的型攻撃メール訓練及び情報担当職員の能力向上研修等を内容と

した令和5年度教育実施計画を策定した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

根拠：情報セキュリ

ティ対策ベンチマー

クVer.5.1による自己

診断のスコアは4.0以

上であり、計画にお

ける所期の目標を満た

している。 

④ 情報セキュリティ対

策ベンチマークについ

て、最新の Ver.5.1 に

おいて 4.0 であり、計

画における所期の目標

を達成していると認め

られる。した。（評

定：Ｂ） 

 
なお、今年度の情報セキュリティ対策を評価するため情報セキュリティ

対策ベンチマーク最新バージョンの  Ver.5.1（令和4年3月22日公開）によ

り自己診断を実施した結果、スコアの平均は4.0となった。 

 
４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－５ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

施設及び設備に関する計画 施設及び設備の整備・改修等

の実施 
－ 神戸センター局所

排気装置改修工事 
農薬検査部湿式排ガ

ス処理装置改修工事 
福岡センター空調設備

改修工事 
   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
年度目標 事業計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 
主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  
  

 

＜定量的指標＞ 
○施設及び設備に関

する計画 
  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 

Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき的確に実施した。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 1の小項目はＢであり、項目

別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果は

法人の自己評価と同じ。  

具体的には、施設及び設備の

整備・改修等について、施設及

び設備の整備・改修等を実施し

ていることから、目標の水準を

満たしていると認められる。

（評定：Ｂ） 

－ １ 施設及び設備に関する計画  

 既存の施設・設備の老朽化等

に伴う施設及び設備の整備・改

修を計画的に行う。 

福岡：福岡センター空調設備改

修工事 

＜定性的指標＞ 
◇施設及び設備の整

備・改修等の実施 

＜主要な業務実績＞ 

 施設・設備の整備・改修等については、令和4年度施設整備

費補助金で整備することとしていた福岡センター空調設備改

修工事が令和5年2月に完了した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：施設・設備の整備・改

修については当初の計画のと

おり行っており、目標の水準

を満たしている。 

 

４．その他参考情報 
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様式３－１－４－２ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 令和４年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

第４－６ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、困難度 － 関連する政策評価・行政

事業レビュー 

政策評価書：事前分析表農林水産省４-④ 

行政事業レビューシート事業番号：0080 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な情報 

積立金の処分に関する事項 積立金の処分 － 558,867円 1,096,993円 495,835円    

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 年度目標 事業計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 

主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

  
   ＜定量的指標＞ 

○積立金の処分に関

する事項 
  中項目の評定は、

小項目別（◇）の評

定結果の積み上げに

より行うものとす

る。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 
根拠：◇小項目1（項目）×2点（Ｂ）＝2点 
Ｂ：基準点（2）×9/10≦ 各小項目の合計点（2）＜ 基準点（2）×12/10 

＜課題と対応＞ 
引き続き適切に対応する。 

＜業務の評価＞ 
事業計画に基づき、適切に実施した。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 1 の小項目はＢであり、項目

別評定はＢであったため。 
※小項目の点数の計算結果は法

人の自己評価と同じ。  

 
具体的には、前期年度繰越積

立金について、計画に基づき棚

卸資産、前払費用等の費用に充

当しており、目標の水準を満た

していると認められる。（評

定：Ｂ） 

 
－ ３ 積立金の処分に関する事項 

 前年度繰越積立金は、前年度

以前に取得し、令和 4年度へ繰り

越した棚卸資産、前払費用等の費

用に充当する。 

＜定性的指標＞ 
◇積立金の処分 

＜主要な業務実績＞ 

 前年度繰越積立金 883,715 円は、計画に基づき

棚卸資産、前払費用等への充当のため、495,835

円を取り崩した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
根拠：計画のとおり棚卸資産、前払費用

等へ充当した。 

 

４．その他参考情報 
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（別添１） 

独立行政法人農林水産消費安全技術センターの総合評定の具体的な評価基準（年度評価） 

（１）小項目の評定方法 

   年度目標及び事業計画において定められている具体的目標と業務実績を勘案し、事業計画の達成度について、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すものとして、評定に当たっては重要度、困難度、特殊事情、業績等の特筆

すべき事項にも配慮するものとする。 

 ① 定量的に定められている小項目の評定 

 Ｓ：法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対年度目標値が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、

又は対年度目標値が100％以上で、かつ年度目標において困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

 Ａ：法人の業績向上努力により、事業計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標の対年度目標値が 120％以上。又は対年度目標値が 100％以上で、かつ年度目標において困難度が「高」とされて

いる場合）。 

 Ｂ：事業計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対年度目標値の100％以上120％未満）。 

 Ｃ：事業計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対年度目標値の80％以上100％未満）。 

 Ｄ：事業計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定量的指標においては対年度目標値の 80％未満、又はその業務について業務運営の改善に関する監督上必要な命令をすることが必要

と判断される場合）。 

 ※ 対年度目標値（％）は、小数点以下を四捨五入するものとする。 

 ② 定性的に定められている小項目の評定 

 Ｓ：法人の業績向上努力により、目標の水準を質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（困難度を高く設定した目標について、目標の水準を上回る成果が得られていると認められる。）。 

 Ａ：法人の業績向上努力により、目標の水準を上回る成果が得られていると認められる（困難度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。）。 

 Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

 Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

 Ｄ：目標の水準を満たしておらず、その業務について業務運営の改善に関する監督上必要な命令をすることが必要と判断される場合を含む、抜本的な業務の見直しを求める。 

（２）中項目の評定方法 

   中項目の評定は、小項目別の評定結果の積み上げにより行うものとする。その際、各小項目につきＳ：４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点の区分により小項目の評定結果を点数化した上で、中項目については、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの下記により４段階の評語を付すものとし、重要度、困難度、特殊事情、業績等の特筆すべき事項にも配慮するものとする。 

   ただし、Ａ評定とした場合には、各小項目の達成状況及びその他の要因を分析し、法人の活動により事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められるときはＳ評定とすることができ

る。 

 Ａ：基準点×１２／１０≦ 各小項目の合計点 

 Ｂ：基準点×９／１０ ≦ 各小項目の合計点＜ 基準点×１２／１０  

 Ｃ：基準点×５／１０ ≦ 各小項目の合計点＜ 基準点×９／１０ 

 Ｄ：各小項目の合計点 ＜ 基準点×５／１０ 

 ※ 「基準点」とは、「小項目の数×２点」とし、「合計点」とは、「当該中項目に属する各小項目の点数の合計値」とする。 

（３）総合評定の方法 

 ① 総合評定は、中項目別の評定結果の積み上げにより行うものとする。その際、各中項目につきＳ：４点、Ａ：３点、Ｂ：２点、Ｃ：１点、Ｄ：０点の区分により中項目の評定結果を点数化した上で、下記によりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

の４段階の評語を付すものとする。 

   ただし、中項目のうち、「業務運営の効率化に関する事項」、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」に属するものは、評定結果の点数化の際に、換算係数として、「１／（属する中項目

で、業務実績があるものの数）」を乗じて点数化する。当該換算係数は、基準点を算出する際にも適用する。 

 ② ①において、Ａ評定とした場合には、各中項目の達成状況及びその他の要因を分析し、法人の活動により事業計画における所期の目標を質的及び量的に上回る顕著な成果が得られていると認められるときはＳ評定とすることが

できる。 

 Ａ：基準点×１２／１０≦ 各中項目の合計点 

 Ｂ：基準点×９／１０ ≦ 各中項目の合計点＜ 基準点×１２／１０  

 Ｃ：基準点×５／１０ ≦ 各中項目の合計点＜ 基準点×９／１０ 

 Ｄ：各中項目の合計点 ＜ 基準点×５／１０ 

 ※ 「基準点」とは、「中項目の数×２点」とし、「合計点」とは、「中項目の点数の合計値」とする。 

 ③ ①及び②を踏まえ、政策上の要請や情勢の変化等、全体評定に影響を与える事象を加味した上で、評語を付して総合評定を行う。その際、法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じて①及び②で算出

された基礎に基づく評定よりさらに引下げを行うなど、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第28条の２第１項に基づき総務大臣が定めた独立行政法人の評価に関する指針（平成26年９月２日総務大臣決定）を踏まえ

て評定を行う。 

 

 

 




